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総合計画は、地域住民の日々の暮らしにとって最も身近な行政機関である市区町村におけ

る最上位の行政計画であり、概ね 10 年後から 20 年後を見据えた中で、目指すべき将来像や

その実現に向けて骨格となるまちづくりの基本的な方針等を掲げ、総合的かつ計画的に行財

政運営を推進していくための指針となるものです。 

本町では、令和４(2022)年度に、基本構想( 令和４(2022)年度から令和 15(2033) 年度まで)

と前期基本計画( 令和４(2022)年度から令和７(2025) 年度まで) からなる第５次広陵町総合計

画を策定し、同構想に掲げた将来像の実現に向けて総合的かつ計画的なまちづくりを進めて

きたところです。 

前期基本計画が開始して以降、本町を取り巻く社会経済情勢は、我が国全体がかつて経験

したことなない人口減少局面への移行・少子高齢化の更なる進行に加え、新型コロナウイル

ス感染症の世界的流行とその後の社会変容、デジタル技術の急速な進展による DX（デジタル

トランスフォーメーション）１の推進、脱炭素社会の実現に向けたカーボンニュートラル２へ

の対応、「持続可能な開発目標（Sustainable  Development Goals）」（以下「ＳＤＧＳ」という。）

の浸透など、多岐にわたる面で大きな変化を続けています。また、激甚化・頻発化する自然

災害への備えや地域コミュニティの維持・再生、多様性を尊重する社会の実現など、新たな

課題も顕在化してきています。 

 また、前期基本計画期間における施策の進捗状況や成果を検証し、残された課題や新たに

生じた課題に的確に対応していく必要があります。さらに、住民ニーズの多様化や地域が抱

える課題の複雑化に対応するため、従来の行政主導型のまちづくりから、住民・事業者・行

政が協働して取り組む持続可能なまちづくりへの転換が一層求められています。 

 そこで、前期基本計画期間における取組の成果と課題を踏まえつつ、変化を続ける社会経

済情勢や多様化する住民ニーズなどに柔軟に対応したまちづくりを総合的かつ計画的に推進

するため、「第５次広陵町総合計画中期基本計画」を策定しました。本計画は、広陵町自治基

本条例に基づく町の最上位計画として、住民自治を基盤とした協働のまちづくりを推進する

指針となるものです。 

 本計画は、本町に住み・働き・学ぶ人たちが一丸となって実現を目指すまちの将来像や、

その実現に向けた施策の基本的な方向性等を示し、より多くの人たちから「住み続けたい」、

「住んでみたい」、「また訪れてみたい」と強く支持され、次世代に誇りと自信を持って継承

できる未来への希望に満ちた広陵の実現を目的とするものです。 

 

 
１  ⌂≥⅜ⱦ☺Ⱡ☻ ─ ⇔™ ⌐ ꜟ♃☺♦╛♃כ♦⁸⇔ ╩ ⇔≡⁸ ⱦכ◘╛

☻⁸ⱦ☺Ⱡ☻⸗♦ꜟ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ⌐ ⅎ╢↓≤⁹  
２  ●☻─ ⅛╠ ≤ ╩ ⇔ ™√ ╩♀꜡⌐∆╢↓≤⁹ 

 



 

 

２ 

  

─  

第５次広陵町総合計画は、本町が総合的かつ計画的なまちづくりを推進していくための

最上位に位置付けられる計画として、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層で

構成しています。 

 

 ─
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第５次広陵町総合計画の計画期間について、基本構想は令和４（2022）年度から令和 15

（2033）年度までの 12年間、基本計画は前期４年間、中期４年間及び後期４年間に分ける

こととし、令和８（2026）年度を初年度とする中期基本計画の計画期間は、令和８（2026）

年度から令和 11（2029）年度までとします。 

また、実施計画の計画期間は１期３年間としますが、施策や事業の実効性（地域課題の

解決に向けた高い効果）を確保するため、ローリング方式により毎年度見直しを行います。 
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国では、将来にわたって人口減少問題の克服と成長力の確保を目指した地方創生の実現に

向け、まち・ひと・しごと創生法を制定し、平成 26（2014）年 12月に「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定しました。その後、令

和元(2019)年 12月に第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され、さらに令和４

(2022)年 12月には「デジタル田園都市国家構想総合戦略」として抜本的に改訂され、デジタ

ル技術の活用による地域課題の解決や地方の活性化が推進されてきました。 

これを受け、地方自治体では、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案し、地方自治体にお

ける人口の現状と将来展望を示した「地方人口ビジョン」及び、地域の実情に応じた今後５

か年の施策の方向等を示した「地方版総合戦略」の策定に努めることが求められています。 

本町では、平成 28(2016)年３月に「広陵町人口ビジョン」及び「（第１次）広陵町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定し、令和４（2022）年度からは「第５次広陵町総合計画」と

「第２次広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を一体化することで、双方が連動した効

果的・効率的な施策を推進してきました。 

第５次広陵町総合計画のうち、前期基本計画( 令和４(2022)年度から令和７(2025) 年度ま

で) では、人口ビジョンに基づく長期的な展望を踏まえつつ、人口減少問題への対応や地域経

済の活力の維持・増進など、地方創生に主眼を置いた施策群を「重点プロジェクト( 第２次広

陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略) 」として位置付け、取組を進めてきました。 

今回策定する中期基本計画( 令和８(2026) 年度から令和 11(2029) 年度まで) においても、前

期基本計画期間における取組の成果と課題を検証しつつ、引き続き総合計画と総合戦略を一

体的に推進します。国においては、令和７(2025)年６月に「地方創生 2.0 基本構想」が閣議

決定され、「強く」「豊か」で「新しい・楽しい」地方・日本の実現を目指し、「安心して働き、

暮らせる地方の生活環境の創生」「稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生（地

方イノベーション創生構想）」「人や企業の地方分散（産官学の地方移転、都市と地方の交流

12



 

 

４ 

等による創生）」「新時代のインフラ整備と AI・デジタルなどの新技術の徹底活用」「広域リー

ジョン連携」の５本の柱に沿った政策展開が進められています。 

本町においても、こうした国の動向を踏まえ、AI・デジタル技術の活用、関係人口の創出・

拡大、地域資源の高付加価値化、多様な人材の活躍推進など、新たな時代の潮流を踏まえた

地方創生施策を「重点プロジェクト( 第３次広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略) 」とし

て位置付け、選択と集中のもと、持続可能なまちづくりを推進していきます。 
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本章では、第５次広陵町総合計画策定の背景として、近年や将来的に予測されている国内

の社会経済動向、本町の人口動向や産業構造等の概況及び将来人口の推計結果を整理した上

で、今後のまちづくりに向けて本町が特に注視すべき主要課題を明らかにしています。 

  

↕╠⌐ ∆╢ ה ─  

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（令和５（2023）年推計、出生・

死亡中位）」によると、令和２（2020）年の国勢調査時点で約１億 2, 610万人であった総人

口は、今後、長期にわたる減少局面で推移し、30年後の令和 32（2050）年には約１億 470

万人、対令和２（2020）年比で約 2,140 万人（16.9％）減少すると予測されています。 

年齢階層別にみると、地域経済社会の中心的な世代に当たる生産年齢人口（15 歳から 64

歳まで）は、平成 12（2000）年以降、既に一貫して減り続けており、令和 32（2050）年で

は約 5,540 万人、平成 12（2000）年の約 8,620 万人と比べて約 3,080 万人（35.7％）減少

し、総人口に占める割合（生産年齢人口比率）も 68.1％から 52.9％と 15.2 ポイント低下

すると予測されています。一方、高齢化率は、令和２（2020）年では 28.6%と、対平成 12

（2000）年比で約 1.64 倍となり、増加率は縮小傾向で推移するものの、一貫して割合は上

がり、令和 32（2050）年では 37.1%（約 3890万人）となります。 

 ─ ─  
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内閣府の「令和７年版高齢社会白書」によると、我が国の平均寿命は、令和５（2023）年現

在、男性 81.09 年、女性 87. 14 年と、平成 22（2010）年に比べて男性は 0. 54 年、女性は

0. 84年上回っています。今後、男女ともに平均寿命は延びて、令和 52（2070）年には、男

性が 85. 89年、女性が 91.94年となり、女性は 90年を超えると見込まれています。 

 ─ ≤  
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⅜ ╕╢₈Society5.0 ３ ☻ⱴכ♩ ₉─  

近年、実社会の中であらゆる事業・情報がデータ化され、ネットワークでつながる「IoT

（Internet  of Things ）」、コンピュータが自ら学習し、人間を超える高度な判断を行う「AI

（Artificial  Intelligence: 人工知能）」、多様かつ複雑な作業を自動化する「ロボット」

などに代表される、「第４次産業革命」と称される技術革新が、世界規模で従来にないスピ

ードとインパクトで進展しています。 

国は、「第 6 期科学技術・イノベーション基本計画４（令和３（2021）年 3 月 閣議決定）」

の中で、一般的な「Society5.0 」をサイバー空間と現実を掛け合わせたシステムにより経

済発展・社会課題解決を両立する人間中心の社会とした上で、我が国が目指すべき

「Society5.0 」を持続可能性があり、国民の安全・安心を確保しながら個々人が多様な幸

せ（Well- being）を実現できる社会としています。 

「Society5.0 」で実現する社会では、IoT や AI、ロボット等の第４次産業革命の技術革

新をあらゆる産業や社会生活の中に取り入れることで、人口減少・高齢化、地方の過疎化、

エネルギー・環境の制約等の様々な社会課題が克服され、本町はもとより、我が国全体が
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⌐ ↄ⁸ ⇔™ ╩ ∆╙─⁹ 
４  ─ ⌐ ∆╢ ─ ⅛≈ ⌂ ╩ ╢√╘─ ⌂ ≢№╡⁸

10 ╩ ⇔√ ─ ╩ ∆╢╙─≤⇔≡⁸ ⅜ ⁹ 
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より希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える社会、一人ひとりが快適で活躍

できる社会となることが大いに期待されています。 

 Society5.0 ≢ ∆  
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⌐ ╕╢ ─ ─  

我が国は、その自然的条件から各種の災害が発生しやすい特性を有しており、毎年のよ

うに水害や土砂災害、地震等の自然災害が発生しています。内閣府の「令和７年版防災白

書」によると、近年、国内でも平成 30（2018）年の７月豪雨（西日本豪雨）、令和元（2019）

年の東日本台風（台風第 19 号）、令和２(2020)年７月豪雨など、気象災害による激甚な洪

水氾濫や土砂災害が頻発し、今後も大規模災害リスクへの備えと正しい情報伝達の重要性

が指摘されています。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の生命を脅かす保健や医療の問題だけ

にとどまらず、感染症拡大防止のために国や地域をまたぐ人・モノ・カネの往来の停止に

よる経済的危機という未曾有の状況を招き、世界全体で人々の生活や経済社会に甚大な影

響を及ぼしました。 

これらの状況の中、行政による公助はもとより、激甚化・頻発化している気象災害の発

生やウイルス性感染症の感染拡大の危険性及びこれらへの対処方法等について、「自らの

命は自らが守るという“自助”」、「皆と共に助かる“共助”」の意識を喚起するとともに、

様々なリスクから人々の貴重な生命や財産を守るため、住民、ボランティア、民間事業者、

行政など地域の多様な主体の密な連携・協力に根ざした取組をより高い実効力を伴った形

で推進していく重要性が高まっています。 
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近年、世界規模で気候変動や生物多様性の損失等の環境劣化が極めて問題視されている

中、国内外においてカーボンニュートラルの実現に向けた動きが高まりつつあります。 

我が国では、令和２（2020）年 12月 26日の第 203回臨時国会の所信表明演説において、

内閣総理大臣が「2050（令和 32）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

すなわち 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言していま

す。また、環境省では、2050（令和 32）年までに二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むこ

とを表明した地方自治体を「ゼロカーボンシティ５」に位置付けています。 

 
  2021 ≢₈2050 ╕≢⌐ ♀꜡₉⌐ ╡ ╗↓≤╩
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同省では、ゼロカーボンシティを目指す地方自治体に対し、情報基盤の整備、計画等の

策定支援、設備等の導入を一気通貫で支援することにより、地域における温室効果ガスの

大幅削減、地域に裨益する形での再生可能エネルギー事業の推進による地域経済循環の拡

大、レジリエント６な地域づくりを同時に実現することを目指すとしています。 

 2050 ─ꜟꜝ♩כꜙ♬Ⱳfiכ◌ ▬ⱷכ☺ 
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ＳＤＧＳとは、平成 27（2015）年９月の国連サミットにおいて採択された令和 12（2030）

年を期限とする、先進国を含めた国際社会全体の開発目標であり、持続可能な世界を実現

するための 17の目標（ゴール）と 169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として

取り残さないことを誓っています。 

国は、平成 28（2016）年 12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧＳ）実施指針」を策定し

ています。同指針では、ＳＤＧＳを全国的に実施するためには、広く全国の地方自治体及び

その地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組を推進することが不可欠であり、

この観点から、各地方自治体に、各種計画や戦略等の策定や改訂に当たってはＳＤＧＳの要

素を最大限に反映することを奨励しています。 

さらに、国では、ＳＤＧｓの理念に沿った基本的・総合的取組を推進しようとする都市・

地域の中から、特に、経済・社会・環境の３側面における新しい価値創出を通じて、持続可

能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域を「ＳＤＧＳ未来都市」として選定する

制度を、平成 30（2018）年に新たに創設しています。 

本町は、一般社団法人産業総合振興機構（なりわい）の設立を通じて、商工業・農業・観
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１０ 

光の分野について、地域の事業者、団体、個人の事業の立ち上げ、生産性の向上支援、マー

ケティングサポートなどの中間支援を行うとともに、機構自らの収益事業を展開し、地域

経済への貢献を包括的に行うことなどを提案した結果、令和元（2019）年７月、ＳＤＧｓ

推進に向けたポテンシャルの高い提案として、「ＳＤＧＳ未来都市」に選定されています。 
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総務省の「自治体戦略 2040構想研究会７」によると、地方自治体の歳入は、住民税及び

固定資産税が基幹的な税目となっていますが、平成 13（2001）年度以降、多くの地方自治

体において、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる

臨時財政対策債８を発行して一般財源総額を確保する状況が続いているとしています。 

同研究会によると、将来的には他の年代と比べて年間平均給与額が高い 40・50歳代を中

心に働く世代が大きく減少するとともに、今後、所得や地価が減少・下落することにより、

地方税収が減少する一方、社会保障に係る経費（扶助費）が増大する可能性があるとして

います。 
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近年、地方自治体の歳出は、構成比ベースで普通建設事業費が平成７（1995）年度の 31.4％

から令和 5（2020）年度の 13.4％に大きく低下する一方、公債費９が 8.7％から 10.9％、扶

助費１０が 5.6％から 16.3％に上昇し、その結果、扶助費・公債費・人件費１１からなる義務

的経費が 40.4％から 47.2％に上昇するなど、歳出構造が変化しています。 
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2020年代前半の新型コロナウイルス感染症対応において、マイナンバーのシステムをは

じめとする行政の情報システムを国民が安心して簡単に利用する視点で十分に構築されて

いなかったことや、国・地方自治体を通じて情報システムや業務プロセスがバラバラで、

地域・組織間で横断的なデータの活用が十分にできていないことなど、様々な課題が明ら

かになりました。 

こうした課題に対応するため、国は令和２（2020）年 12月に「デジタル社会の実現に向

けた改革の基本方針」を決定し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの

活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現

できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を示した上で、令和３（2021）

年９月にデジタル庁を創設し、令和７（2025）年６月には「デジタル社会の実現に向けた

重点計画」及び「デジタル行財政改革 取りまとめ 2025」を閣議決定しました。 

その中では、我が国が直面する人口減少・労働力不足の中で、極力不要な人手を介さな

い、無駄・不便を生み出さないといった、需要側・供給側の双方にとって便利で良質な体

験が得られるようにするため、制度・業務・システムを一体として捉え、三位一体で取組

を推進するとともに、関係省庁や地方公共団体、民間事業者などあらゆる関係者が連携・

協力し、総合的に取組を推進することが示されています。 

本町では「広陵町 DX推進計画」に基づき、利便性の周知によりデジタル化した行政サー

ビス利用率の向上に努めるとともに、デジタル化への対応が難しい層にも配慮した施策を

行ってまいります。 
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本町は、奈良県北葛城郡の南東部に位置し、東は三宅町及び田原本町、南は橿原市及び

大和高田市、西は香芝市及び上牧町、北は河合町に接しています。また、奈良市へは直線

距離で約 20km、大阪市へは直線距離で約 25kmに位置し、このうち大阪市までは電車及び

自動車を利用して約 40分の時間距離で結ばれており、交通アクセスに恵まれています。 

町域は南北約 5.5 ㎞、東西約 4.5km、面積は 16.30 ㎢１２であり、面積は県内 39市町村の

中では広い方から 31番目と相対的にコンパクトな規模となっています。また、地形は町の

東部が平坦な地形、西部が丘陵地帯となっているほか、中央部を高田川と葛城川、東端を

曽我川といった一級河川が流れています。 
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１４ 

 

本町の歴史は古く 3,000 年程前から人々が集落を形成していたとされており、町西部に

広がる馬見古墳群では、霊枢船と見られる木製品が出土し、貴重な史料として注目されて

います。また、４世紀から５世紀頃までとされるヤマト政権（王権）の国家統一の頃には

豪族葛城氏が台頭し、飛鳥時代、この地域は敏達天皇系の勢力基盤となりました。 

豊臣秀吉の天下統一による戦国時代の終焉とともに、租税制度が厳しくなったこともあ

り、本町は大和木綿、なたね、たばこ、茶等の自然条件を活かした特産品の生産によって

栄え、南郷池の築造など大規模な農業用水の確保・整備が行われました。 

明治時代の後半からは、靴下・織布等の製造が栄えはじめ、大正７（1918）年には町北部

に大和鉄道（現・近鉄田原本線）が敷設され、箸尾駅が設けられました。その後、昭和 30

（1955）年４月の馬見町・瀬南村・百済村の合併、翌昭和 31（1956）年に箸尾町が編入、

翌昭和 32（1957）年に藤森及び池尻が大和高田市に編入・合併され、現在の広陵町が誕生

しました。 

以降、経済面では、日本一の生産量を誇る靴下製造業やプラスチック加工業、「夏秋なす」

などの特産品を持つ農業を地場産業として発展を遂げるとともに、大阪市に近接する恵ま

れた立地条件のもと、昭和 49（1974）年からは隣接する香芝市にまたがって真美ケ丘ニュ

ータウンの開発が進められ、住宅都市という一面を持つようになっています。 

このような歴史的な経緯を経て、現在の本町は、町内の唯一の鉄道駅である箸尾駅を中

心として発展してきた北部地域、地元の靴下産業が息づく西部地域、のどかな田園風景が

広がる東部地域、土地区画整理事業等による大規模開発住宅地が形成されている真美ケ丘

ニュータウン地域の大きく四つに分けられます。 

近年、本町では、ゆとりとうるおいに満ちた“みどりの環境”や貴重な歴史的文化遺産

と共生する優れた居住環境、大都市に近接する恵まれた立地条件等を活かし、町外からの

移住・定住の促進、優良企業・商業施設の誘致など、町が活気づき定住人口の維持・確保に

つなげることを目的に多面的な施策を積極的に推進し、今日に至っています。 
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本町は、農地と宅地が土地利用の中心となっており、特に農地は約 37％を占めています。

農地の大部分は田であり、市街化調整区域を中心に存在しています。宅地については、公

共用地等を除いて市街化区域では大部分が住宅用地となっています。  

地域別でみると、広陵北地域や広陵東地域では、農地などの自然的土地利用が大きく占

める一方、真美ケ丘地域では、住宅地が大きく占めています。また、市街化調整区域にお

いて集落が形成されているため、どの地域においても一定の住宅地があります。 
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住民が安全・快適に住み続けることができる環境を目指し、現在の土地利用状況や都市施

設の整備状況などを踏まえ、都市計画マスタープラン１３において計画的な市街地の形成や都

市機能の適切な配置など、地域の特性に応じた土地利用の方針を定めることで、良好な生活

環境を確保し、健全な社会活動を促進するまちづくりの取組を進めていきます。 

 

【土地利用の方針】 

1.  

 ̧ 商業・サービス施設など都市的土地利用の誘導 

 ̧ 周辺環境と調和した建物立地の誘導 

 ̧ バリアフリー環境の整備等によるアクセス性の向上  

2.  

 ̧ 産業活性化のための工場や物流施設などの立地誘導 

 ̧ 産業基盤・機能・ブランド力等の強化  

 ̧ 土地利用の集約、純化の促進 

 ̧ 周辺環境との調和、緩衝緑地帯の整備  

3.  

 ̧ 地区計画などの導入による良好な住環境の形成、保全 

 ̧ 防犯性・安全性の向上  

 ̧ 既存ストックの活用等空き家対策  

4.  

 ̧ 市街地内の狭あい道路の拡幅、改善、歩道設置  

 ̧ 低未利用地の有効活用 

 ̧ 無秩序な開発の抑制  

 ̧ 地区計画などの導入による良好な住環境の形成、保全 

 ̧ 既存ストックの活用等空き家対策 

5.   

 ̧ 無秩序な開発の抑制  

 ̧ 狭あい道路の拡幅、改善、歩道設置 

 ̧ 建物の不燃化、耐震性の強化 

 ̧ 既存ストックの活用等空き家対策  

6.   

 ̧ 優良農地の保全 

 ̧ 農地の流動化の促進 

 ̧ 農地転用における地区計画の導入等による適切な土地利用誘導 

 ̧ 耕作放棄地の発生防止と解消 
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１７ 

7.   

 ̧ 馬見丘陵の緑の保全、住民の憩いの場としての活用の促進 

 ̧ 拠点施設における機能充実( 駐車場、設備向上など)  

8.  

 ̧ 公共公益施設の整備  

 ̧ 公共公益施設における機能強化( 駐車場整備、設備向上等)  

 ̧ 敷地内緑化の促進  

 ̧ 町民の交流拠点としての道路の整備 
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⅝  

本町の空き家数の推移は、奈良県全体の空き家率と比べて低く推移しているものの、顕

著な増加傾向が見られます。適正に管理を行われていない空き家は、防災、衛生、景観等

の地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしているものもあることから、平成 30(2018)年３月

に広陵町空き家等対策計画を策定し、対策を進めた結果、空き家率は令和５( 2023)年には

減少しています。 
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令和７（2025）年３月 31日現在の総人口は３万 4,957人であり、30年前の平成７（1995）

年当時の２万 9, 412人と比べて約 1.2 倍（5, 545人増）に増加しています。人口は、平成２

（1992）年３月に完了した真美ケ丘地域の土地区画整理事業等により大幅に増加し、その後

５年毎に見ると増加傾向が続いていたものの、増加幅は縮小傾向であり、令和２（2020）年

から令和７（2025）年には 73人(0.2%)減少し、ついに減少局面に突入しました。 

一方、令和７（2021）年３月 31日現在の総世帯数は１万 4,136 世帯、平成７（1995）年

当時の 8, 270世帯と比べて約 1.7 倍（5, 866世帯増）に大きく増加しています。平成７（1995）

年以降、総人口を上回る水準で総世帯数が増え続けており、世帯人員は平成７（1995）年

の 3.56 人／世帯から令和７（2025）年の 2. 47人／世帯に減少しています。 
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令和 7（2025）年１月１日現在の年齢階層別人口は、年少人口（０歳から 14 歳まで）が

4,986 人（構成比 14.2％）、生産年齢人口（15歳から 64歳まで）が２万 439人（58.4％）、

老年人口（65歳以上）が 9,595 人（27.4％）、また、老年人口のうち、75歳以上人口が 5,227

人（14.9％）となっています。 

これらを平成 17（2005）年と比べると、年少人口（０歳から 14歳まで）が 5,654人から

11.8％（668 人）減少、生産年齢人口（15 歳から 64 歳まで）が２万 2,530 人から 9.3％

（2,0 91人）減少しているのに対し、老年人口（65歳以上）が 4,992 人から約 1.9 倍（4,603

人増）、さらに 75 歳以上人口が 2,264 人から約 2.3 倍（2,963 人増）に大きく増加してお

り、近年、本町でも全国的な傾向と同様に少子高齢化が急速に進展していることが見て取

れます。 
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平成 28（2016）年以降の自然増減（出生者数と死亡者数の差）は、出生者数が概ね 200

人台で推移しているのに対し、高齢化の進展等を背景に死亡者数が増加傾向で推移してい

ることから、平成 29（2017）年以降はマイナス傾向が続いています。 

一方、社会増減（転入者数と転出者数の差）は、平成 28(2016)年以降減少していました

が、コロナ禍によるリモートワーク普及等に伴い、令和元(2019)年から令和４(2022)年ま

で増加を見せています（ただしコロナ禍は令和２（2020）年から）。しかし、コロナウイル

スが５類感染症へと移行された令和５（2023）年以降は再び減少傾向に転じています。 

ה  ─  

₈ ⅛╠ 12 31 ╕≢─ ₉ 

  

3

7 11
28 23

96

59

96

173

143

164

19 9
26

82
62

238

176

48

4

167

12

2

2

59

34

179

80

125

139
250

200

150

100

50

0

50

100

150

200

250

28

2016

29

2017

30

2018 2019

2

2020

3

2021

4

2022

5

2023

6

2024

7

2025

( )

5,654

(17.0%)
5,406

(16.0%)

5,324

(15.3%)
5,151

(14.2%)
4,986

(14.2%)

22,530

(67.9%)
22,168

(65.5%)
21,801

(62.6%)
20,978

(59.8%)
20,439

(58.4%)

2,728

(8.2%)

3,461

(10.2%)

4,410

(12.7%)
4,743

(13.5%)
4,368

(12.5%)

2,264

(6.8%)

2,786

(8.2%)

3,290

(9.4%)
4,187

(11.9%)
5,227

(14.9%)

33,176 33,821
34,825 35,059 35,020

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

17

2005

22

2010

27

2015

2

2020

7

2025

0 14 15 64

65 74 75



 

 

２１ 

─  

 

町の面積の約３分の１を農

地が占める本町では、豊かな

水と肥よくな土壌を活かし、

なすや米などの生産を中心に農

業が営まれています。特になす

は、昭和 43（1968）年に「夏秋な

す」、昭和 62（1987）年に「冬春

なす」が国の野菜指定産地とな

り、本町を代表する特産野菜とな

っています。 

しかし、平成 22（2010）年以降、

農家数は一貫して前回調査時点

を下回っており、令和２（2020）

年では 310戸、平成 17（2005）年の 477戸と比べて 167戸（35.0％）減少しています。 

このような状況の中、本町では、新たな農業の担い手を育成するため、平成 26（2014）

年度から「農業塾」を開講しています。塾生は２年半にわたる講座と実習により、農作物

の栽培や実習に関する知識を身に付け、販売農家として自立することを目指しています。 

近年はこの「農業塾」の開講を契機として、若手のイチゴ農家が増えています。これら

の農家では、イチゴ産地の復活を目指し、奈良県育成の品種のイチゴである「古都華」、「奈

乃華」などが栽培されており、ふるさと納税の返礼品として人気を博しています。 

 

本町の工業は、古くから靴下製造業を中心として、靴

下仕上げや刺しゅう業など靴下生産の工程別に高度な生

産技術が受け継がれ、現在では全国で１年間に生産され

ている約 8,800 万足の靴下の約 21％の生産量を誇る一大

産地となっています。また、町の中央部には昭和 30 年代

（1955年から）から製造が始まったプラスチックの工場

が集積し、全国でも有数のプラスチック製品の産地にも

なっています。 

平成 24（2012）年以降、工業の事業所数は概ね減少傾

向で推移しており、令和３年（2021）年では 60事業所、

平成 24（2012）年の 133事業所と比べて半分以下となっ

ています。また、従業者数は平成 24（2012）年の 1,840

人をピークに減少傾向に転じ、令和３年（2021）年では

1,507 人、ピーク時と比べて 333人（18.1％）減少してい

ます。 

一方、製造品出荷額等は、平成 24年（2012）年から増加傾向が続いています。また、１
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事業所当たりの製造品出荷額等は、平成 24（2012）年の 1 億 6,900 万円から令和３（2021）

年の３億 9, 000 万円に増加しており、事業所数の減少を事業所当たりの製造品出荷額等で

カバーしている構図が見て取れます。 
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 ̧総務省の「経済センサス－活動調査 」に基づき産業大分類別の構成比をみると、事業

所数では「製造業」が 21.3％（224 事業所）で最も多く、次いで「卸売業，小売業」の

20.4％（214事業所）、「建設業」の 9.3％（98事業所）の順であり、上位１位から３位ま

での合計が全体の 51％（536 事業所）を占めています。 

 ̧従業者数でも、「製造業」が 23.6％（2,300 人）で最も多く、以下、「卸売業，小売業」の

18.9％（1,846 人）、「医療，福祉」の 13.7％（1,334 人）の順であり、これらの合計が全

体の 56.2％（5,480 人）を占めています。 

 ̧事業所数の経年変化を見ると上位３位である「製造業」、「卸売業、小売業」、「建設業」が

減少しており、「医療、福祉」が微増となっています。 

 ̧従業者数の経年変化を見ても全体として減少傾向である一方、「医療、福祉」、「教育、学

習支援業」、「運輸、郵便業」については大幅な増加を見せています。 
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本町の商業は、事業所数の約８割、従業者数の約９割、年間商品販売額の約７割を小売

業が占めています。小売吸引力指数は、各地域の小売業が買い物客を引き付ける総合的な

力を表すもので、この値が１より大きいと他地域から買い物客を吸引し、地域の購買力以

上の売上げを獲得していることを示し、１より小さいと買い物客が他地域に流出超過とな

っていることを示しています。小売り吸引力指数は前回（平成 28（2016）年）に比べると

全体として下がっていますが、コロナ禍であったことは考慮に入れた方がよいと思われま

す。令和３（2021）年では 0.47 であり、県内９市町と比べると本町は低い方から２番目の

低位に位置しています。小売り吸引力指数は、前回は高い方から５番目（0.87）であった

ことから何らかの対策を打っていく必要があります。 

 ─ 10  

│ ה ₈ ☿fi◘☻  

28 2016 ₉⁸ │ ₈ ₉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─ 10  

│ ה ₈ ☿fi◘☻  

3 2021 6 ₉⁸ │ ₈ 10 ₉ 

 

1 832 7,985 191,271 230 215,054 258 123,712 1.76

2 218 1,812 37,743 173 43,505 200 31,514 1.37

3 86 802 16,323 190 16,432 191 17,819 1.05

4 98 1,016 19,757 202 38,205 390 21,927 1.03
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6 422 2,712 48,696 115 53,110 126 64,311 0.86

7 131 1,034 17,090 130 19,488 149 23,170 0.84

8 191 1,293 26,052 136 20,367 107 36,672 0.81

9 283 2,949 54,116 191 68,600 242 77,890 0.79
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特別史跡巣山古墳に接して本町と河合町にまたがる自然豊かな県営馬見丘陵公園ではナ

ガレ山古墳( 河合町) 、日本で２番目の規模の帆立貝式古墳の乙女山古墳( 河合町・広陵町)

など多数の古墳を見ることができ、近隣だけでなく県内外から多くの来園者があります。 

さらに、約 300 年続いている地蔵盆の祭りであり、町の指定文化財にもなっている大垣

内立山祭、五穀豊穣を祝うもので江戸時代末期より継承されてきた箸尾地域の戸閉祭など、

年間を通じ四季折々の祭りやイベントが開催されており、地域に根ざした伝統文化が息づ

いています。 

観光入込客数は、靴下の市やかぐや姫まつりなどのイベントの来場者数から集計してお

り、令和元（2019）年度の 10万 2,000 人から、コロナ禍によるイベントの開催制限の影響

で令和２（2020）年度の 8,000 人に大きく減少したものの、その後は増加傾向に転じ、令

和６（2024）年度は９万 6, 000人まで回復しています。 
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普通会計１５による歳入総額は、平成 25（2013）年度から平成 30（2018）年度までは 110

億円前後で推移していましたが、令和２（2020）年度ではコロナ禍による国庫支出金・そ

の他依存財源の大幅な増加により 176億 3,700 万円と大幅な増加をみせ、令和５（2023）

年度においても、依然としてコロナ禍以前よりも高い水準となっています。依存財源（赤

系色）が大きく伸長している一方で自主財源１６（青系色）については緩やかな増加傾向に

あります。 

地方税（町税）は、概ね一貫して増加傾向で推移しており、令和５（2023）年度では約 42

億 5,800 万円と、平成 25（2013）年度の約 38 億 9,600 万円と比べて３億 6,200 万円増加

しています。 

 ─  
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一方、平成 25（2013）年度以降、普通会計による歳出総額は、平成 30（2018）年度まで

は 110 億円以下で推移していましたが、コロナ禍の影響により、令和２（2020）年度には

170億 9,600 万円と大幅な増加を見せ、令和５（2023）年現在もコロナ禍前より高い水準と

なっています。 

歳出のうち、支出が義務付けられ任意に節約できない経費で、人件費、扶助費及び公債

費からなる義務的経費のうち、扶助費は概ね一貫して増加傾向で推移しており、令和５

（2023）年度では 35億 700万円、平成 25（2013）年度の 17億 4,500 万円と比べて２倍強

と大きく増加しています。 
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「広陵町自治基本条例」は、まちづくり１７の主体である町民１８、町議会、町長等１９がお

互いの役割を認識しながら連携してまちづくりを担い進めていく際の基本ルールであり、

以下に示す四つの基本理念と六つの基本原則のもと、持続可能な地域社会の創造に向け、

それぞれの主体の役割や責務、さらには参画２０と協働２１のあり方を明らかにし、本町の基

本規範として位置付けられるものです。 

本条例の制定に当たっては、町内関係団体からの推薦者、公募による委員、学識経験者

の計 16名の委員で構成された広陵町自治基本条例審議会において、令和元（2019）年６月

から約２年間にわたり議論が重ねられ、住民向けワークショップやパブリックコメントの

意見等も踏まえ、同審議会から令和３（2021）年２月 18日に町長へ答申が行われ、同年６

月１日に施行されました。また、この条例の第 25 条に総合計画に関する条文があり、この

条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画となる総合計画を策定する

ものとすると規定しています。 
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本町が統計的な手法を用いて将来人口を推計した結果に基づき、５年ごとの推移をみると、

今後、総人口は令和 12（2030）年頃から本格的な減少局面に移行すると予測されています。 

人口の減少幅は、令和７（2025）年から令和 17（2035）年の 1,209 人（3.5％）減に対し、

令和 17（2035）年から令和 27（2045）年の 2,336 人（6.9％）減と、年を経るごとに拡大し、

総人口は令和 37（2055）年頃に３万人台を割り込むと予測されています。 

年齢階層別にみると、令和 12（2030）年以降も、年少人口（０歳から 14歳まで）及び生産

年齢人口（15 歳から 64 歳まで）は、一貫して減り続けると予測されており、特に年少人口

は、令和 7（2025）年頃から実数及び総人口に占める割合（構成比）が 75歳以上人口を下回

っています。 

一方、老年人口（65歳以上）のうち、75歳以上人口は概ね一貫して増え続け、令和 27（2045）

年頃には総人口に占める割合が 19.5％に上昇し、約５人に１人を占めると予測されています。 

このように人口構造の大きな変化は始まっており、この変化によって、医療・介護等の社

会保障経費の増大や働き手の減少による地域経済社会の活力の低下をはじめ、多方面にわた

って本町がかつて経験したことのないような深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。 

 

ה  ─  
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 本計画に掲げる子育て支援施策、定住施策、雇用施策等の人口対策を着実に推進し、20歳

から 39歳までの若年人口を中心により多くの人々から「住み続けたい・住んでみたい」と選

ばれる魅力のあるまちの実現を目指すことで、令和 22（2040）年までに合計特殊出生率 2.10

を達成するとともに、転入を増加させ令和 47（2065）年において人口３万人台が維持される

ことを将来展望として設定します。 

 

 ─ ─  
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３１ 

─  

本項では、令和７（2025）年３月 31 日現在の住民基本台帳人口に基づき、「コーホート

変化率法」により推計を行っています。「コーホート」とは、同じ年（又は同じ期間）に生

まれた人々の集団のことをいい、「コーホート変化率法」は各コーホートについて、過去に

おける実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法です。 

ᵑ ─ ─                           

１歳以上の年齢における男女別・各年齢別の将来人口は、その前年における１歳下の人

口に「コーホート変化率（令和２（2020）年から令和７（2025）年までの平均値を採用）」

を乗じることによって推計しており、本項での算出式は以下のとおりです。 

7 3 31 ─  

♩כⱱכ◖ { 3 3 31 ─ ÷ 2 3 31 ─ 

4 3 31 ─ ÷ 3 3 31 ─  

5 3 31 ─ ÷ 4 3 31 ─  

6 3 31 ─ ÷ 5 3 31 ─  

7 3 31 ─ ÷ 6 3 31 ─ }÷  

ₒβ 2ќ3 ⁸3ќ4 ⁸4ќ5 ⁸5ќ6 ⁸6ќ7 ─ ⌐⅔↑╢ ─ ₓ 

7 3 31 ─ ×  

 

ᵒ ─                                  

０歳の人口は、「１歳下の人口」が存在しないため、「コーホート変化率法」では推計す

ることができないことから、０歳人口すなわち出生数は、別途、母親となり得る女性と婦

人子ども比に基づき以下の算出式で推計しています。 

≤⌂╡ ╢ 7 3 31 ─ 20 ⅛╠ 44 ╕≢─  

≥╙ ≤⌂╡ ╢ 20 ⅛╠ 44 ⌐ ∆╢ ─ ≥╙ ה  

─  

ₒβ─ ⌐⅔↑╢ ₓ 

7 3 31 ─ ×  

÷ ₒβ 2ќ3 ⁸3ќ4 ⁸4ќ5 ⁸5ќ6 ⁸ 

6ќ7 ─ ⌐⅔↑╢ ₓ 

7 3 31 ─ ─ ÷  

7 3 31 ─ ─  
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第５次広陵町総合計画中期基本計画の策定に当たっては、住民に対するアンケート調査を

実施し、本町のまちづくり全般について住民の意見を把握しました。主な設問の回答結果等

は、以下のとおりです。 

─ ה  

ᵑ ─  

住民基本台帳から無作為抽出した、広陵町在住の満 18歳以上の男女 2,000 人 

ᵒ ─  

アンケート調査票の配布・回収ともに郵送と LoGoフォーム（web調査・回答システム）

を併用 

ᵓ ─  

令和７（2025）年８月 19日から９月５日まで 

ᵔ  

配布数 2,000 票、有効回収数 823件、有効回収率 41.2％ 

─  

ₒ 11x 回答者の属性等 

ₒ 12 14x まちへの愛着度と定住意向 

ₒ 15 41x 本町がこれまで取り組んできた施策に対する満足度及び不満な理由、 

今後の重要度・注力度 

ₒ∕─ ₓまちづくり全般に対する自由意見 

⌂ ─  

ᵑ╕∟┼─  

住民のまちに対する愛着度について、全体では「愛着を感じている（「とても愛着を感じ

ている（25.4％）」＋「どちらかというと愛着を感じている（48.8％）」が 74.2％で、「愛着

を感じていない（「あまり愛着を感じていない（5.2％）」＋「愛着を感じていない（0.5％）」）

の 5.7％を大きく上回っています。 

年代別にみると、「愛着を感じている」と回答した人の割合は、30代以上で概ね 70％以上

となっており、その中では「65～69歳」が 80.0％で最も高くなっています。 

居住年数別にみると、居住年数に比例して「愛着を感じている」と回答した人の割合は大

きくなっています。 

居住地区別にみると、「愛着を感じている」と回答した人の割合は、いずれも 65％以上と

なっており、その中でも「真美ケ丘第二小学校区」では 84.4％となっています。 
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ᵒ╕∟─  

「自然環境が豊かである」が 63.2％で最も多く、以下、「生活基盤施設が整っている」

の 45.7％、「買い物が便利でよい」の 45.6％の順となっています。 

 ╕∟─  
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ᵓ ─ ≤ ─ ─  

今回のアンケート調査では、第５次広陵町総合計画前期基本計画に掲げられた 29 施策

を対象に、満足度・重要度の各々の段階に一定の重み（得点）を設定した上、その重みを

考慮した平均値（加重平均値）を算出することで、満足度と重要度の水準を相対的に可

視化しています。 

具体的には、現在の満足度・今後の重要度の選択肢に３点、２点、１点、０点、－１

点、－２、－３点という得点を設定します。例えば、今後の重要度の選択肢に回答した

人数がｗ１、ｗ２、ｗ３、ｗ４、ｗ５であった場合、加重平均値は以下の式で算出できます。 

× × × × × ×  

 

 ─ ה ─ ⌐ ∆╢ ─  

─  ─  

─  ─  ─  ─  

⌐   ⌐   

  ≢№╢  

╛╛   ⇔   

╦⅛╠⌂™  №╕╡ ≢│⌂™  

╛╛   ≢│⌂™  

  ↄ ≢│⌂™  

⌐     

今回のアンケート調査では、横軸に「現在の満足度」の加重平均値、縦軸に「今後の重

要度」の加重平均値を配置した２軸分析によって、本町の施策に対する住民の意識を相

対的に可視化しています。 

 ₈ ─ ₉≤₈ ─ ₉─ ─▬ⱷכ☺ 
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 ₈ ─ ₉≤₈ ─ ₉─ ─╕≤╘ 
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з ─ ⅜ ↄ⁸ ─ ╙ ™  

○「防災・減災体制の強化」や「保健・医療の充実」といった安全・安心に関する施策のほ

か、「環境衛生の充実」、「公園の保全と緑化の推進」など自然との調和に関する施策が分布

しています。 

○前回調査時と比較すると、ほとんどの施策は引き続き第Ⅰ象限に分布していますが、前回

第Ⅱ象限だった「障がい者福祉の充実」が今回第Ⅰ象限に分布しています。 

и ─ ⅜ ↄ⁸ ─ ⅜ ™  

○「防犯・交通安全の充実」、「高齢者福祉の充実」といった安全・安心に関する施策のほか、

「学校教育の充実」、「健全な財政運営の推進」が分布しています。 

○前回調査時と比較すると、引き続き第Ⅱ象限に分布している施策もありますが、前回第Ⅰ

象限だった「防犯・交通安全の充実」、前回第Ⅲ象限だった「農業の振興」が今回第Ⅱ象限

に分布しています。 

й ─ ⅜ ↄ⁸ ─ ╙ ™  

○「効果的・効率的な行政運営の推進」や「協働・連携によるまちづくりの推進」のような

行財政運営に関する施策や、「スポーツの振興」、「人権尊重、非核平和、男女共同参画、多

文化共生の推進」などの施策が分布しています。 

○前回調査時と比較すると、ほとんどの施策は引き続き第Ⅲ象限に分布しています。 

к ─ ⅜ ↄ⁸ ─ ⅜ ™  

○「生涯学習の推進」、「地域特性を活かしたまちづくりの推進」が分布しています。 

○前回調査時と比較すると、「生涯学習の推進」は引き続き分布しています。 
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第５次広陵町総合計画中期基本計画の策定に当たって、住民や広陵町自治基本条例第２条

に基づく町民である本町に所在する学校に通う生徒・学生から広陵町を魅力あるまち、住ん

でもらえるようなまちにするにはどうしたらよいかという意見を得るため、ワークショップ

を開催しました。実施概要は、それぞれ以下のとおりです。 

 

꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ  

住民ワークショップは、ベテラン住民チーム、子育て・若者世代チーム、学生チームの３

チームに分かれて行いました。 

「より魅力的なまちにするためのアイデア」として参加者から出た主な意見は、恵まれた

自然環境（ほどよく田舎）を維持し活かしたい、良好な交通アクセス環境を活かしたい、も

ともと高い教育力を再度高められないか、治安の良さを維持・強化したいなどの意見に共感

の声が集まりました。そこで、チームごとに重点的に検討するテーマ分野を設定して、先に

出されたアイデアなどについて「どのようにして取り組んでいったら良いか」について検討

いただき、次のような意見が出されました。 

・ベテラン住民チーム 

近鉄大和高田駅・五位堂駅への通学通勤アクセス向上 

箸尾駅近辺への商業施設誘致や雇用を生む企業誘致 など 

・子育て・若者世代チーム 

自然体験学習などのイベントの増加や自然保護区域の設定 など 

・学生チーム 

住民の需要に応えたイベントの開催、靴下やかぐやちゃんのアピール など 

 

こうしたアイデアや意見を踏まえて、本計画の重点プロジェクトの具体的施策等に反映さ

せていただきました。 

 第１回：令和７（2025）年 11月 29日（土）10:00～12:00 

第２回：令和７（2025）年 12月 20日（土）10:00～12:00 

 広陵町役場 ３階 大会議室 

 第１回：16 名／第２回：21 名 

   第１回：ベテラン住民、子育て・若者世代、学生の３チームに分かれて開催 

・理想の広陵町像はどのようなものか、理想の広陵町像に向けた課題が基

本目標のどこに位置付けられるのか 

・課題解決のために必要なこと、具体的に取り組むべきこと。 

第２回： 

・計画反映内容や第１回で出たアイデアなどを踏まえて、それらを実現し

ていくために必要なこと、方法、担い手など 

 

 

 

  

꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ─  



 

 

３９ 

꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ  

学生ワークショップは、町内に所在する畿央大学、大和広陵高校、広陵中学校及び真美ケ

丘中学校に通う生徒・学生を対象に実施しました。 
 

・畿央大学（令和７（2025）年 11 月７日実施） 

  「魅力的なまち（理想のまち）」について考えていただき、道路が広く、安心して移動

できるまち、誰もがいきいきと生活できるまち、特産品（アピールポイント）があるま

ち、などの意見が出され、その実現に向け、街灯を増やす、自転車専用レーンの整備、

医療機関の誘致、インフルエンサーやグッズの活用などのアイデアが出されました。 
 

 ・大和広陵高校（令和７（2025）年 11 月 26 日実施） 

畿央大学でのワークショップと同じく「魅力的なまち（理想のまち）」について考えて

いただき、道路がきれいで明るく交通の便が良いまち、治安が良いまちなどの意見が出

され、その実現に向け、電車の本数を増やす、道路を広げるなどのアイデアが出されま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・広陵中学校・真美ケ丘中学校（令和７（2025）年 12 月 19 日実施） 

「広陵町の自慢できるところ」について考えていただき、公園が多く、自然環境が豊か

であること、靴下や金魚すくいのポイなどの特産品などの意見が出され、将来自慢した

くなるようなまちにするためには、それらを維持しつつ、ＳＮＳ等を活用して町外に向

けて発信するなどのアイデアが出されました。 

 

 

  

               

              ◔  



 

 

４０ 

  

本町を取り巻く今後の社会経済動向や町独自の強み・弱みなどの特徴を十分に踏まえなが

ら、人口減少・超高齢社会の進行によるマイナスの影響を最小限に食い止め、活力とにぎわ

いに満ちあふれたまちとして持続的な発展を遂げ、次世代に誇りと自信を持って継承するこ

とができる、未来への希望に満ちた広陵町の確立に向け、まちづくりの主要課題を次のとお

り設定します。 

ₒ ₓ╝≤╡≤℮╢⅔™⌐ ∟√ ⌂ ─ ה  

誰もが広陵らしいゆとりとうるおいに満ちあふれた生活の豊かさを実感できるよう、多

くの住民から高い評価を得ている豊かな自然環境を大切に守り活かすとともに、地球温暖

化対策や限りある資源・エネルギーの有効活用、廃棄物の少ないまちづくりなどを積極的

に推進する必要があります。 

ₒ ₓ ⌐╦√∫≡ ╖ ↑╠╣╢ ─ ™╕∟≠ↄ╡ 

将来にわたって適度な人口密度が保たれた良質な居住環境の維持・向上を図るため、各

地区の特性に応じた適正な土地利用の誘導、上・下水道や道路など既存のインフラ施設の

計画的な更新、地域公共交通の利便性の向上など、住民の日常生活を支える各種基盤施設

の整備を総合的に推進する必要があります。 

ₒ ₓ ─╕∟≠ↄ╡╩ ℮ ≥╙┼─ ─  

より多くの人たちが次世代のまちづくりを担う子どもを安心して産み育て、本町で子育

てをする幸せを深く実感するとともに、子どもが将来に向かって心身ともに健康でたくま

しく成長を遂げることができるよう、妊娠・出産から子育て期に至るまで切れ目のない支

援の充実に取り組むとともに、学校教育の質向上を図る必要があります。 

ₒ ₓ ╙⅜™≈╕≢╙ ה ≢ ╠⇔ↄ ╠∑╢ ─  

乳幼児から高齢者に至るまで、誰もが住み慣れた地域の中でいつまでも安全・安心で自

分らしく心豊かに暮らし続けることができるよう、ハード・ソフトの両面から防災・防犯

対策を推進するとともに、住民の自発的な健康づくりに対する支援や保健・医療及び各種

福祉サービスの提供体制の充実を図る必要があります。 

ₒ ₓ ╙⅜ ⌐╦√∫≡ ≤≈⌂⅜╡⁸™⅝™⅝≤ ╠∑╢ ─  

誰もが生涯にわたって人とつながり、生きがいを持ち続け、いきいきと豊かな人生を送

ることできるよう、生涯学習・スポーツ活動や地域固有の歴史・文化に親しめる機会の充

実を図るとともに、住民がお互いの人権を尊重し、支え合い・助け合える地域づくりを推

進する必要があります。 

 

 

 

 

 



 

 

４１ 

ₒ ₓ╟╡ ↄ─ⱥ♩ה⸗ⱡה◌Ⱡ╩ ⅝ ╘╢ ─  

町内外からより多くのヒト・モノ・カネを町内へと引き込み、地域経済の活力の増進を

図るため、雇用の場としても財源確保の機会としても重要な地域産業の振興に努めるとと

もに、ターゲットを明確に絞り込んだ高い実効力を伴ったプロモーション戦略を積極的に

展開する必要があります。 

ₒ ₓ ⌂╕∟≠ↄ╡╩ ⅎ╢ ⌂ ─  

住民満足度の高い行政サービスの提供とまちづくりの費用対効果の最大化を同時に実現

できるよう、より幅広い分野において地域社会を構成する多様な主体との連携・協働に根

ざしたまちづくりを推進するとともに、財源・職員・施設等の限りある行政の経営資源を

従来にも増して無駄なく最適に配分するための仕組みの強化を図る必要があります。 

 

 

  



 

 

４２ 

                         

  

本町は、これまで住民からも高い評価を得ている豊かな自然環境や貴重な歴史的文化的遺

産と共生したゆとりとうるおいに満ちた居住環境、大阪市に近接する恵まれた交通立地条件

等を活かし、町全体が活気に満ちあふれ、町内外の多くの人たちから「住み続けたい」、「住

んでみたい」、「また訪れてみたい」と強く支持されるまちの実現を目的とした施策を多面的

かつ積極的に推進し、今日に至っています。 

一方、近年、我が国全体がかつて経験したことのない人口減少・超高齢社会へと移行が進

む中、本町でも高齢化の進展等を背景とした死亡者数の増加によって、自然減（死亡者数－

出生者数）が拡大傾向で推移するとともに、これまで町全体の堅調な人口増を支えてきた真

美ケ丘地域において人口が減少傾向に転じるなど、近い将来、人口が長期にわたる減少局面

へと移行し、その減少幅は年を経るごとに拡大していくと予測しています。 

言うまでもなく、人口は地域の経済社会に活力を生み出す源泉です。今後、本町でも不可

避と考えられる人口減少・超高齢社会の到来によるマイナスの影響を最小限に食い止め、活

力がみなぎるまちとして、将来にわたって持続的な発展を遂げるためには、近い将来、予測

している人口が本格的な減少局面に転じる時期を出来得る限り先送りし、たとえ減少に転じ

た場合であっても、そのスピードを出来得る限り緩和することが極めて重要な政策課題とな

っています。 

このような課題認識のもと、第５次広陵町総合計画では、広陵に住み・働き・学ぶ人たち

の総力を結集しながら、先人たちがこれまで築いてきた地域の魅力や可能性を極限まで引き

出すとともに、ゆとりとうるおいのあふれる良質な生活空間をさらに磨き上げることで、将

来にわたって町内外の多くの人々を魅了し続け、住み続ける価値が高く、次世代を担う子ど

もにも強い誇りと自信を持って継承できる未来への希望に満ちたまちとして、持続的な発展

を成し遂げることができるよう、町全体として実現を目指すまちの将来像を次のとおり掲げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be Happy   

   ¤ צּ  ¤ 



 

 

４３ 

  

第５次広陵町総合計画では、まちづくりの主体である町民、町議会、町長等が連携してま

ちづくりを担い進めていく際の基本ルールとなる広陵町自治基本条例に掲げた四つの基本理

念を、「まちの将来像」の実現に向けて全ての政策・施策等の根底に共通するまちづくりの

基本的な考え方（理念）として掲げることとします。 

 

╕∟≠ↄ╡─  

─ ⅜ ╠╣⁸ ╩ ╘ ™⌂⅜╠⁸ ≥╙⅛╠

╕≢⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜™─ ∕─ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ⅛≈

⇔≡ ╠∆↓≤⅜≢⅝╢╕∟╩≈ↄ╢↓≤⁹ 

⁸ ⁸ ⅜⁸╕√ ┘ ≤ ⅜⁸ ⌂ ≢∕╣∙╣─ ╩

™⌂⅜╠ ⇔⁸ ⇔≡⁸ ≢ ⇔√ ╩ ℮╕∟╩≈ↄ╢↓≤⁹ 

┘ │⁸╕∟─ ╛ ╩ ⌐⇔⁸ ≤─ ╩ ╢√╘⁸

⌐ ⅝ ←↓≤⅜≢⅝╢╕∟╩≈ↄ╢↓≤⁹ 

⅜ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ╡⌂⅜╠⁸ ≤ ≤─≈⌂⅜╡╩ ⌐

⇔⁸ ⌐ ↑ ™⁸ ⅎ ℮╕∟╩≈ↄ╢↓≤⁹ 

 

∕╣∙╣─ ─  

（１）個性や多様性を認め合い、年齢や性別、障がいのあるなしなどの属性に関わりなく、

安全かつ安心して暮らせることは人権そのものであり、まちづくりの基本です。自治

基本条例の最大の目標として、一人ひとりの人権が守られることで社会が形成される

ことだと考え、基本理念の筆頭に置いています。 

（２）広陵町を構成する主体である町民、町議会、町長等が、役割と責務を自覚しつつ、そ

れらが連携し、協働してまちづくりに取り組む必要があります。その結果、多くの町

民の参加のもとで、公正で開かれた町民主体の町政を行うことを表現しています。 

（３）広陵町に古くから引き継がれてきた歴史、文化、自然をはじめとした環境を誇りに思

い、そして、それらを次世代に引き継いでいくことを表現しています。 

（４）町民同士の交流を深め、普段から助け合い、支え合うまちをつくると同時に、外から

の人を気持ちよく受け入れる姿勢を持とう、ということです。 

 

 



 

 

４４ 

  

「まちの将来像」の実現に向けて、本町のまちづくりの骨格をなす主たる行政分野ごと

に、今後どのようなまちづくりを目指すのかを「まちづくりの基本目標（政策）」として、

次のとおり掲げます。 

ₒ ₓ ≤ ⅜ ⇔√╕∟ 

ה  

町外からの来訪者を含めた多くの人たちが気軽に緑や自然にふれあうことで、豊かな心

の醸成にも結び付くよう、県の景観保全地区２２にも指定されている馬見丘陵をはじめとす

る、本町を象徴する良好な自然環境の保全・活用に努めるとともに、町全体での緑の充実

と質の向上、地域住民の暮らしに身近な公園・緑地の適切な維持管理を推進します。 

 

住民が地域で快適に暮らすことができる良好な生活環境を保全するため、道路・河川等

の公共空間におけるごみの不法投棄及び公害の防止対策を推進します。また、脱炭素社会
２３や地域のエネルギーは地域でつくる自立・分散型のエネルギー社会の実現に向けて、行

政が先導役を果たしながら、住民、事業者をはじめとする多様な主体との連携・協働に根

ざした取組を推進します。 

 

将来にわたって安定的にごみを処理することができるよう、ごみ処理の広域化を計画的

に推進するとともに、持続可能な循環型社会２４の形成に向け、地域ぐるみによるごみの減

量・再資源化の取組を推進します。また、墓地の承継や無縁化などの問題に対応しながら、

町営墓地・斎場の適正な管理運営に取り組みます。 

 

ₒ ₓ ⅜ ⇔√╕∟ 

ה ה  

将来にわたって利便性・快適性が維持され、医療・福祉・商業等の生活機能の安定的な

確保にも結び付くよう、人口密度が適度に維持された持続可能でコンパクトな市街地の形

成、市街化区域における空き地・空き家・空き店舗等の低未利用地の解消に取り組みます。

また、馬見丘陵の緑豊かな景観や由緒ある神社仏閣など、町固有の自然的及び歴史的な景

観資源を適切に保全します。 

 

多様な世代・世帯がいつまでも快適に暮らすことができるよう、住宅環境を整えます。

また、空き家に関しては、民間事業者との連携も図りながら住宅環境を整えます。 

 
２２  ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐╟╡ ↕╣╢ ─ ⌂

╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ⁹ 
２３  ─ ⅝⌂ ≤↕╣≡™╢ ●☻─ ⌂ ♀꜡╩ ∆╢

─↓≤⁹  
２４  ─ ╩ ⇔ ↔╖╩⌂╢═ↄ ↕∏ ⁸ ─℮∟ ⌂╙─│ ≤⇔≡

⇔ ↔╖╩≢⅝╢∞↑ ≤⇔≡ ™ ⁸ ⌂ ─ ⅎ⌂™↔╖│⅝∟╪≤ ╩

℮↓≤≢⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ┼─ ╩≢⅝╢ ╡ ╠∆ ─↓≤⁹ 



 

 

４５ 

ה  

将来にわたって良質な水道水の安定供給と下水道機能の維持を図るため、県域水道の一

体化をはじめ、今後の人口動向など各地区の状況を十分に踏まえながら、老朽化した水道

管や下水道施設の更新を計画的に推進するとともに、水道事業及び下水道事業の経営の健

全化を図ります。 

ה  

機能的な都市活動を確保するための重要な基盤施設として、都市計画道路の整備を計画

的に推進します。地域住民にとって身近な生活道路である町道は、各地区の特性に応じた

道路空間の整備や既存路線の老朽化対策を推進します。また、より多くの住民にとって利

用しやすい移動手段として、民間バス路線やコミュニティバス「広陵元気号」の利便性の

向上及び利用の促進に取り組みます。 

 

ₒ ₓ ╩ ℮ ≥╙⅜ ↑╢╕∟ 

≡  

多様化する子育て支援ニーズや母子保健ニーズに対応し、親たちが地域の中でより安心

して出産や子育てに取り組むことができるよう、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな

い支援の充実を図ります。また、障がいをもつ子どもや虐待のおそれのある子ども、貧困

の状況にある子どもなど、特別な配慮を必要とする子どもに対するきめ細かな支援に取り

組みます。 

 

世帯の小規模化や地域のつながりの希薄化など、子どもを取り巻く社会環境の変化に対

応しながら、子どもが地域社会の中で心身ともに健やかな成長を遂げられるよう、地域全

体で子どもの非行防止と健全育成を支える活動を推進します。 

 

児童・生徒がこれからの時代に求められる資質・能力を着実に身に付け、たくましく未

来を切り拓けるよう、ハード・ソフトの両面から、確かな学力、豊かな人間性、たくましい

心身からなる「生きる力」を育むための教育活動の充実を図ります。また、安全で快適な

教育環境の維持・確保を図るため、各学校区における将来的な児童・生徒数の動向を適切

に見極めながら、既存の学校施設の改修・修繕や設備機器の更新を推進します。 

 

ₒ ₓ ╙⅜ ה ⇔≡ ╠∑╢ ⇔√╕∟ 

ה  

いつどこで起きるのか分からない災害時の被害を最小限に食い止められるよう、住民が

地域の災害リスクを正しく理解し、事前の備えや発災時には隣近所で助け合うなど、「自助」

「共助」に根ざした地域防災活動の充実を図るとともに、「公助」として迅速・的確な災害

応急対策活動を実践するための体制の強化や、上・下水道の耐震化及び治水・排水体制の

充実等による災害に強い都市基盤づくりを推進します。 

 



 

 

４６ 

ה ה  

特殊詐欺２５をはじめとする地域住民の身近な場で発生する犯罪を未然に防止するため、

住民が常日頃から防犯意識を高めるとともに、防犯カメラの設置や巡回パトロールなどを

通じ、地域ぐるみによる防犯体制を強化します。 

消費者トラブルを未然に防止し、住民が自主的かつ合理的な消費行動をとることができ

るよう、相談支援体制の充実を図ります。 

子どもから高齢者まで、それぞれのライフステージに応じた体系的な交通安全教育を推

進するとともに、カーブミラーや道路標識等の交通安全施設の新設・補修など、ハード面

の安全対策の充実を図ります。 

ה  

「自分の健康は自分で守る」ことを基本に、住民が常日頃から健康の大切さを認識し、

自らの心と体の健康づくりに責任を持って取り組むことができるよう、住民の自主的・自

発的な健康づくり活動を支援するとともに、疾病の予防・早期発見・早期治療につなげら

れるよう、各種健康診査や保健指導の充実を図ります。 

新型コロナウイルスの感染拡大を教訓に、関係機関との連携のもと、感染症の感染拡大

を防止するための対策に取り組みます。 

子どもから高齢者まで、住民が安心して必要な時に必要な医療を受けられるよう、良質

かつ適切な医療を効率的に提供するための地域医療体制の充実を図ります。 

 

高齢者が住み慣れた地域の中で、自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、

医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援等に係る各種サービスを包括的に提供するた

めの体制である「地域包括ケアシステム」の充実を図るとともに、介護保険サービスの提

供体制の充実を図ります。 

⅜™  

障がいのある方が地域社会の一員として、自立した生活を送り続けることができるよう、

障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かな福祉サービスの提供や社会参加の機会

の拡大を図ります。また、乳幼児期から就学時まで、障がいをもつ子どもがその発達段階

に応じた保育・教育を安定的かつ継続的に受けられる体制づくりを推進します。 

 

ひきこもりの高齢化や孤立している人の増加など、今後さらに多様化・複雑化していく

ことが見込まれる地域の生活課題にきめ細かく対応できるよう、地域における支え合い（共

助）の領域の拡大や取組の強化を図ります。また、今後の高齢化の進展に対応し、住民の

安全で快適な生活空間を確保できるよう、公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザ

イン２６化を推進します。 

 
２５  ─⌂™ ─ ⌐ ⇔⁸ ∕─ ─ ╩ ™≡⁸ ∆╢↓≤⌂ↄ ╩

∞╕⇔⁸ ⌐ ⇔√ │ ─ ┼─ ╡ ╖⌂≥─ ⌐╟╡⁸ ⌐

╩ ↕∑√╡∆╢ ─↓≤⁹ 
２６  ╛ ⌐ ╦╠∏⁸ ≡─ ⅜ ⇔╛∆™ ╩♦◙▬fi∆╢↓≤╩ ∆╢╙─

≢⁸ ╩ ∆╢≤™℮Ᵽꜞ▪ⱨꜞכ╩ ⇔ ↕∑√ ⅎ ─↓≤⁹ 



 

 

４７ 

 

生活保護制度を適正に運用するとともに、生活保護の受給までには至っていないものの、

経済的に困窮している方の個々の状況に応じた自立支援を推進します。 

 

ₒ ₓ ─⅝∏⌂╩ ╘⁸ ⅛⌂ ™╕∟ 

 

これまで生涯学習活動への参加が少ない層を含め、住民がそのライフステージやライフ

スタイルに応じて主体的に学ぶことができるよう、多様な学習ニーズに応じた学びの機会

及び情報の提供を推進します。また、住民が安全で快適な環境のもとで生涯学習に取り組

めるよう、既存の学習施設の改修・修繕や設備機器の更新を計画的に推進します。 

◖Ⱶꜙ♬♥▫  

より良い地域社会の実現に向け、一人でも多くの住民が主体的に地域の課題解決に取り

組むことができるよう、区・自治会など地域で活動するコミュニティ団体に対する支援の

充実や、既存のコミュニティ施設の機能の維持・向上を図ります。 

☻ⱳכ♠  

住民の健康増進や健康寿命２７の延伸にも結び付くよう、より多くの住民が健康づくりや

体力の維持・向上、仲間づくりなど、それぞれの目的やライフスタイルに合わせて気軽に

スポーツを楽しめる環境づくりを推進するとともに、既存のスポーツ施設の計画的な改修・

修繕や設備機器の更新、より効率的で効果的な維持管理・運営に取り組みます。 

ה  

住民同士の連帯感を深め、地域コミュニティの活性化にも結び付くよう、地域住民が主

体となった文化芸術活動の推進を担う文化芸術団体の育成や指導者の確保に取り組むと

ともに、世代を超えて誰もが気軽に文化芸術に触れ、楽しみ、発表できる機会の充実を図

ります。 

住民のまちに対する歴史や伝統文化への理解を深め、“ふるさと広陵”に対する強い誇り

と愛着の醸成にも結び付くよう、先人たちから大切に受け継がれてきた有形無形の歴史的

文化的遺産の保全・活用を推進します。 

ה ה ה  

住民一人ひとりがお互いの生き方を尊重し、誰もが誇りと安らかな心を持って暮らし続

けることができるよう、様々な機会を活用しながら、住民の人権意識の高揚を図るための

啓発活動を推進するとともに、様々な人権問題に関する相談支援体制の充実を図ります。 

次世代を担う子どもが戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを学ぶことができ

る機会を提供します。 

すべての人々が性別によらず、家庭や職場、地域社会等のあらゆる場面において、その

個性と能力を発揮して活躍できる社会の実現に向け、固定的な性別役割分担意識の解消や

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進に取り組みます。 
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４８ 

国籍や文化の違いを超え、住民同士がお互いの国の文化や習慣を理解し合えるよう、国

際理解・交流に関する情報提供や住民相互の交流の機会を確保します。また、外国人住民

への多言語による行政情報の提供や、生活上の問題等への相談に対応するための支援体制

の整備に取り組みます。 

 

ₒ ₓ ⅜ ∆╢╕∟ 

 

食料その他の農産物の供給、住民が身近に自然とふれあえる機会の提供、ゆとりとうる

おいのある緑地空間の創出など、農業・農地の有する多面的機能が将来にわたって適切に

維持・発揮されるよう、農業生産基盤の充実や意欲ある担い手の育成・確保、地場産農産

物の生産及び消費の拡大など、足腰の強い産地づくりを推進します。 

 

既存の中小企業・小規模事業者のニーズの把握に努めながら、既存企業の技術の高度化

や経営基盤の強化・安定化、地場産業の振興及び新たな産業の育成に向けた取組に対する

支援の充実を図ります。併せて、町外から本町に適した優良企業の誘致に取り組むととも

に、町内で新たに起業・創業しやすい環境づくりを推進します。 

ה  

本町ならではの優れた地域資源の発掘・活用による観光振興を推進するとともに、その

魅力や特長を町内外に向けて効果的に情報発信します。また、町外の人たちとの交流を通

じて、相互に地域の良さや魅力を理解し合うとともに、町外からより多くの人や消費を町

内へと引き込み、地域経済の活性化に結び付けます。 

 

 



 

 

４９ 

  

限りある財源や人的資源の中で、基本構想の実現を支える将来にわたって持続可能な行財

政運営を推進するための基本方針を以下のとおり定めます。 

 

─ ─                            

町全体から見た費用対効果を十分に勘案しながら、財源・職員・施設等の限りある行

政の経営資源のより一層効果的・効率的な活用を徹底するとともに、不断の取組として

行財政改革及び公共施設マネジメントを推進し、次世代に負担を先送りしない、より強

靭な自治体経営基盤の確立を図ります。 

─ ™ ─☻ⱦכ◘ ה ⌂                 

社会経済環境の変化に的確に対応しながら、より質の高い行政サービスを安定的に供

給するため、様々な行政分野において前例にとらわれることなく、最先端のICTを活用し

た行政手続きのデジタル化や他自治体・大学などまちづくりに関わる多様な主体との連

携・協力に根ざした取組を積極的に推進します。 

⌂ ─                             

将来にわたって健全な財政運営を推進するため、税収入等の安定確保に努めるととも

に、行財政改革の取組を毎年度の予算編成に反映させ、人件費や物件費など行政の内部

管理的経費を中心とする経常的な経費を適切に抑制し、財政構造の弾力性を確保しま

す。 

─ ⌐ ⇔√ ┘ ─                 

今後ますます高度化し、増大が見込まれる行政需要に対し、的確に対応できるよう、

適正な定員管理及び適材適所の人員配置を推進するとともに、各部署の業務量や業務内

容を踏まえ、より効果的・効率的に事業を実施するための組織づくりを柔軟かつ継続的

に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

５０ 

  

  

  

「重点プロジェクト」とは、人口減少問題への対応や地域経済の活力の維持・増進など、

本町が将来にわたって活力ある地域社会を形成するために、限りある行政の経営資源（財源、

職員、施設等）をより無駄なく最適に活用しながら、分野横断的かつ重点的・優先的に推進

していく施策群を示したものであり、「第３次広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に該

当します。重点プロジェクトの体系は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 



 

 

５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５２ 

 

国の「地方版総合戦略策定・効果検証のための手引き（令和５（2023）年 12月版）」では、

総合戦略の策定後、実施した施策・事業の効果を客観的に検証し、必要に応じて施策の見直

しや総合戦略を改訂するため、「Plan（計画）⇒Do（実施）⇒Check（評価）⇒Action（改善）」

のＰＤＣＡサイクルを回していくことが必要とされています。 

─ ─▬ⱷכ☺  

₈ ה ─√╘─ 

⅝ 2023 12 ₉⌐ ≠⅝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、「重点プロジェクト」においても、策定後も継続的かつ客観的に目標の達成度合

いと施策の進捗状況を検証するため、次表に示すとおり、基本目標ごとに数値目標を、また、

その配下に位置付けた具体的な施策ごとに重要業績評価指標（Key Performance Indicators ）

を設定し、必要に応じて施策の見直しや総合戦略の改訂に取り組むこととします。 
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ₒз ₓ                                  

─   ─ ה  
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５４ 

ₒз ₓ ┘ ⌂                            

ה  ─╕∟≠ↄ╡ 

 

全ての住民が安全・安心に暮らし続けられるまちづくりを進めるために、年々進む高齢化

や昨今全国各地で発生している自然災害の激甚化、そして地域コミュニティの希薄化といっ

た本町を取り巻く複合的な課題に対応し、住民の生命と日常の安全を確保できる「強靭で持

続可能な生活環境」を構築していきます。特に、災害リスクの低減と回避、そして高齢者や

交通弱者を孤立させない地域全体の「支え合い（共助）」機能の強化などを進めていきます。 

 

 

 

 
 

⌂  

ה ─  

大規模な自然災害（洪水や地震）が激甚化・頻発化する傾向にある中、地域住民の自助・

共助（近助）の力を高め、行政の力（公助）と連携して災害弱者対策など、各種課題解決

に取り組んでいきます。同時に、犯罪や交通事故といった日常的なリスクを低減させるた

めの環境整備と、高齢者や要支援者といった交通弱者など、特に配慮が必要な人々を守る

ための対策を両輪で強化していきます。 

 

 
─   ─ ה  
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40.57 

 

60.0 

11  

⌂  

⌂  

◆旧耐震基準３０により建築された既存住宅の所有者に対する耐震化の必要性及び行政
の取組の説明による耐震化の促進 

◆県や周辺自治体等との連携・協力のもと、治水・排水体制を充実 

◆地域の防災力の効果的・効率的な向上に向けた住民の防災訓練への参加促進、避難行
動要支援者制度及び個別避難計画についての説明会の実施、自主防災組織への支援の充
実、防災リーダーの育成等の実施 

◆応急復旧に必要な資機材の不足等を迅速に補うため、災害時相互応援協定の締結先と
の訓練等を実施 

◆消防水利施設の適切な維持管理や消防団員の確保等により、消防力の維持・確保 

◆感震ブレーカーの設置補助の実施 

◆地域との連携・協働により、防犯灯や防犯カメラの設置を補助 

◆犯罪等を企てる者を町に入らせないための見せる活動の一つとして、先進自治体で実
施されている民間交番（防犯ステーション）等の警察、事業者、ボランティア等多様な
主体と連携した地域拠点の整備 

◆住民や事業所等の協力による「子ども１１０番の家」の設置事業の推進 

◆消費生活に関する安全・安心の確保のため、消費生活相談窓口の運営や事例情報の発信 

◆高齢者が加害者となる交通事故の未然防止に向けた、運転に不安を感じる高齢者が運
転免許証を自主返納しやすい環境づくりの推進 

◆交差点の改良、道路反射鏡（カーブミラー）や道路標識の新設・補修、路面標示等 

◆児童・生徒及び高齢者等について、BLEタグによる見守り体制の構築 
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５６ 

ה ─  

本町に住む人、本町に来る人が安心して通行できるよう、都市計画道路や狭あい道路が

多い在来地域の道路環境整備に取り組み、子どもから高齢者まで幅広い世代が被害者にも

加害者にもならない安全な通行環境の整備を進めます。 

 

 
─   ─ ה  
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11  

⌂  

⌂  

Ợ住民生活及び機能的な都市活動を支える重要な基盤施設の一つとして、今後も引き続
き、都市計画道路の整備を推進 

Ợ狭あい道路の拡幅による通行環境の整備 

Ợバリアフリー化の推進等による高齢者や障がいのある方を含めた誰もが安全・安心に
通行できる歩行空間の確保 

Ợ限られた幅員の中で歩行者及び自転車利用者が安全で快適に通行できるよう、各地区
の特性に応じた道路空間の整備 

Ợ老朽化した道路や橋梁に対して優先順位付けを行い、計画的で効率的な点検・補修
等を推進 

Ợ学校、保護者、地域住民、道路管理者及び警察等との連携・協働による通学路の交
通安全の確保 
 

 

 

─  

平均自立期間（健康寿命）の延伸を目指し、生活習慣病対策や疾病の予防及び早期発見・

早期治療に向けた活動に重点を置いて、全世代の住民が自ら健康づくりに取り組むための

機会を充実させます。 

 

 
─   ─ ה  
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５７ 

⌂  

⌂  

◆地域巡回型健康教室「広陵元気塾」の実施等を通じた、地域ぐるみで取り組む健康づ
くり活動の支援 

◆生活習慣病、喫煙や受動喫煙など、住民が健康に関する正しい知識を持てるよう、情
報提供や啓発活動の推進 

◆疾病の予防及び早期発見・早期治療につなげるため、各種健康診査・検診の充実や受
診しやすい体制づくりの推進 

 

 

ה▪◔ ╡ ─  

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、介護・医療・生活支援サ

ービスを地域全体で支える体制を整備します。独居・老老世帯の増加や地域活動の担い手

不足に対応するため、「専門職による連携」と「住民による支え合い」の両輪を強化し、高

齢者の孤立防止と社会参加を促進します。 

 

 
─   ─ ה  

 

 

 

 

   
 

54.7 

 

65.0 

11  

 

 

 

 

41 

 

50 

11  

 
 

 

 

 

 

 

11  

⌂  

⌂  

◆介護予防リーダーの養成等を通じた、住民の自助（自ら元気になろうとする取組）と
互助（お互いの関係性により元気になる取組）に根ざした介護予防活動の普及啓発 

◆高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、地域ケア会議において、地域
課題や社会資源の発掘を目的とした検討の実施 

◆地域での見守り活動や生活支援活動の立ち上げ支援、広報・周知活動の推進 

◆専門職に限らず、地域の多様な団体・住民等が介護の支え手となれるよう、住民主体
の協議体である「広陵ささえ愛」の支援の実施 
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５８ 

 ⌂ ─  

 

持続可能な都市構造を構築するため、公共交通ネットワークを充実させ、分散する集落と

都市機能を相互連携させる「多拠点ネットワーク型都市構造」を形成します。また、利便性

の高い地域を目指し、公共施設の機能の集約化に向けた検討を行います。さらに、町民に高

い評価を受けている豊かな自然環境等の地域特性を活かし、多様な暮らしが魅力的な生活都

市の実現を目指します。 

 
⌂  

╕∟─ ─  

住民誰もが、公共交通や新たな移動手段（公共ライドシェア等）をシームレスに利用し、

安全かつ快適に移動できる持続可能な移動機能の充実を目指します。また、町内全域から

主要駅へのアクセスを確保します。 

 

 
─   ─ ה  
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10 
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⌂  

⌂  

◆地域の輸送資源を総動員した公共交通体系等の構築 

◆公共交通相互の連携とサービスの向上による住民の移動利便性の増進 

◆コミュニティバスのルート・ダイヤの定期的な見直し 

◆主要駅へ接続する公共交通ネットワークの維持・充実 

◆真美ケ丘及び在来地域を運行する民間バス路線の運行維持 



 

 

５９ 

◆バス利用促進に向けた民間事業者との連携拡充 

◆地域公共交通周知のための普及啓発活動（モビリティ･マネジメント）の実施 

Ợ交通事業者との連携・協働による住民の公共交通の活用に向けた啓発活動の実施 
 

 

◖fiⱤ◒♩⌂╕∟≠ↄ╡─  

利便性の高い地域を目指し、市街化区域内の低未利用地の抑制に向けたまちづくりを推

進するとともに、公共施設の機能を集約化し最小限の移動で生活が完結するコンパクトな

まちづくりを推進します。 

 

 
─   ─ ה  

 

 

 

 

 
 

ha 

 

7.3 
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11  

 
３２

 

 

 
 

3.79 

5,669 

 

3.79 

5,669 

11  

⌂  

⌂  

◆市街化区域内の低未利用地の抑制に向けた、都市計画マスタープラン及び立地適正化
計画３３に基づくまちづくりの推進 

◆各地区の特性や実情に応じた土地利用の誘導を図り、良好な居住環境の維持・向上に
向け、良好な景観の保全・形成を推進 

◆公共施設の機能集約に向けた施設機能のあり方を検討 

Ợ各公共施設の機能や利用状況を十分に考慮し、類似あるいは重複する機能の統廃合及
び複合化を検討 

◆行政の管理・監督責任を適切に果たしながら、公共施設の維持管理及び運営に民間事
業者等のノウハウを積極的に活用し、より効果的・効率的な行政サービスを提供 

 

 

 

 

 

 

 

 
３２  ≤⇔≡ ⅜ √╡ 4,000 ─ ⅜ ─ ≢ ™⌐ ⇔⁸∕
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６０ 

⌂ ╠⇔ ╩ ⅎ╢╕∟≠ↄ╡─  

豊かな自然環境と都市機能がうまく共存する本町の魅力を最大限に活かしつつ、快適な

生活環境を形成し、多様な暮らしが可能なまちづくりを進めます。各地域の特性などを尊

重しつつ、良質な住宅ストックの維持・形成や空き家対策を推進することで、多様な世代

が快適に定住できる生活環境を整備します。これにより、地域特性に応じた住環境の保全

と、住民間の「支え合い」を基盤としたコミュニティの育成を促進します。 

 

 
─   ─ ה  
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11  

⌂  

⌂  

◆老朽化した公園施設の改修 

◆既存公園や緑地及びその周辺について、それぞれの特性に応じた効率的・効果的な維
持管理が行えるよう、地域住民が主体となって除草や清掃等の美化活動に取り組める体
制づくりを推進 

◆空き家等の所有者及び住宅居住者全般に対し、空き家問題全般や所有者の責務等に関
する普及啓発・情報提供の充実化 

◆空き家等の解体・除却に係る補助金の交付 

◆広陵町竹取公園周辺地区まちづくり基本計画に基づいたハード・ソフト事業の展開 

◆住民が地域コミュニティ活動に関心を持ち、気軽に活動に参加できるよう情報の提供
や活動事例の紹介等の普及啓発を実施 

◆住民の生活様式の変化に応じた地域コミュニティ活動を検討し、住民同士が主体的に
熟議できる会議形式の立ち上げを積極的に支援 
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─   ─ ה  
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６２ 

ₒи ₓ ┘ ⌂                            

 ╣ ⌂™ ≡ ─  

 

若い世代の結婚や出産に対する希望をかなえ、より多くの方が地域の中で安心して子ども

を産み、安心と喜びを実感しながら子育てに励むことができるよう、結婚や出産を希望する

方への支援に積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

⌂  

ה ─  

より多くの方が町内で安心して子どもを産むことができ、また、その子どもの健やかな

成長が促進されるよう、妊娠から出産、子育てまでのサポート体制を充実させます。 

 

 
─   ─ ה  
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６３ 

⌂  

⌂  

◆産婦人科や医療機関等との情報共有・連携強化による妊娠期から子育て期の切れ目な
い支援の実施 

◆妊婦が安心して出産を迎えるため、妊娠中から相談支援の充実 

◆こども家庭センターにおける相談支援 

◆町の妊娠・出産・子育て支援事業の情報発信 

◆乳幼児健診（４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳６か月児健診）の継続 

◆出産後の母子が健康の保持・増進を図り、保護者が子育て不安を解消できるよう、新
生児訪問やその後のフォロー体制の充実 

◆不妊治療に係る費用の助成範囲の拡大及び不育症治療に係る助成の実施 

◆地域子育て支援拠点における相談事業の継続 

◆子育て家庭の親子が気軽に集い・交流できる場の提供 

 
 

 

 

 

≡ ┼─ ─  

相対的貧困世帯の子どもの進路選択や教育費負担等に配慮し、学校給食費の無償化、子

どもやひとり親家庭等への医療費助成の維持、ベビーシッター利用支援などの多様な支援

策を継続・拡充することで、経済状況に左右されない公平な教育環境の実現を目指します。 

 

 
─   ─ ה  
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６４ 

⌂  

⌂  

◆多様な情報発信方法の構築 

◆就労の有無にかかわらない、ベビーシッター利用費の支援 

◆福祉医療制度による子ども・ひとり親向け医療費助成の継続 

◆学校給食費の無償化等による、全ての公立小中学校の保護者の家計負担の軽減 

◆子育て世代の移住・定住を促進するための多様な支援の実施 

 
 

 

 

 

 

ה ─  

保育や教育の環境向上に向けて、幼保一体化による認定こども園の整備と保育の質の向

上を図り、病児保育や支援を要する児童への加配教諭の適切な配置を推進するとともに、

学校体育館への空調整備等、安全で快適な学習環境を確保します。 

 

 
─   ─ ה  
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６５ 

⌂  

⌂  

◆民間施設を含む認定こども園、保育園及び幼稚園のカリキュラムの共有 

◆民間事業者との連携による、特色ある教育等の展開 

◆町立幼稚園・保育園の認定こども園３４化の段階的な推進 

◆町内のこども園、保育園の延長保育及び一時預かり保育事業の充実 

◆病児・病後児保育の確保 

◆放課後子ども育成教室の充実 

◆障がい児対応職員の確保に努め、作業療法士等を各園に派遣し、職員の質向上のた
め、指導助言や研修の実施 

◆各園の実状に即した人材配置等の充実 

◆体育館学習における、安全で快適な環境の確保のための空調設置 
 

  

 
３４  ─ ≥╙╩╙≈ ─ ─ ⌐ ╦╠∏⁸ ≤ ─ ─ ≤⁸ ⌐

⅔↑╢ ≡ ╩ ℮ ╩ ⅎ╢ ⁹ 



 

 

６６ 

 ┘ ╗ ─  

 

次代を担う子どもたちが、確かな学力、豊かな心、たくましい心身からなる「生きる力」安

心して学ぶ喜びやわかる喜びを体験できる学校づくりに取り組みます。さらに、教員の業務

負担軽減や子どもたちの豊かな学びの機会の確保のため、ICT 機器の活用等、安全・安心で快

適な学習環境の実現を目指します。 

 

 

 

⌂  

┘╛ ─ ⌂  

児童生徒が「学ぶ喜び」や「わかる喜び」を実感できる魅力ある学校づくりを推進しま

す。また、幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校との連携を深め、社会教育・

家庭教育を含む、特色ある教育を切れ目なく展開します。 

 

 
─   ─ ה  
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６７ 

⌂  

⌂  

◆就学前から義務教育９年間を見通した学びの連続性を確保 

◆ICTを活用した教育や外国語教育など、時代の変化や新たなニーズに対応した教育の
推進 

◆PTA等の社会教育団体と連携を図り、家庭教育に関する保護者の学習機会や情報提供
を充実化 

◆子育てに関する必要課題の解決やその解決力の向上を図るための生涯学習を推進 

◆学校との連携を行い、地域への愛着や誇りを醸成するとともに、次代を担う人づくり
の一環として、子ども・若者が地域コミュニティに参画できる環境づくりを推進 

◆  
 

 

╩ ∆╢ ─  

本町の子どもや若者が、将来にわたって町に住み続けられる、又は一度離れても町に戻

りたくなるよう、地域を愛する心を醸成する教育を進めます。 

 

 
─   ─ ה  
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10 
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⌂  

⌂  

◆就学前教育における地域を愛する心を育む教育の実施 

◆地域とのふれあいを通じて地域を愛する心を育むカリキュラムの実践 

◆子ども・若者を対象とした地域を愛する心を育むワークショップの実施 

◆子ども・若者が地域社会の中で様々な活動や世代間交流、異年齢児交流等を体験でき
る機会を創出 

 

 

 

 

 



 

 

６８ 
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─   ─ ה  
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６９ 

ₒй ₓ ┘ ⌂                            

 ─  

 

靴下産業をはじめとした既存産業の生産性向上や高付加価値化を進めるとともに、本町の

新たな産業育成の観点からスタートアップや創業の裾野を広げ、地域産業の担い手を育成し

ます。また、新たな産業用地の確保・整備を推進し、戦略的な企業誘致による雇用創出と地

域経済の活性化を図ります。 

 

 

 

 

⌂  

─ ─  

町内事業所の競争力向上・規模拡大を図るため、事業者の設備投資・新規事業開発に向

けた支援を行うとともに、地域物産の新たな販路拡大を支援するための取組を推進しま

す。 

 

 
─   ─ ה  
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⌂  

⌂  

◆設備投資や新商品開発への資金支援の実施 

◆ICT 環境の整備など DXの推進に向けた既存企業の取組を普及・拡大させるため、ビ
ジネスサポートセンターや商工会による伴走支援のほか DXを推進する地域の企業間同
士が情報共有等できる環境体制の構築 

◆デジタル化推進補助金交付事業 

◆地域ブランド商品の消費拡大に向けた既存企業の優れた製品・技術について町内外へ
の積極的な PR支援の実施 

◆地域密着型プラットフォーム事業 
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７０ 

הⱪ♇▪♩כ♃☻ ─  

ビジネスサポートセンターや商工会と連携し、創業塾や補助金制度の活用促進を通じて

創業ニーズを喚起し、起業の裾野を拡大します。また、金融機関等とも連携しながら創業

後の継続的な伴走支援を強化し、スタートアップ企業の定着と成長を後押しします。 

 

 
─   ─ ה  
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⌂  

⌂  

◆広陵町商工会と連携した、創業・起業希望者に対する各種支援事業 

◆創業促進補助金交付事業 

◆ビジネスサポートセンターによる各種支援事業 
 

 

ה  

本町の活力を強化するため、箸尾工業団地の立地企業への支援を継続しつつ、新たな産

業用地の確保や遊休地の活用調査を推進し、受け入れ環境を整えていきます。大阪都市圏

へのアクセスや人材確保のしやすさ等の優位性を活かした戦略的な企業誘致を展開し、雇

用の創出と地域経済の活性化を図ります。 

 

 
─   ─ ה  
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７１ 

⌂  

⌂  

◆町外から町内へ進出した立地企業や町内既存企業の規模拡大を支援するための優遇
制度の充実と活用の促進 

◆企業立地奨励金による新規立地支援の実施 

◆民間の不動産事業者との連携・協働による、町内へ進出意向のある事業者のニーズに
応じた用地紹介の体制づくり 

 

 

  



 

 

７２ 

 ─  

 

農業経営基盤の安定・強化を進めるとともに、町内で就農を希望する若手農家を受け入れ

る体制を整備し、将来の農業の担い手を確保します。 

 

 

 

⌂  

─  

将来にわたって農地が持つ多面的機能が適切に維持・発揮されるよう、耕作放棄地の解

消及び発生防止並びに農地の利活用を図ります。 
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⌂  

⌂  

Ợ農業者の高齢化や担い手の不足など、個々の事情によって農業生産活動が困難となる
場合に備え、地域ぐるみで策定した地域計画を基に、意欲ある担い手への農地の集積・
集約化を段階的に推進 

Ợ最先端の技術を活用し、超省力・高品質生産を可能にするスマート農業の実装に向け
た取組を支援 

Ợ農業用水路や農道等の適切な維持管理など、既存の農業生産基盤の機能の維持 
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７３ 

™ ה  

就農者数の減少を食い止め、将来的な農業の担い手を確保するために、町内での就農希

望者を受け入れる環境を整備します。 
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⌂  

⌂  

◆資機材購入・耕作条件改善等に係る補助制度の活用支援 

◆地域農業の中核的な担い手確保に向けた認定農業者制度３５、集落営農組合３６、農業経営
の法人化の普及拡大の推進 

Ợ農業者の高齢化や担い手の不足など、個々の事情によって農業生産活動が困難となる
場合に備え、地域ぐるみで策定した地域計画を基に意欲ある担い手への農地の集積・集
約化を段階的に推進 

◆農地の貸付希望者と借受希望者のマッチング支援 

◆農業塾における農業者の育成及び農業版コワーキング施設を活用した就農支援 

◆県普及指導員と連携した不作リスクの低減に向けた指導を実施 

◆多様な担い手確保に向けた農福連携事業等の支援 
 

 

 
３５  ⌐╛╢ ≤ ⅜№╡⁸ ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╪≢™╢ ╛ ⁸№╢™│↓╣

⅛╠ ╩ ╙℮≤∆╢ ╩ ⅜ ⇔⁸ ה ⅜ ⌐ ╩ ∂╢ ⁹ 
３６  ╩ ≤⇔≡⁸ ─ │ ⌐≈™≡ ≢ ╡ ╗ ⁹  



 

 

７４ 

Ⱪꜝfi♪ ה ─  

より高い産地間競争力を伴った産地づくりに結び付くよう、関係機関との連携・協力の

もと、地場産農産物のブランド化や６次産業化による付加価値の向上に取り組みます。 

 

 
─   ─ ה  

 

 

 

 

 
 

  
25 

 

80 

11  

 
 

  
3 

 

10 

11  

 
 

  
88 

 

95 

11  

 

 

  
7,469,601 
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11  

⌂  

⌂  

◆町内の飲食店や直売所等における地場産農産物の活用促進、学校給食を通じた地場産
農産物のＰＲ 

◆地場農産物への町独自ラベル等の作成等のＰＲ 

◆生産・加工・販売の一体化等の多様化・高度化に向けた「６次産業化」の支援 

◆ふるさと納税や ECサイト（電子商取引）等を活用した地場産農産物のブランド力及
び販売プロモーションの強化 

 

  



 

 

７５ 

ה  Ⱪꜝfi♪─  

 

竹取公園周辺の集客を町内周遊や消費へつなげるため、民間事業者と連携した消費拠点の

整備や「広陵くつした」・農産物等の地域ブランド化を推進します。近隣自治体との広域観光

ルートの造成やデジタル技術を活用した戦略的な情報発信により、交流人口の拡大と持続可

能な地域経済の活性化を図ります。 

 

 

⌂  

♃►fiⱪ꜡⸗כ◦ꜛfi─  

SNSやデジタル技術を駆使して竹取公園や歴史遺産、特徴ある産業、豊かな緑等の地域

資源や特性の戦略的な発信等を行うプロモーション活動を強化します。 

 

 
─   ─ ה  
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⌂  

⌂  

◆事業者と協力した観光情報発信や町内の集客イベント情報の共有、イベント主催者と
の連携した消費獲得の支援等の実施 

◆イベント実施に係る町内で使用可能な場所の情報提供及び拠点提供等の支援 

◆竹取公園のイベント利用に関するガイドラインの適切な運用と発信 

◆観光消費活性化協力事業者への登録を呼びかけ及び登録事業者に対する集客イベン
トの情報提供や誘客のための戦略的なプロモーション支援 

 

 

 

 

3ֹ ᴴ Ḟḱḻḑᶍ
(1) ḇᶻḻḟḵḪᴻ᷿ḯḻᶍ טּ

(2) ᶝᶀᶍ ᷈ḻḎḻḌ ᶍ



 

 

７６ 

╕∟─ ◖fi♥fi♠ ─  

竹取公園や「広陵くつした」等の地域資源を磨き上げ、民間活力との連携による体験型

コンテンツの造成や特産品のブランド化を推進し、イベント集客を町内周遊と消費拡大に

つなげます。 

 

 
─   ─ ה  
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⌂  

⌂  

◆観光関連団体、協議体及び会議体等の活動を通じた観光コンテンツ・ルート造成と発
信 

◆町ＨＰ上での地域資源に関するページの改善及び観光資源、特産品、集客イベント、
消費拠点等に関するページの新規追加 

◆ふるさと納税返礼品協力事業者に対する積極的な支援と産業支援と連携した返礼品
開発 

◆デジタル技術を活用した情報発信から地場産品等の購入につなげる窓口のモデルケ
ースづくり 

◆広陵くつした博物館の機能拡充 
 

  



 

 

７７ 

DX  

ₒк ₓ                                     

─   ─ ה  
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７８ 

ₒк ₓ ┘ ⌂                            

 DX≢ ╘╢╕∟≠ↄ╡ 

 

令和６（2024）年３月に策定した広陵町 DX推進計画に掲げる「ALL CONNECT 広陵～ともに

協力し、ともに創るみらいのまち～」の理念のもと、健康・医療・防災・交通などの生活分野

でデジタル技術やデジタルデータを活用し、地域や住民の利便性向上を図り、行政をはじめ、

議会、住民、企業、大学等と協力し合いながら、新たな価値を創造し、誰もがデジタル技術の

恩恵を受け、便利で豊かに暮らせるまちの実現に取り組みます。 

  

 

 

 

 

⌂  

╕∟≠ↄ╡┼─♦☺♃ꜟ ─  

デジタル技術の活用により、住民生活の質が向上され、安全・安心を確保し、持続的に

成長するまちづくりを目指します。また、年代、地域、障がいの有無に関係なく、誰でも、

どこでもデジタル技術に触れ、活用することができるデジタル社会の構築を目指します。 

 

 
─   ─ ה  
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⌂  

⌂  

◆町が抱える課題の解決や地域活性化に向けて、ICT・IoT・AI 等の新技術を活用し、分
野横断的にデータを連携させて新たな価値を創出する取組を推進 

◆町が保有する行政データを町ホームページにてオープンデータとして公開し、データ
の利活用を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DֹX ᶆ ᶠᶪᶝᶀᶄᵮ  ɭ
(1) ᶝᶀᶄᵮᶩᶗᶍḏḀḇḳ ᶍ  

(2) ᶍ ᶇḏḘᶹḑטּ  



 

 

７９ 

─ ≤♦Ᵽ▬♪  

広報紙に加え、SNSの活用による情報共有を促進します。併せて、スマホ教室の開催や

デジタル機器に触れる機会のない人にもデジタルの恩恵を享受できる環境（デジタルデバ

イド３７の解消）を整えます。 

 

 
─   ─ ה  
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⌂  

⌂  

◆デジタル媒体での閲覧者を増やすとともに、広報紙を普段読まない人にも情報を届
けられるよう、SNSを活用 

◆スマホ教室（スマホを持っていない方も対象）の開催やデジタル講習会（いつでも
確認できる動画配信）の開催 

◆デジタルデバイドについては、様々なシチュエーションが想定されるため、職員等
が直接現地に伺って、行政手続が行えるような仕組みを構築する等、人に寄り添った
デジタルデバイド対策を検討 

◆地域情報の迅速な情報発信及び情報受信を行うことができる仕組みの構築 
 

 

 

  

 
３７  ▬fi♃כⱠ♇♩╛Ɽ♁◖fi ─ ╩ ≢⅝╢ ≤ ≢⅝⌂™ ≤─ ⌐ ∂╢

─↓≤⁹ 



 

 

８０ 

 DX≢ ╘╢ ☻ⱦכ◘  

 

デジタル技術とデータ利活用により、行政業務の効率化・省力化を行い、定型的な業務に

当てていた時間を、人にしかできないサービスに割り当てることにより、住民サービスの向

上を目指します。 

 

⌂  

DX─  

申請書の事前作成やオンライン申請の拡充により、住民の来庁負担を軽減する「行かな

い窓口」を推進するとともに、来庁時もスムーズに手続が完了する「書かない・待たない

窓口」を実現します。これにより、住民の利便性向上と職員の窓口業務効率化を両立させ

ます。 
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⌂  

⌂  

◆住民異動や各種証明書交付などの行政手続について、マイナンバーカードやマイナポ
ータルとの連携を進め、いつでも・どこでも手続が可能となるよう、安全性を確保しつ
つオンライン化・簡素化を推進 

Ợ予約制の導入や窓口業務の効率化による窓口の混雑緩和 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８１ 

≤♦☺♃ꜟ ─  

定型業務の自動化、生成 AI や自動文字起こしツールの活用により庁内業務を抜本的に

効率化し、職員が企画立案や相談業務に注力できる環境を作ります。また、各課に配置す

る「DX推進リーダー」を中心に、職員全体の ICT スキル底上げと DXの推進を図ります。 
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⌂  

⌂  

◆システムへのデータ入力等の定型的なパソコン操作などを行う業務の自動化  

◆会議のペーパーレス化や本会議のインターネット配信などの推進 

◆全職員の ICTスキルの底上げを図り、デジタル技術・情報セキュリティ対策・データ
利活用等に関する知識を深め、業務改善、DXを推進する人材育成を推進 

◆在宅や庁外からでも通常業務が可能な環境及びルールの整備 
 

 

  



 

 

８２ 

  

中期基本計画では、「１ 自然と人が調和したまち」から「６ 地域が活性化するまち」ま

で、基本構想に掲げた六つの「まちづくりの基本目標」に即し、その配下に位置付けた基本

方針を具体化するための施策の体系を以下のとおり設定しています。 

なお、 ↑⇔≡™╢ は、重点プロジェクトとも密接な関わりを持つ施策です。

  



 

 

８３ 

  

Ɑכ☺─ ≤  

 ─ ≤ ─                    

 

 

 

 

 

 

Ợ ─ ∆╕∟─ ┘  

 

⅜ ה ⌐ ╩ ⇔√╡⁸ ⌐ ≤┤╣ ⅎ╢≤≤

╙⌐⁸ ⅜ ⌐ ╕╣⁸ ⅜℮╢⅔™⁸ ⅛⌂ ╠⇔╩ ≢⅝╢╕

∟╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

Ợ╕∟─ ╩ ∆  
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β∕╣∙╣─ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ⌐⸗♬♃ꜞfi◓⇔⁸∕─ ╩ ∆╢↓

≤≢ ─ ⌐ ↑√ ─ ⇔╛ ─ ╩ ∆↓

≤╩ ⇔≡™╕∆⁹ 



 

 

８４ 

Ợ ≤  

町内には都市計画公園は、令和 6（2024）年 3 月 31 日時点で、県営馬見丘陵公園を含め、

27施設、約 52haが整備されており、近隣 10市町における一人当たり都市公園面積では、

河合町に次ぐ第 2 位と高い水準にあります。広陵町管理の都市計画公園 26 施設のうち、

設置後 40年以上が 10施設、30年以上 40年未満が 14施設に達しており、施設の老朽化

が顕著となっています。「広陵町公園施設長寿命化計画」において、ランク C（全体的に

劣化が進行）以上の施設が 117 施設確認されており、遊具やトイレなど利用者の安全に

直結する施設更新が急務となっています。 

＜省略＞ 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ה ─ ⌂ ─                    

 

 

 

地域住民が既存公園や緑地を安全・安心で快適に利用し続けられるようにします。 

 

 

 

 

○ 馬見丘陵、葛城川、高田川、曽我川など、本町を特徴付けている骨格的な水と緑の保

全・活用を積極的に図ります。 

＜省略＞ 

 

 

 

 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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β∕╣∙╣─ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ⌐⸗♬♃ꜞfi◓⇔⁸∕─ ╩ ∆╢↓

≤≢ ─ ⌐ ↑√ ─ ⇔╛ ─ ╩ ∆↓

≤╩ ⇔≡™╕∆⁹ 
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Ợ ─ ∆╕∟─ ┘  

 

⅜ ה ⌐ ╩ ⇔√╡⁸ ⌐ ≤┤╣ ⅎ╢≤≤

╙⌐⁸ ⅜ ⌐ ╕╣⁸ ⅜℮╢⅔™⁸ ⅛⌂ ╠⇔╩ ≢⅝╢╕

∟╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

Ợ╕∟─ ╩ ∆  
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Ợ ≤  

○ 町内には都市計画公園は、令和 6（2024）年 3 月 31 日時点で、県営馬見丘陵公園を含め、

27施設、約 52haが整備されており、近隣 10市町における一人当たり都市公園面積では、

河合町に次ぐ第 2 位と高い水準にあります。広陵町管理の都市計画公園 26 施設のうち、

設置後 40年以上が 10施設、30年以上 40年未満が 14施設に達しており、施設の老朽化

が顕著となっています。「広陵町公園施設長寿命化計画」において、ランク C（全体的に

劣化が進行）以上の施設が 117 施設確認されており、遊具やトイレなど利用者の安全に

直結する施設更新が急務となっています。 

○ 今後、都市計画公園以外の施設を含めた既存公園では、老朽化が更に進行し、遊具等の

劣化や損傷が深刻さを増すことが想定されます。そのため、地域住民が安全・安心かつ

快適に利用し続けられるよう、既存公園の再整備や遊具等の改修・修繕を計画的に推進

する必要があります。 



 

 

８６ 

○ 町西部一帯に広がる馬見丘陵には、緑豊かな山林が残り、本町を象徴する良好な自然環

境が形成されており、地域住民の憩いの場として親しまれています。また、町内には葛

城川、高田川、曽我川などをはじめとする多くの河川が流れています。令和７( 2025)年

度に実施した住民アンケートでは、まちの魅力として「自然環境が豊かである」という

回答が 63.2％で最も多く、住民の関心の高さが見受けられます。 

○ まちの個性を創出するとともに、多くの住民を魅了する重要な地域資源として、多様な

主体との連携・協働のもと、農地や樹木等を含めた既存の緑地や自然環境を大切に守り

活かすとともに、花と緑あふれるまちづくりを積極的に推進する必要があります。また、

樹木の老齢化・病害虫被害等により危険木が増加し、安全な憩いの空間を創出するため

には、伐木等の適切な維持管理が必要となっています。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ה ─ ⌂ ─                    

 

地域住民が既存公園や緑地を安全・安心で快適に利用し続けられるようにします。 

 

○ 馬見丘陵、葛城川、高田川、曽我川など、本町を特徴付けている骨格的な水と緑の保

全・活用を積極的に図ります。 

○ 遊具等の老朽化に起因する事故を未然に防止し、地域住民が安全・安心かつ快適に利

用できる環境を確保するため、公園施設長寿命化計画に基づく老朽化対策を計画的に

推進します。 

○ 樹木の枯損による枯れ枝の落下や倒木等による事故を未然に防止するため、適正な管

理がなされていない公園内の樹木や街路樹について、危険木の伐採や枯れ枝等の適切

な剪定を計画的に実施します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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８７ 

ₒ ₓ ←╢╖⌐╟╢ ─                        

 

地域住民が日常的に緑とふれ合うことで、うるおいとやすらぎを実感できる環境を整備

します。 

 

○ 住民主体の緑化活動、生け垣用の苗木及び新築時等の記念樹の配布等を通じ、花と緑

あふれるまちづくりを推進します。 

○ 緑の充実と質の向上を図るため、緑化活動に主体的に取り組んでいる団体等への支援

の充実を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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⅜ ⌂ ─ ≢╟╡ ⌂ ╠⇔╩ ╣╢╕∟╩
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Ợ ≤  

ₒ ה ₓ 

○ 地域住民が快適で住みやすいまちを実現するためには、国・県を含めた道路及び河川管

理者との連携・協働により、公共空間におけるごみのポイ捨てや不法投棄を未然に防ぐ

体制を強化する必要があります。併せて、監視・啓発活動だけでなく、地域住民や区・

自治会、事業者が主体的に参加できる清掃活動や美化キャンペーンを推進することで、

地域全体での環境保全意識を高めることが必要です。 

○ 地域での環境整備活動（草刈りや清掃など）への参加者数は、コロナ禍が明けた後に一

旦増加したものの、令和６（2024）年度実績は微減という状況であり、広陵町全体での

環境保全意識と地域美化意識を高めることが課題になっています。 

 

 

 



 

 

８９ 

ₒ ₓ 

○ 世界全体で地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に向けた取組が強化されており、国連の

SDGsやパリ協定に基づく枠組みのもとで各国に排出削減努力が求められており、国にお

いても「2050年カーボンニュートラル」宣言をはじめ、地球温暖化対策の推進に関する

法律（平成10年法律第117号）の改正や地方公共団体実行計画の策定義務化などの政策強

化が進んでいます。 

○ 本町では、令和６（2024）年３月に策定した「広陵町地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」において、町全体での温室効果ガス排出量を、令和12（2030）年度までに平成25

（2013）年度比で50％以上削減する（国全体の削減目標（46％）以上の削減を目指す）

ことを目標に掲げており、令和32（2050）年には実質ゼロとするカーボンニュートラル

の実現を実現することとしています。 

○ 温室効果ガス総排出量の削減に向け、行政が規範となり率先して行動に取り組むととも

に、住民の省エネルギーに配慮したライフスタイルや事業者の環境に配慮した事業活動

の普及促進に努める必要があります。平成30（2018）年12月に施行された「気候変動適

応法（平成30年法律第50号）」により、市町村は、その自然的、経済的、社会的状況に応

じた気候変動適応に関する施策を推進するため、地域気候変動適応計画の策定や気候変

動の影響等に関する情報の収集・整理・分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点を確

保することなどが努力義務として課せられました。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ה ─                        

 

広陵らしいうるおいに満ちた良好な生活環境が保たれ、誰もがいつまでも快適に住み続

けられるようにします。 

 

○ 「自らのまちは自らがきれいに」という意識向上のための啓発や広報に取り組むとと

もに、地域住民が主体となった美化活動が日常的かつ面的に広がるよう支援の充実を

図ります。 

○ 国・県を含めた道路及び河川管理者との連携・協働のもと、道路・河川等の公共空間

におけるごみのポイ捨てや不法投棄の監視体制の強化を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ ─                          

 

脱炭素社会の実現に向けて、住民や事業者との連携・協働のもと、町ぐるみで地球温暖

化対策を推進し、温室効果ガス総排出量の削減を図ります。 

 

○ 町役場庁舎をはじめとする公共施設の設備改修の運用改善等による省エネルギー対策

を推進します。 

○ 住宅の ZEH（ゼッチ）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）３８化や自動車のＥＶ（電

気自動車）化、太陽光発電付きカーポートの設置など、地域のエネルギーは地域でつ

くる「自立・分散型のエネルギー」の普及拡大に向けて取り組みます。 

○ 国の動向と歩調を合わせて 2050年カーボンニュートラルを実現するため、住民の省エ

ネルギーに配慮したライフスタイルや、事業者の環境に配慮した事業活動の普及促進

を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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Ợ ≤  

ₒ↔╖ ₓ 

○ 近年、国内外を問わずプラスチックごみの削減や脱炭素の動きが進み、EU諸国を中心に

「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」の実現に向けた政策が加速しています。国

内においても、環境省が策定した「第５次循環型社会形成推進基本計画」や「プラスチ

ック資源循環法」に基づき、ごみの発生抑制・再利用促進が求められており、本町にお

いても地域全体で廃棄物を極力減量する社会づくりが必要です。 

○ 本町のごみ排出量は、平成 29（2017）年度以降横ばいから微減傾向で推移していました

が、コロナ禍（令和２（2020）年度から令和３（2021）年度まで）では一時的に増加しま

した。その後、令和４（2022）年度から令和６（2024）年度までにかけては、再び減少に

 
３９  ─ ╩ ⇔⁸ ─℮∟ ⌂╙─│ ≤⇔≡ ⇔⁸ ⌂ ─

╩ ℮↓≤≢⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ┼─ ╩≢⅝╢ ╡ ╠∆ ─↓≤⁹  



 

 

９２ 

転じました。住民 1 人 1 日当たりのごみ排出量は、令和５（2023）年度における国平均

851gを下回り、町民の意識改善や分別徹底の効果が見られます。事業系ごみは、令和２

（2020）年度以降 1,600 トン前後で横ばいになっています。また、資源ごみが最も大き

く減少した一方で、可燃ごみの減少率は、3.52％と限定的であり、粗大ごみは増加傾向

になっています。 

○ これまでごみ処理及びリサイクルを担っていた「クリーンセンター広陵」は、地域住民

との協定に基づき令和４（2022）年３月に操業を停止し、その後「リレーセンター広陵」

として中継施設に転換しました。令和７（2025）年度からは、県内 10市町村で構成する

「山辺・県北西部広域環境衛生組合」により、新ごみ処理施設「やまと eco クリーンセ

ンター」及び新リサイクル施設「やまと eco リサイクルセンター」が本格的に始動して

います。これに伴い、分別方法や収集日の見直しを行い、ガイドブックの刷新・全戸配

布、広報紙・ホームページでの周知を進めましたが、現時点では分別誤りや排出日間違

いなどが多く、住民理解の定着が今後の課題となっています。 

○ 本町では、ごみの減量化とごみを出さない生活様式及び事業活動への転換及び定着を図

るため、ごみを出さないようにしてごみを減らす「Reduce
リ デ ュ ー ス

（発生・排出抑制）」、使える

ものは繰り返して使う「Reuse
リ ユ ー ス

（再利用）」、ごみを資源化して再び使う「Recycle
リ サ イ ク ル

（再生

利用）」からなる「３Ｒ」に、ごみになる物は発生源から絶つ「Refuse
リ ヒ ュ ー ズ

（買い物は計画的

に必要な量・物だけを買う、過剰な包装は断るなど）」を加えた「４Ｒ」の普及拡大に取

り組んできました。将来にわたって持続可能な資源循環型社会の形成に向け、ごみの減

量化・資源化をより一層積極的に推進する必要があります。 

ₒ⇔ ה ₓ 

○ 現在、公共下水道に接続していない家庭等から排出されたし尿及び生活雑排水の処理は、

合併浄化槽を設置している家庭では、し尿及び生活雑排水の両方が浄化槽で処理、単独

浄化槽を設置している家庭では、し尿は浄化槽で処理、生活雑排水は未処理のまま公共

用水域に排出されています。浄化槽を設置していない家庭では、し尿は汲み取りで収集、

生活雑排水は未処理のまま公共用水域に排出されています。河川等の公共用水域の水質

を良好な状態に保つため、公共下水道が整備された地域では下水道への早期接続を促進

するとともに、それ以外の地域では浄化槽の適正な維持管理等に関する周知・啓発活動

を積極的に推進する必要があります。 

ₒ ה ₓ 

○ 近年、町営墓地では、管理を引き継ぐ方がいないなどの理由で墓じまいをされる方が増

加傾向である一方、人口構造の変化や埋葬に対する価値観の多様化等を背景に、町営墓

地の需要は高まっていくと予想されます。また、現在、無縁化が疑われる墓地はありま

せんが、墓地の継承及び合葬墓の利用の啓発など無縁化防止のための取組を継続して行

う必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

９３ 

Ợ ─  

ₒ ₓ↔╖─ ה ─                       

 

資源循環型社会の形成に向け、住民や事業者が主体的に４Ｒ運動に取り組むとともに、

将来にわたって安全なごみ処理を安定的に行えるようにします。 

 

○ ごみとなる物を家庭に持ち込まない、調理くずや食べ残し等の食品ロスを減らすなど、

住民のごみゼロ生活の普及拡大に向けた周知・啓発活動を推進します。 

○ 事業者に対し、排出事業者責任４０や拡大生産者責任４１の徹底について啓発を行い、事

業者の自主的なごみ減量化の取組を促進します。 

○ 山辺・県北西部広域環境衛生組合の新ごみ処理施設の稼働に伴う分別区分の変更４２に

ついて、住民への周知徹底を図り、分別に対する理解を得られるよう努めます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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９４ 

ₒ ₓ⇔ ה ─                         

 

生活環境の改善及び河川等の公共用水域の水質保全を図り、田園景観及び河川等の水辺

景観を保全します。 

 

○ チラシ等の配布や HPの活用等により、家庭でできる生活排水対策の普及拡大を図りま

す。 

○ 公共下水道が整備された地区において、家庭や事業所からの生活雑排水を公共用水域

に流出させないため、早期に下水道へ接続するようＰＲ活動を行います。 

○ 計画区域において、未整備箇所の整備を進めるとともに、計画区域外においては必要

性がある区域から公共下水道を整備します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ ה ─                        

 

町営墓地の無縁化防止に努めます。 

 

○ 町営墓地の使用期限を設けるなどの検討を行うとともに、合葬墓の利用促進など、無

縁化防止のための啓発を行います。 

○ 住民の需要を適切に見極めながら、設備等の計画的な改修・修繕を推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ה ₓ 

○ 令和７（2025）年３月 31日現在、町域の約３割に当たる 460haが既に市街化が形成され

ている区域及び 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」に、約

７割に当たる 1,170ha が市街化を抑制する「市街化調整区域」に指定されています。本

町は、都市計画法第 34 条第 11 号の規定に基づき、市街化調整区域の一定の既存集落に

おいても新たな住宅等の立地が認められており、令和３（2021）年度から令和６（2024）

年度までにおける市街化調整区域内の開発申請の区画数は約 490区画となっています。 

○ 一方、市街化区域のうち、旧来の商店が多い地区であった箸尾駅周辺は、近年、域外の

大型商業施設等への購買力の流出、経営者の高齢化及び後継者不足が進み、廃業等によ

る商業機能の低下が顕在化しています。他にも用途地域に応じた土地活用ができていな

い箇所もあり、新たに産業創出の地域を市街化区域内で計画することが困難になってい

るため、市街化調整区域での産業誘致を図っていくことが望まれます。なお、市街化区

域内の未利用地については、周辺の道路整備状況が整っていないこと、一団の土地とし

ては広大なため需要が制限されるといった課題があります。 

 



 

 

９６ 

○ 今後、人口が徐々に減少局面へと移行し、宅地需要が沈静化に向かうことが予測される

中、市街化調整区域において農地等の住宅地への転換が進むことにより、既存の市街地

では、人口集中地区（DID地区）内の人口密度が低下し、行政サービスの非効率化や地域

公共交通の維持が困難になるなどの問題が生じるおそれがあります。 

○ 令和５( 2023)年６月に都市計画の総合的な指針である「広陵町都市計画マスタープラン」

の改定及び居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の適正な立地と誘導、また、公共

交通等の様々な施策との連携を含めた包括的な計画である「広陵町立地適正化計画」を

策定しました。将来にわたって地域社会の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業

等の生活機能を維持・確保し、住民がいつまでも安心して暮らし続けることができるよ

う、人口密度が適度に維持されたまちづくりを推進することが求められます。 

ₒ  ₓ 

○ 本町は、景観保全地区に指定されている馬見丘陵をはじめ、多彩な景観資源を有してい

ます。今後、まちの付加価値を更に高めていくためには、これらの景観資源を将来にわ

たって大切に守り、活かした景観づくりを推進する必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ⅛≈ №╢ ─                    

 

多くの住民が地域に深い愛着を持ち、いつまでも住み続けたいと強く実感できるよう、

居住・産業・自然がバランスよく調和した土地利用の誘導を図ります。 

 

○ 都市計画マスタープランや立地適正化計画を基に、計画的な土地利用へと誘導できる

よう、町の方針を定め、具体的な調査等を行っていきます。 

○ 各地区の特性や実情に応じた土地利用の誘導を図り、良好な居住環境の維持・向上に

向け、良好な景観の保全・形成を推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ ─ ⌐⅔↑╢ ─                  

 

将来にわたってより多くの人々が住み、働き、憩える場となるよう、既存の市街地等に

おける都市機能の充実を図ります。 

 

○ 都市計画マスタープランに基づいた土地利用の誘導を図ります。市街化区域内の未利

用地において、土地の有効利用を促進するため、道路等の周辺環境を整備します。 

○ 民間の不動産業者との連携・協働により、町内へ進出意向のある事業者のニーズに応

じた用地を紹介する体制づくりに取り組みます。 

○ 箸尾駅周辺部において、未着手となっている都市計画道路の整備と併せ、住民にとっ

て身近な生活利便施設の立地を誘導することで、にぎわいのある駅前通りの形成を図

ります。 

○ 竹取公園周辺地区について、奈良県とのまちづくり連携協定に基づき、民間活力を活

用した新たなにぎわいの創出や公園を核とした魅力の向上を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 令和５（2023）年 10月１日現在、専用住宅（居住専用の住宅）の総数１万 2,400 戸のう

ち、所有関係別では持ち家が 10,300 戸（構成比 83.1％）で突出しています。また、建て

方別では、一戸建が 10,440 戸で全体の 84.2％を占めています。 

○ 建築の時期別では、平成３（1991）年から平成 12（2000）年が 2,760 戸（構成比 22.3％）

で最も多く、次いで昭和 56（1981）年から平成２（1990）年の 2,320 戸（18.8％）の順

であり、みささぎ台ニュータウン（昭和 62（1987）年竣工）や真美ケ丘団地（平成２（1990）

年３月竣工）の土地区画整理事業に伴い新たな住宅の立地が進んだことが見て取れます。 

○ 今後、これらの住宅地では、住民の高齢化に伴い、高齢者世帯の増加や世帯人員の減少

が進んでいくと見込まれる中、様々な世代がそのライフスタイルとニーズに応じた住み

方ができる環境を整備するとともに、いつまでも快適に住み続けられる良質な住宅スト

ックの維持・形成を促進する必要があります。 



 

 

９９ 

○ 近年、全国的に人口減少や既存住宅・建築物の老朽化の進展に伴い、使用されていない

空き家が増加傾向４３にあります。これらの空き家の中には、適切な管理がなされていな

いため、防災や衛生、景観等の面で地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしているものも

あり、社会的な問題となっています。また、町営住宅の老朽化対策として集約化に向け

た取組を行っていますが、撤去対象住宅の転居・転出が進まず、計画が停滞しています。 

○ 「広陵東小学校区」、「広陵西小学校区」、「広陵北小学校区」にある築年数が古い建物が

多いエリアで、空き家等４４の問題が顕在化しています。今後、高齢者夫婦や高齢の単独

世帯が増加し、その後、空き家等の更なる増加が懸念される中、所有者の管理責任や空

き家がもたらす問題等について、所有者及び周辺住民の意識向上を図るとともに、新た

な空き家等の発生を抑制するための取組を強化する必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ⌂ ☻♩♇◒─ ה                    

 

若者から高齢者、単身世帯からファミリー世帯まで、多様な世代がいつまでも快適に住

み続けることができる良質な住宅ストックの維持・形成を図ります。 

 

○ 民間の不動産業者との連携・協働のもと、様々な世代や世帯のライフスタイルとニー

ズに応じた住み方に対応できるよう、既存の住宅ストックを活用した住み替えなどの

支援に取り組みます。 

○ 耐震改修やリフォームなど、質の高い良好な住宅を増やしていくための取組を促進し

ます。なお、毎年の耐震補助制度の活用状況にばらつきがあるため、国が推奨するメ

ニューに移行し、町全体として建築物の耐震化率の底上げを図ります。 

○ 高齢者や障がいのある方、ひとり親世帯など、住宅の確保に配慮を要する方々が安心

して住み続けられるよう、老朽化した町営住宅について、公民連携等による建替えや

改修、用途廃止等を計画的に推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ ⅝ ─ ה ─                    

 

新たな空き家等の発生を抑制するとともに、適正な管理及び利活用を促進します。 

 

○ 空き家等の利活用に関する情報提供及び相談体制や、空き家等を活用した移住・定住

支援の充実を図ります。 

○ 区・自治会、ＮＰＯ、関連団体、業界団体、大学等との連携・協働による空き家等の

見守り、管理体制の構築を推進します。 

○ 空き家等の所有者及び住宅居住者全般に対し、空き家問題全般や所有者の責務等に関

する普及啓発及び情報提供の充実を図ります。 

○ 空き家等の解体・除却に対する支援の充実や、賃貸や売却に際して活用できる制度・

サービスの周知を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ 

○ 令和７( 2025)年４月１日に奈良県と本町を含む26市町村により構成される特別地方公共

団体である奈良県広域水道企業団が設立されました。 

水道事業の経営を共同で行うことで、水需要の減少に伴う給水収益の減少、水道施設の

老朽化による更新需要の増加、職員の減少による技術力の低下など、直面する課題に連

携して対応し、安全で安心な水道水を将来にわたって持続的に提供していきます。 

 



 

 

１０２ 

ₒ ₓ 

○ 本町の下水道事業は、昭和 59（1984）年４月 20日に供用を開始し、その後、水道と同様

に住宅地の拡大等に伴って整備を進めた結果、令和７（2025）年３月 31日現在、下水道

の人口普及率は 98.5％に達しています。 

○ 下水道事業は、平成 29（2017）年度から水道事業と同様に公営企業会計を採用していま

す。令和５（2023）年度の「広陵町下水道事業経営比較分析表」によると、下水道事業の

経常収支比率は 100％を超えており、経営は健全といえますが、経費回収率４５が 100％を

下回っており、下水道使用料以外の収入で賄っている状況にあります。 

○ 将来の人口減少や節水傾向により使用料収入が減少する中で、下水道事業の健全経営を

維持するため、毎会計年度の経営状況の把握及び分析を行い、適正使用料の検討に向け

た基礎資料作成に取り組む必要があります。特に経費回収率が類似団体を下回る現状を

踏まえ、使用料改定や費用平準化の仕組みを含めた総合的な経営改善策を検討すること

が不可欠です。なお、令和７( 2025)年４月からの下水道使用料改定により回収率改善を

図っていますが、人口減少や節水機器の普及に伴う使用料収入減少リスクを考慮すると、

持続的な経営改善策が不可欠になっています。 

○ また、老朽化が進む下水道管路施設については、施設の重要度やリスク評価を踏まえた

優先順位付けが必要であり、国が示す「下水道ストックマネジメント計画指針」に沿っ

て計画的に改築・更新を進めることが求められます。加えて、施設更新需要や維持管理

費増大に対応するため、近隣市町との広域化や官民連携（ウォーターPPP導入方式）等の

多様な手法を検討し、効率的な維持管理体制を確立する必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ≢ ⌂ ─                     

 

下水道事業の経営の効率性を高め、経営基盤を強化します。 

 

○ 下水道事業について、事業の内容を見直し、無駄を省いた事業運営を推進するととも

に、原価に見合った適正な使用料の確保を検討します。 
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ₒ ₓ ─ ⌂ ─                     

 

将来にわたってまちの健全な発展や公衆衛生の向上に寄与するライフラインとして、既

存の下水道施設の適正な維持管理を推進します。 

 

○ 老朽化の進展状況を踏まえ、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、管渠の

点検・調査を実施し、維持管理の最適化を図ります。 

○ 老朽化した管渠の更新や耐震化を計画的かつ効率的に推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ  ₓ 

○ 令和７（2025）年３月 31日現在、機能的な都市活動を十分に確保するための都市の基盤

施設として、都市計画法に基づき都市計画決定した道路である「都市計画道路」は、総

延長 23.79km、このうち改良済み延長は 14.67km、整備率は 61.6％であり、整備率は本町

を含めた比較対象 10 市町の中で高い方から２番目に位置しています。また、都市計画道

路と同程度の機能を果たし得る現況道路として、概ね計画幅員の３分の２以上又は４車

線以上の幅員を有する概成済みの都市計画道路の延長は 6.85kmであり、これと改良済み

を合わせた整備済み延長は 21.52km、整備率は 90.5％であり、整備率は比較対象 10市町

の中で最も高くなっています。 



 

 

１０５ 

○ 住民の日常生活にとって身近な生活道路である町道は、令和７（2025）年４月１日現在、

総延長 209kmのうち、41.2 ％に当たる約 86kmが幅員 4.5ｍ以下となっており、歩行者及

び自転車利用者の安全で快適な通行を確保する上で支障を来している区間があります。 

○ まちの骨格を形成する重要な幹線道路として、今後も引き続き、未整備及び概成済みの

都市計画道路の整備を推進する必要があります。また、歩行者や自転車利用者にとって

危険な箇所が多く、町民アンケートでも「道路・公共交通の充実」に不満を感じる住民

のうち約 14％が生活道路の危険性を指摘しています。限られた幅員の中で歩行者及び自

転車利用者が安全で快適に通行できるよう、各地区の特性に応じた道路空間の整備を推

進する必要があります。 

ₒ ₓ 

○ 本町の公共交通は、鉄道が町北部に近鉄田原本線の箸尾駅、近隣市に近鉄大阪線の大和

高田駅及び五位堂駅が設置されているほか、民間事業者による路線バスとコミュニティ

バス「広陵元気号」、タクシーが運行しています。また、実証実験として令和６（2024）

年 11 月からシェアサイクルを広域連携で導入し、令和８（2026）年度末まで実施予定で

す。 

○ 町内唯一の近鉄箸尾駅の利用者数は、横ばいですが、今後、箸尾工業団地立地企業の操

業とともに利用者の増加が見込まれます。 

一方、現在、住民の多くは近隣市の五位堂駅や大和高田駅を利用しており、近隣市の鉄

道駅への依存度の高さが課題となっています。 

○ 近鉄五位堂駅に接続する真美ケ丘線については、コロナ禍で利用者が減少しましたが、

直近では利用者増となっています。一方、大和高田駅に接続する竹取公園東系統につい

ては、利用者は増加しているものの、真美ケ丘線と比較すると利用者が少ない状況が続

いており、平成 26（2014）年から町が実施している運行費補助により、運行が継続され

ていますが、民間事業者による路線バスの維持は厳しい現状です。 

○ コミュニティバス「広陵元気号」は、利用者数・収支率ともに向上傾向にあり、特に病

院・公共施設利用は増加し、生活交通として定着しつつありますが、複雑化する住民ニ

ーズへの対応や利用環境整備が今後も必要となるため、課題の洗い出しを行う必要があ

ります。 

○ 今後、高齢化の進展に伴い、自らの移動手段を持たない交通弱者が増えていくと見込ま

れる中、誰もが円滑に移動することができるよう、地域と病院・商業施設等をつなぐ公

共交通ネットワークの維持・確保を図る必要があります。 
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ₒ ₓ ≢ ⌂ ─                       

 

歩行者と自転車と自動車が共存し、誰もがより安全で快適に移動できる道路整備を推進

します。 

 

○ 住民生活及び機能的な都市活動を支える重要な基盤施設の一つとして、今後も引き続

き、都市計画道路を整備し、狭あい道路についても、拡幅による通行環境の整備を推

進します。 

○ 生活道路については、自転車専用通行帯（自転車レーン）の設置や路面標示による通

行区分など、各地区の特性に応じた通行環境の改善を図ります。 

○ 老朽化した道路や橋梁に対して優先順位付けを行い、計画的で効率的な点検・補修等

を推進します。 

○ バリアフリー化の推進等により、高齢者や障がいのある方を含めた誰もが安全・安心

に通行できる歩行空間の確保を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  

    
 

 

 
 

100 

61.6 

 
 

4.5

 
  

41.2 

 
 

 

km  
2.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 

7.0 

 
 

100

 

  
 

 
 

 

 



 

 

１０７ 

 

ₒ ₓ ⌂ Ⱡ♇♩꞉כ◒─                  

 

多くの住民が進んで活用できる持続可能で効率的な公共交通ネットワークの維持・確保

を図ります。 

 

○ 本町の公共交通のマスタープランである「広陵町地域公共交通計画」（令和４( 2022)

年３月策定、令和６( 2024)年４月一部改訂）及びアクションプランである「広陵町地

域公共交通利便増進計画」（令和５( 2023)年10月策定）の計画期間が令和８( 2026)年

度末までとなっていることから、更新ため、本町を取り巻く公共交通に関する現状整

理に際し、住民アンケートやビッグデータ等により現状を把握し、地域分析を行った

上で、課題の洗い出しを行います。 

○ 公共交通相互の連携とサービスの向上により、住民の移動利便性の増進を図ります。 

○ 地域の輸送手段を総動員し、様々な住民ニーズに対応する交通体系を形成します。 

○ 交通事業者との連携・協働のもと、住民の公共交通を活用する生活スタイルへの転換

等を促進します。 

○ 民間事業者等との連携拡充により、基幹公共交通として既存の鉄道・路線バスのネッ

トワーク及び利用者数の確保を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 近年、本町の合計特殊出生率は、平成 25（2013）年から平成 29（2017）年までの５箇年

平均 1.45 に対し、平成 30(2018)年から令和４( 2022)年まででは 1.42 とやや下降してい

ます。低下傾向にあることから、少子化の原因分析を進め、今後も全庁的に多角的なア

プローチを進めていくことが必要です。 

○ 令和２(2020)年以降、就学前児童人口(0～5 歳) は増減を繰り返しながらもほぼ横ばいで

推移しており、令和２(2020)年の 2,127 人から令和６(2024)年には 2,116 人となってい

ます。一方、保育需要は高い水準で推移しています。認可保育所及び認定こども園への

入所児童数は、令和６(2024)年には 1,082 人( 保育所 670人、認定こども園 412人) に上

り、平成 26(2014)年の認可保育所入所児童数 829人と比べて大幅に増加しており、職員

不足による待機児童の発生や定員を超えた受け入れなどの事態につながっています。職

員の就業環境や条件の改善なども併せて検討することが求められます。 

○ 令和６(2024)年度に設置した「広陵町こども家庭センター」では、全ての子どもとその

家庭、妊産婦を対象に相談を受け、関係機関と連携しながら支援を実施しています。一

方で、相談内容は多岐にわたり、児童福祉・母子保健・障がい者福祉の各担当課との情

報共有や専門職による多面的なアセスメント（課題の把握・分析）の強化が課題となっ

ています。 

○ 病児・病後児保育事業と一時預かり事業においては、ますますニーズが高まっています

が、特に病児保育事業は医療機関に併設するなど連携を取るためのハードルが高く、新

規参入の要望がない状況であり、開設に向けての相談支援等支援体制の確保が求められ

ています。一時預かり事業についても実施箇所を増やすべく、今後も事業実施の勧奨を

行う必要があります。 

○ 「広陵町幼保一体化総合計画４６」の推進により将来町内の幼稚園は全て廃止される予定

です。こども園化に向けての適切な施設規模と配置を検討する必要があります。 

○ 児童虐待やヤングケアラー４７など、家庭内での課題を抱える子どもへの支援体制の強化

が急務です。本町では、広陵町要保護児童対策地域協議会を中心に関係各所と連携し要

保護児童・要支援児童・特定妊婦の見守りを行い必要な支援につなげるとともに、児童

虐待防止研修会の実施などを行ってきたところです。今後も引き続き関係各所と連携し

て、児童虐待が生まれない環境づくりに努めるとともに、支援体制を強化していく必要

があります。 

○ 令和７（2025）年７月に奈良県が主体となり、ヤングケアラーに関する調査を小学校５・

６年生及び中学校全学年で実施しました。ヤングケアラーの疑いがある児童・生徒に対

して教員が個別に聞き取りを行った結果、該当者はいませんでした。引き続き実態の把

握に努めるとともに、該当者がいる場合は、学校等と連携しながら、背景を確認した上

できめ細やかな支援につなげていく必要があります。 

○ 本町が将来にわたって活力あるまちであり続けるためには、妊娠期・出産期を含め、今

後更に多様化していくと見込まれる保育に対する保護者のニーズを十分に踏まえながら、

子どもの幸せを中心にした各種子育て支援策の質的・量的な充実を図るとともに、保護

者の不安感や負担感及び孤立感の解消に努める必要があります。 
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Ợ ─  

ₒ ₓ ≡≤ ─ ╩ ∆╢ ≠ↄ╡─               

 

保護者の働き方やライフスタイルの多様化に伴う保育需要の高まりに対応した保育サー

ビスの充実を図ります。 

 

○ 待機児童の発生を防ぎ、全ての児童が希望する保育施設へ入所し、質の高い保育サー

ビスを安定的に受けられるよう、保育施設の整備や保育士の確保等に取り組みます。 

○ 病気や回復期にある子どもを預かる病児・病後児保育や、保護者の多様化する就労形

態に対応した一時預かり事業等の充実を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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子どもの育ちを第一とした質の高い教育・保育の提供と地域における子育て支援の充実

を図ります。 

 

○ 子育て家庭の親子が気軽に集い・交流できる場を提供するとともに、育児に係る相談・

支援や、子育て応援サイトの充実と周知を図り子育てに関する情報を一元的に提供し

ます。 

○ 「広陵町幼保一体化総合計画」に基づき、町立幼稚園・保育園の認定こども園化を段

階的に推進します。また、それに伴い、令和８( 2026) 年度から公立保育園が閉園にな

ることから私立園との協力体制の拡充を図ります。 



 

 

１１１ 

○ 小学校に在籍する１年生から６年生までの全ての児童を対象に、放課後や学校休業日

における安全・安心な活動拠点（居場所）の提供やそれらの環境の向上を図ります。 

○ 子どもが安心して必要な医療を受けることができるよう、福祉医療制度による医療費

の助成を継続します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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発達に障がいがある子どもや虐待のおそれのある子どもなど、支援や配慮を必要とする

子どもに対する継続的な支援を推進します。 

 

○ 広陵町こども家庭センターを核として、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援

体制を強化します。児童福祉・母子保健・障がい者福祉の各担当課との情報共有や専

門職による支援をきめ細かに対応します。 

○ 子どもの虐待の予防から早期発見、早期対応、地域でのケアを適切に行うため、虐待

をはじめとする要保護児童の支援体制の充実を図ります。 

○ ヤングケアラーは潜在的な存在であるため発見が難しく、家庭の事情も含め非常に慎

重な対応が必要な問題でもあるため、早期発見に向けて学校や関係部署と連携し、情

報収集に努めるとともに、それぞれの事情に応じた必要な支援を行います。 

○ 発達に障がいがあり支援を必要とする子どもが、教育・保育施設における集団の中で

安全・安心に過ごせる場を提供します。 
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○ 近年、全国的に地域コミュニティの希薄化や単身高齢者をはじめとする単独世帯の増加

等を背景に、地域の中で子ども・若者同士や子ども・若者が地域住民と交流する機会が

減少し、その結果として、子ども・若者が様々な体験や世代間交流を通じ、規範意識や

コミュニケーション能力を身に付ける機会が少なくなっています。 

○ これまで本町では、青少年健全育成協議会等の関係団体、学校、地域、家庭が一体とな

って青少年犯罪の未然防止に努めてきました。 

特に、毎月第３金曜日（奈良県青少年サポートデー）には、少年補導員による青色防犯

パトロールカーによる町内巡視、また、青少年健全育成協議会による夏期における夜間

合同巡視、町内の祭りやイベントにおける巡視指導等を継続して実施していますが、青

少年を取り巻く状況はめまぐるしく変化しており、より多くの人が関わり、地域全体で

の見守りとする必要があります。 

 



 

 

１１４ 

○ 子ども・若者が地域社会の一員として主体的に参画し、自己有用感を高められる機会の

創出が求められています。次代のまちづくりを担う子ども・若者が自立した個人として、

また、他者とともに社会を築く主体として存分に活躍できるよう、今後も引き続き、関

係団体、学校、地域、家庭との連携・協働により、地域社会の中で様々な体験や世代間

交流を通じ、たくましく成長できる機会の創出を図る必要があります。 

○ 全国的に生活様式の多様化等を背景に、家庭だけではなく、親子間においても十分なコ

ミュニケーションを取る時間を十分に確保できないなど、家庭を取り巻く環境が変化し

ている中、地域において保護者同士が家庭の教育力を高めることができるよう、家庭教

育学級（講座）等の充実に取り組む必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ⌂ ╩ ╗ ≠ↄ╡─                       

 

子ども・若者の健やかな成長と豊かな心を育むための社会環境づくりを推進します。 

 

○ 子ども・若者が地域社会の中で様々な活動や世代間交流、異年齢児交流等を体験でき

る機会の創出を図ります。 

○ 地域ぐるみで青少年犯罪を未然に防止するための活動を継続して推進します。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、住民の協力により「子ども110番の家」の設置を

推進します。 

○ 思春期における心身の健全な成長を促進するとともに、性や感染症予防に関する正し

い知識や、未成年の喫煙や飲酒、薬物の危険性に関する知識を得るための学習機会を

提供します。 

○ 住民一人ひとりの防犯意識の向上を図るために、地域主体の防犯活動を支援します。 

○ 学校との連携を行い、地域への愛着や誇りを醸成するとともに、次代を担う人づくり

の一環として、子ども・若者が地域コミュニティに参画できる環境づくりを推進します。 

○ 二十歳の門出を祝う記念式典を開催し、参加者を祝い励ますとともに、青少年のため

の健全な社会環境づくりの一翼を担う一人の成人としての自覚を促します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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子どもの健やかな成長の基礎となる家庭の教育力の向上を支援します。 

 

○ ＰＴＡ等の社会教育団体と連携を図り、家庭教育に関する保護者の学習機会や情報提

供の充実を図ります。 

○ 地域の中で子育てに悩む保護者に対する相談・支援体制の充実を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─   

    
 

 

 
  

172 

 
 

 
  

 

( ) 
 



 

 

１１６ 

                                      

 

 

 

 

 

 

Ợ ─ ∆╕∟─ ┘  

 

─ ╩ ℮ ה √∟⅜ ⅛⌂ ⁸ ⅛⌂ ⁸√ↄ╕⇔™

⁸ ╩ ⅝ ↄ ╩ ⌐ ↑⁸ ╛ ╩ ™≡⁸ ↄ ╩ ⌐

╣╢↓≤⅜≢⅝╢╕∟╩ ⇔╕∆⁹ 
 

 

 

 

 

Ợ╕∟─ ╩ ∆  

    
 

 

 
 

 

82.8 

 
 

 
 

 

81.0 

 
 

 

  
43.1 

 
 

   
263 

 
 

 

Ợ ≤  

○ 令和２（2020）年度から順次実施されている新学習指導要領４８では、よりよい学校教育

を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会が共有し「社会に開かれた教育課

程」の実現を図り、その上で知・徳・体からなる「生きる力」を育むために、これからの

時代に求められる資質・能力を一層確実に育むことを目指すとしています。また、本町

では、令和４（2022）年、町が目指すべき教育の理念を示す「広陵町教育大綱」を改訂

し、「輝く未来のために ともに学び つながり合う いい人づくり」を教育理念に掲げてい

ます。 
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１１７ 

○ グローバル化や情報化の進展など、教育を取り巻く環境の変化に対応しながら、教育の

根幹をなす「生きる力」を育むための教育活動を強化するとともに、町固有の自然や歴

史、産業、畿央大学等の地域の人的・物的資源を積極的に活用し、保護者や地域の人々

等を巻き込んだカリキュラム・マネジメントの確立に努める必要があります。地域とと

もにある学校づくりのため、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）４９を町内

小・中学校全校に設置し、子どもの豊かな成長を支えています。 

○ 令和７（2025）年９月１日現在、町内には小学校５校、中学校２校の計７校を設置して

いますが、これらのうち６校は築後 30年以上が経過し、老朽化しています。また、近年、

小学校の児童数は減少傾向、中学校の生徒数は横ばい傾向で推移していますが、どちら

も学校教育法施行規則に基づく標準学級数（小・中学校ともに 12 学級から 18 学級）は

満たしている状況にあります。今後も引き続き、安全・安心で快適な教育環境の維持・

確保を図るため、将来的な児童・生徒数の動向を適切に見極めながら、各学校施設の老

朽化の度合いに応じた改修や設備機器の更新、校区割の変更等に取り組む必要がありま

す。 

○ 小中学校を取り巻く環境が変化する中、児童生徒が登校したくなり、学ぶ喜び等を実感

できる魅力のある学校づくりを進めていくことが求められます。そのためには、教員の

資質向上やＩＣＴ機器等の活用を行い、全ての児童生徒が「行きたくなる学校」を目指

した学びの環境を作っていく必要があります。さらに、不登校児童生徒に対しては、一

人ひとりに応じた多様な学びの場の確保を図っていく必要があります。 

○ いじめやヤングケアラーの認知件数の増減にかかわらず、事象を早期発見し、早期対応

していく体制を維持、強化することが重要です。教員間での事象の捉え方や対応方法を

共有し、学校全体として迅速に対応していく仕組みを継続的に工夫改善していく必要が

あります。 

○ 障がいのある子どもとない子どもが可能な限り同じ場で学ぶことを目指し、通常学級、

通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校という連続性のある多様な「学びの場」の

構築が求められます。 

○ 学校給食は栄養バランスの取れた食事提供のみならず、「食育」推進や健康・社会性の

形成に資する重要な教育的役割を担っています。全国的には学校給食費の無償化を独自

に導入する自治体が拡大していますが、本町が学校給食費の無償化を進めるに当たり、

学校給食の残食率について、食育の観点から改善していくことも併せて取り組んでいく

ことが求められます。 
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児童・生徒がこれからの時代に求められる資質・能力を着実に身に付け、自ら未来を切

り拓いていけるよう、教育の根幹をなす知・徳・体を育む教育の充実を図ります。 

 

○ 就学前から義務教育９年間を見通した学びの連続性を確保するため、保育園・幼稚園・

認定こども園・小学校・中学校の連携教育を推進します。 

○ ＩＣＴを活用した教育や外国語教育など、時代の変化や新たなニーズに対応した教育

を推進します。 

○ 児童・生徒が地域に対して強い愛着と誇りを持つことができるよう、町固有の地域資

源を積極的に活用した教育を推進します。 

○ 児童・生徒が学ぶ喜び、わかる喜びを実感でき、不登校の未然防止にも結び付くよう、

魅力ある授業づくりを推進します。 

○ 家庭と学校の双方が密に連携・協働して、児童・生徒の健やかな成長を見守ることが

できるよう、学校の対話力及び情報発信力の強化を図ります。 

○ 多様な人々の関わりの中で、誰一人取り残さない学びを支えるため、特別支援教育等

を充実させるとともに、学びと子育てへの支援を推進します。 

○ コミュニティ・スクールの充実を図り、地域とともに、子どもの豊かな成長を支えて

いきます。 

○ 不登校やいじめ、ヤングケアラーなど時代とともに変化する課題への寄り添い支援に

より、未然防止、早期発見・早期解決等を推進していきます。 

○ 全ての公立小中学校の保護者の家計における教育費の負担を軽減するため、町独自の

施策として令和７（2025）年度から実施している学校給食費の無償化に引き続き取り

組みます。 

○ 学校給食を通じた食育により、児童・生徒が正しい食事のあり方や楽しい食事とはど

のような食事であるのかなどを理解し、健康の保持・増進に活かせるようにします。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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児童・生徒がより安全・安心な環境のもと、快適で充実した学校生活を送ることができ

るよう教育環境の整備を推進します。 

 

○ 体育館学習において、安全で快適な環境を確保するため体育館の空調を整備します。 

○ 学校施設等再編基本構想５０を踏まえて、各小学校の適正規模を維持できるよう、校区

割の変更や校区選択制の導入等の検討に取り組みます。 

○ 学校、保護者、地域住民、道路管理者及び警察等との連携・協働により、通学路の交

通安全の確保を図ります。 

○ ＩＣＴ機器を更に活用した教育活動を行うため、安定的なネットワーク環境の維持運

営と他機器の導入検討を行います。 
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Ợ ≤  

○ 近年、地震や台風等の自然災害は大型化・激甚化傾向にあり、世界中で気象災害が頻発

するなど気候変動が現実のものとなっています。我が国においても、令和元（2019）年

の東日本台風（台風第19号）、令和２(2020)年７月豪雨、令和６（2024）年の能登半島

地震など、気象災害による激甚な洪水氾濫や土砂災害が頻発し、今後も大規模災害リス

クへの備えと正しい情報伝達の重要性が指摘されています。 

○ 本町では、平成19(2007)年から地域に根ざした防災を推進していくため、「災害に強い

人づくり」、「災害に強い組織づくり」、「災害に強い地域づくり」の三つの柱を立て、

積極的な防災対策に取り組んできました。平成30(2018)年には、住民、自主防災組織、

防災士ネットワーク、事業者及び福祉施設の役割と行政の責務を明らかにし、地域の防

災力の向上を図り、全ての方が安全・安心して暮らせる災害に強いまちの実現に寄与す

ることを目的に「広陵町地域防災活動推進条例」（平成30年６月広陵町条例第２号）を

制定しています。 

○ 令和７(2025)年９月末時点の本町の高齢化率は27.7％となっており、約４人に一人は65

歳以上という状況にあります。高齢者は、避難行動や災害情報取得能力に課題がある場

合が多く、災害発生時には高齢者等の災害時要配慮者が被災することが多い状況にあり

ます。 

 



 

 

１２１ 

○ 大規模災害の発生時には、行政自らも被災し、人・物・情報など利用できる資源に強い

制約を受けるおそれがあります。そのため、行政、消防及び警察等の公的機関が取り組

む「公助」に加え、住民が地域の災害リスクを正しく認識し、事前の備えや発災時には

隣近所で助け合うなど、「自助」、「共助( 近助) 」に根ざした地域防災活動をより積極的

に後押しする必要があります。 

○ 自助・共助( 近助) の推進として、自治会毎の地区防災計画と余裕を持って安全に避難す

るためのマイ・タイムライン５１の啓発と作成支援が必要です。また、避難行動要支援

者の個別避難計画を地域の協力のもと作成し、支援の方法を関係者が共有できるシステ

ムの構築を目指しています。 

○ 公助の充実として、災害発生又は災害が発生しそうな状態においての情報配信ツールの

強化を図っており、民間が提供する防災速報サービスなど複数の手段を通じて住民が災

害情報を取得できる環境を整備しています。また、各避難所への備蓄を推進するととも

に、周辺企業との協定により生活物資や食料などをすぐに供給できる体制を構築し、継

続した顔の見える環境づくりが必要となっています。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ה ─                        

 

災害の被害を最小限に食い止められるよう、住民一人ひとりが主体的に適切な行動を取

り、互いに協力して助け合う、地域主体の防災活動の充実を図ります。 

 

○ 自助・共助（近助）による日頃の備えの強化に結び付くよう、余裕をもって安全に避

難するためのマイ・タイムラインや自助・共助（近助）の必要性の普及啓発を推進し

ます。 

○ 高齢者や障がい者など、避難行動や避難所等での生活が困難な「避難行動要支援者（災

害時要援護者）」が、災害時に適切な支援を受けられるよう、関係者との協力体制の

構築に取り組みます。 

○ 地域の防災力を効果的・効率的に高められるよう、住民の防災訓練への参加の促進、

自主防災組織に対する支援の充実、防災リーダーの育成等を図ります。 

○ 大規模震災時において電気に起因する火災を防止するため、感震ブレーカーの設置に

対する補助を行い、自助の取組を支援します。 

 

 

 

 

 

５１住民一人ひとりの防災行動計画であり、台風等の接近による大雨によって河川の水位が上

昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難

行動のための一助とするもの。 
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災害に対する的確な対応と迅速な復旧ができる体制づくりを推進します。 

 

○ 県や周辺自治体等との連携・協力のもと、治水・排水体制の充実を図ります。 

〇被災した際の行政間での相互応援や生活物資の確保・供給、応急復旧に必要な資機材

の不足等を補うことなどについて定める、災害時相互応援協定の締結を推進するとと

もに協定締結団体との訓練を実施します。 

○ 発災時に迅速かつ的確に情報を収集・伝達するための情報連絡体制の強化を図ります。 

○ 民間が提供する防災速報サービス、防災行政無線、SNSなど複数の手段を通じて、確実

に住民に情報が届くよう情報発信の多重化を推進します。 

○ 消防水利施設の適切な維持管理や消防団員の確保等により、消防力の維持・確保に努

めます。 

○ 旧耐震基準により建築された既存住宅の所有者に対し、耐震化の必要性及び行政の取

組を説明し、耐震化の促進に結び付けます。 

○ 上水道や下水道等のライフラインの耐震性能の向上を図ります。 

○ 今後新たに発生する感染症等の影響にも配慮しつつ、食料・飲料水や衛生用品等の緊

急物資の計画的な備蓄を推進します。各避難所への分散備蓄を進めるとともに、民間

企業との協定により必要な物資を迅速に確保できる体制を整備します。 
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ₒ  ₓ 

○ 本町の刑法犯認知件数は令和４( 2022)年までは減少傾向で推移していましたが、令和５

( 2023)年からは微増傾向にあります。全国的には、刑法犯認知件数に占める65歳以上の

高齢者の被害件数の割合が増加傾向にあり、特殊詐欺の被害者の約８割を高齢者が占め

ています。また、消費生活相談件数についても、高齢者の相談が高い水準で推移してい

ます。 

○ 従来実施してきた子ども110番の家の取組が、高齢化や共働き世帯の増加により維持が難

しくなることが予測されるため、事業所等の新たな担い手の確保が必要です。また、防

犯カメラ設置の拡充に加え、住民への設置状況の周知を図り、地域全体で犯罪抑止につ

なげることが求められます。 

○ 今後、高齢化の進展を背景に、高齢者の方が交通事故や犯罪、消費者トラブルに巻き込

まれるリスクが高まっていくことが大いに懸念される中、住民に身近な場所で発生する



 

 

１２５ 

犯罪等を未然に防止するため、住民一人ひとりが常日頃からの防犯及び交通安全等に係

る意識啓発に努める必要があります。 

ₒ ₓ 

○ 町内で発生する交通事故件数は微減傾向にあるものの、依然として「追突」「出会い頭」

が全体の約６割を占めており、車の機能の向上等に伴い減少が見込まれますが、構造的

な課題が残っています。特に、高齢者が関係する交通事故の割合は依然として高い状況

にあります。また、交通事故による死者数のうち、高齢者が占める割合は上昇傾向で推

移しています。 

○ 令和５(2023)年４月からは、全ての自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化

されるなど、自転車の安全利用に対する社会的要請も高まっています。また、自転車の

不適切な運転による事故が増加していることから、令和８( 2026)年４月から反則金が課

され、自転車利用者の交通ルール遵守がより重要となることから、これらの周知啓発も

重要な課題となっています。 

○ 高齢者が加害者となる交通事故の未然防止に向け、運転に不安を感じる高齢者が運転免

許証を自主返納しやすい環境づくりを推進するとともに、広陵町地域公共交通活性化協

議会において本町の公共交通網の充実に向けた検討を進める必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ─                             

 

地域ぐるみで犯罪を未然に防止するための環境づくりを推進します。 

 

○ 住民一人ひとりの防犯意識の向上を図るために、地域主体の防犯活動を支援します。 

○ 地域との連携・協働により、防犯灯や防犯カメラの設置など防犯に配慮した環境づく

りの強化に取り組みます。自治会等による防犯カメラ設置に対する補助を継続し、地

域の見守り体制の強化を図ります。 

○ 警察や各種関係団体と連携しながら、特殊詐欺等の犯罪被害に遭わないための注意喚

起・普及啓発の強化を図ります。時代に即した支援や補助制度を構築し、特殊詐欺等

被害の防止に取り組みます。 

○ 通学や外出時の安全確保が重要な小学生や徘徊などの危険がある高齢者について、BLE

タグを活用した位置情報の把握による見守りなど、ICTを活用した犯罪の防止・予防対

策に取り組みます。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、住民や事業所等の協力による「子ども110番の家」

の設置を推進します。 

○ 奈良県警察による奈良県警察安全・安心アプリ「ナポリス」の活用促進等により、住

民への犯罪発生情報や防犯関連情報の迅速な提供に取り組みます。 

○ 消費生活に関する安全・安心の確保のため、引き続き香芝市と共同で開設している消

費相談窓口を継続運営するとともに、消費者トラブルへの未然防止につながるよう消

費生活に関する事例情報を発信します。 
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交通安全意識の向上と交通安全対策の充実を図ります。 

 

○ 子どもから高齢者まで、それぞれのライフステージに応じた体系的な交通安全教育・

普及啓発活動を推進します。自転車乗車時のヘルメット着用や自転車の交通違反に対

する反則金等、新たな交通ルールの周知啓発にも取り組みます。 

○ 学校、保護者、地域住民、道路管理者及び警察等との連携・協働により、通学路の交

通安全の確保を図ります。 

○ 高齢者が加害者となる交通事故の未然防止に向け、運転に不安を感じる高齢者が運転

免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進するとともに、その推進に向け、広陵町

地域公共交通活性化協議会において本町の公共交通網を構築します。 

○ 計画的に交差点の改良、道路反射鏡（カーブミラー）や道路標識の新設・補修、路面

標示等による交通安全施設の充実を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ  ₓ 

○ 本町の健康寿命の指標の一つである平均自立期間は、令和６( 2024)年時点で男性が81.1

歳、女性が85.0歳であり、奈良県平均より高い水準となっていますが、将来的には低下

すると予測されています。高齢化の進展等に伴い、健康寿命の延伸を図ることがますま

す重要になっていくと見込まれる中、「自分の健康は自分で守る」ことを基本に、住民が

日頃から健康の大切さを認識し、自らの心と体の健康づくりに責任を持って取り組むこ

とができるよう、乳幼児から高齢者に至るまで住民のライフステージに応じた健康の保

持・増進に資する取組の充実を図る必要があります。 



 

 

１２８ 

○ 本町の各種がん検診の受診率は、横ばいですが、受診勧奨･再勧奨事業を展開することで

新たな受診者の獲得にはつながっていると考えられます。しかし、受診者の高齢化が進

み、精度管理の観点から課題も生じています。疾病の予防及び早期発見・早期治療を促

進するため、予防接種の接種率や各種健康診査・検診の受診率の更なる向上に努める必

要があります。 

○ 不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を

視野に入れ、積極的に治療に取り組むことができるよう支援するために、不妊治療や不

育症治療に係る費用の助成を実施し、出生率向上を促進することで、少子化の進展を抑

制する必要があります。 

○ 近年、全国的に核家族化の進展や地域のつながりの希薄化等を背景に、妊娠・出産・子

育てに対して不安感や孤立感を持つ保護者の増加が懸念されている中、母子保健の充実

を図る必要があります。妊娠期から子育て期に至るまで母子が健康を保持・増進できる

よう、関係機関との連携・協力体制を強化し、切れ目のない支援を提供することが重要

です。 

ₒ ─ ₓ 

〇新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザや新型コロナウイル

ス感染症等以外も含めた幅広い感染症による危機に対応していく必要があります。 

〇新たな感染症に対するワクチンが次々に開発され、定期接種の種類が増えたことに伴い、

接種スケジュールが複雑化しており、今後もその傾向は続くものと思われます。国の動

向に鑑み、予防接種を安全に実施する体制構築の必要があり、ワクチンによる重症化、

感染防止のほか、肝炎検査や各種検診の併用により、疾病の重症化及び、集団感染の防

止に努める必要があります。 

ₒ  ₓ 

○ 新型コロナウイルスへの対応を踏まえた感染症の感染拡大の防止や、住民が各自の疾病

やケガの状況に応じた適切な医療を安定的に受けられるよう、地域医療機関との連携・

協力体制を強化する必要があります。 

○ 町内には診療所はありますが、病院がないため、多様化・高度化した住民の医療ニーズ

に応えるために、国保中央病院の利便性を高めていく必要があります。また、住民が医

療を要する際に適正に受診することができるように、緊急医療体制整備（二次輪番制の

活用、休日・夜間の医療体制）を継続する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２９ 

Ợ ─  

ₒ ₓ ⌂ ≠ↄ╡ ─                      

 

より多くの住民が自らの健康に対して強い関心を持ち、自主的・自発的な健康づくり活

動に取り組めるよう支援の充実を図ります。 

 

○ 地域巡回型健康教室「広陵元気塾」の実施等を通じ、地域ぐるみで取り組む健康づく

り活動を支援します。 

○ 生活習慣病、喫煙や受動喫煙など、住民が健康に関する正しい知識を持てるよう、が

ん予防推進員５２と協働で、情報提供や啓発活動を推進します。 
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住民が適切に健康の保持・増進を図ることができるよう、これを支える環境を整えます。 

 

○ 生活習慣病の予防のため、特定健康診査５３の受診率及び特定保健指導５４の利用率の向

上に向けた取組を推進します。 
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１３０ 

○ 疾病の予防及び早期発見・早期治療につなげるため、各種健康診査・検診の充実や受

診しやすい体制づくりを推進します。集団検診と医療機関での個別検診を組み合わせ、

住民のニーズに応じた受診機会を提供します。 

○ 不妊治療・不育症治療など、きめ細かい社会ニーズに対応した現役世代への支援を行

います。 

○ 妊娠期から子育て期に至るまで母子が健康を保持・増進できるよう、妊娠期からの相

談や新生児訪問等の取組を推進し、また、関係機関との連携・協力体制についても強

化します。 

○ 乳幼児の健やかな成長を支援するため、乳幼児健診や相談を充実させる体制づくりを

推進します。 
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感染症の感染拡大予防やまん延を防止するための取組を強化します。 

 

○ 住民が感染症予防の一つの手段として予防接種の必要性を理解し、予防接種を安全に

受けることができるよう情報提供及び体制整備に取り組みます。 

○ 新たな感染症の発生時等の緊急、不足の事態にも対応可能な予防接種体制の構築を目

指します。新型コロナウイルス感染症対応の経験を活かし、迅速かつ円滑な接種体制

の整備に取り組みます。 

○ 県や医療機関との連携・協力のもと、必要な対策を迅速に講じるための危機管理体制

を強化します。 

○ 住民に対して感染症の予防や対処方法に関する情報提供の充実を図ります。 
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住民が必要な時に必要な医療を受けられるよう、地域医療体制の充実を図ります。 

 

○ 町外を含めた医療機関との連携・協力のもと、救急医療体制の強化を図ります。 

○ 住民が各自の疾病やケガの状況に応じ、より的確な医療を受けることができるよう、

情報提供の充実を図ります。 

○ 住民の日々の健康管理に対する意識向上や医療機関の適正な受診を促進するため、か

かりつけ医の普及・定着に努めます。 
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○ 我が国の高齢化率は令和５(2023)年10月１日現在で29.3％に達しており、本町において

も令和７(2025)年９月末時点で27.7％となっています。65歳以上の高齢者１人を、生産

年齢人口約2.4人で支える状況にあり、地域全体での支え合い体制が不可欠になっていま

す。また、近年、本町の老年人口の増加幅は拡大傾向で推移しており、特に75歳以上の

後期高齢者人口が大幅に増加しています。 

○ このような状況の中、介護サービスの利用者数・介護給付費は年々増加し、従来型の介

護サービスのみでは対応困難となることが予測しています。国は高齢者が可能な限り住

み慣れた地域において継続して生活できるよう、介護、介護予防、生活支援、住まい、

医療の五つを一体化して提供する「地域包括ケアシステム」の構築を実現するとしてい

ます。本町においても、国の動きと歩調を合わせ、高齢者が要介護状態になった場合で

も、住み慣れた地域や家庭の中で最期まで自分らしい暮らしを送ることができるよう、

地域包括ケアシステムの充実を図っていくことが極めて重要な政策課題となっています。 



 

 

１３３ 

○ 本町では、地域の支え手が減少する中、健康な高齢者が支える側として活躍できるため

に、心身の健康維持と社会参加の機会が確保できるようにフレイル予防５５・介護予防を

進めています。 

また、生活支援が必要な独居や老老世帯高齢者には、生活支援コーディネーターによる

支援や在宅医療・介護連携推進事業、地域ケア会議を活用した多職種協働による包括的

な支援体制の整備についても進めており、質の高いケアが高齢者に届く仕組みづくりと

情報発信の効率化なども推進していく必要があります。 

 

Ợ ─  
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高齢者が住み慣れた地域や家庭の中で、安定した在宅生活を継続できる基盤づくりを推

進します。 

 

○ 介護保険のような公的サービス（フォーマルサービス）だけでなく地域住民による見

守りや支援（インフォーマルサービス）が増えるよう、担い手づくり講座の参加者を

増やす取組を進めます。 

○ 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、町及び地域包括支援センター

が中心となって、多職種・他機関と連携を図る場である地域ケア会議において、地域

課題や社会資源の発掘を目的に検討する事例を増加させます。 

○ 介護予防リーダーの養成等を通じ、住民の自助（自ら元気になろうとする取組）と互

助（お互いの関係性により元気になる取組）に根ざした介護予防活動の普及啓発を図

ります。 

○ 軽度者に対して、自立した生活が送れるよう短期集中予防サービスを実施します。 

○ デジタル技術を活用し、居宅介護支援事業所や病院などの社会資源情報を住民や事業

者に効果的に提供するとともに、通いの場の効果分析を行い、介護予防の取組を強化

します。 
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介護サービスの質の維持・向上と介護保険事業の適正な運用を図ります。 

 

○ サービス提供事業者との連携・協力のもと、必要なサービス量の確保及び質の向上に

努めます。 

○ 専門職に限らず、地域の多様な団体・住民等が介護の支え手となれるよう、住民主体

の協議体である「広陵ささえ愛」の支援を行います。 

○ 運動機能等が低下し、日常生活における家事等に支援が必要となった高齢者に対し、

再び自分で日常生活を送れるようになるための機能訓練や生活援助等を提供する「自

立支援型ケアマネジメント」を推進します。 

○ 在宅生活継続のため、医療機関・訪問看護・薬局・居宅介護支援事業所との連携を強

化し、在宅医療・介護連携推進事業や地域ケア会議を活用した多職種協働による包括

的な支援体制を整備します。 

○ 地域での見守り活動や生活支援活動の立ち上げ支援、広報・周知活動を推進します。 
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高齢者一人ひとりが、地域の中で自立していきいきと暮らし続けられる環境づくりを推

進します。 

 

○ 高齢者が地域社会の一員として、生涯にわたっていきいきと活躍できるよう、就業や

社会参加の機会の充実を図ります。 

○ 見守り、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援など、高齢者の日常生活を支援

する各種サービスの提供に向けて、仕組みやネットワークづくりに取り組みます。 

○ 地域で生活する全ての高齢者に対して、通いの場やサロンなどの交流拠点を充実させ

るとともに、世代間交流イベントや趣味活動を通じたつながりづくりを推進します。

また、既存の社会資源を活用して、多様な参加機会を確保します。 

○ 重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活ができる人が増えるよ

うな取組を推進します。 

○ 概ね65歳以上の就業・社会参加意欲のある高齢者を対象として、シルバー人材センタ

ー等との連携により、軽作業や地域貢献活動などの就業機会を拡大するほか、ボラン

ティア活動への参加促進を図ります。 
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○ 本町における障がいのある人の人数（障がいのある人が各種支援を受けるために必要な

手帳の所持者数）について、令和２(2020) 年度と令和６(2024)年度を比べると、身体障

がい者は1,122人から1,103人と微減しています。 

○ 近年「精神障がい」「発達障がい」に対する理解が深まっており、療育手帳及び精神障

害者保健福祉手帳の取得者数、福祉サービス利用者数がここ数年急増しています。精神

疾患への理解が進み、通院患者が増えたことや、発達障がい児の介護者の療育へのニー

ズが増加していることから、今後もこの傾向は変わらないと考えられます。一方で、社

会資源の不足による福祉サービスの量的、質的低下も懸念されます。 

○ 本町では、令和６（2024）年３月に策定した「広陵町第４期障がい者計画（計画期間：令

和6（2024）年度から令和11（2029）年度まで」に基づき、誰もが障がいの有無によって



 

 

１３８ 

分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し、支え合い、認め合える地域づく

りに取り組むことにより、障がい者が生涯を通じていきいきと暮らせるやさしいまちの

実現を目指しています。グレーゾーン（発達遅滞の疑い、自閉症の疑い）を含む障がい

に対して、特性＝障がいではなく「個性」であり、社会で受け入れられるべきものであ

ることをもっと深く理解してもらうよう促進・啓発をしていく必要があります。 

○ 「障がい者計画」「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」に基づく、障がい福祉サー

ビス、障がい児通所支援等のサービス見込み量に基づき、受け入れる事業所等の社会資

源の確保を目指していく必要があります。その一方で、福祉・介護・医療関係の人的・

物的不足が全国的に問題となっており、そのため十分な福祉サービスを提供できない事

業所の増加や、新たに創設を検討している施設の立地についても地域住民の理解が得ら

れづらい実状であり、行政として、周辺自治体とも連携しつつ適切な事業所の確保や運

営指導が必要です。 

○ 障がい者及びその家族（介護者）の高齢化により、親亡き後の支援について考えていく

必要があります。行政だけでなく、事業所と連携し、地域生活支援拠点や法人後見制度

の体制整備、制度を構築していくこと、そして実際の支援につなげるためのケースワー

クができる人材の確保も求められます。 

○ 今後も引き続き、障がいのある人が住み慣れた地域の中で安心して日常生活を営むこと

ができるよう、「乳幼児～学齢期～成人期～高齢期」に至るまで一人ひとりの障がいの

特性やライフステージを踏まえた福祉サービスの提供体制の充実を図る必要があります。 

 

Ợ ─  
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障がいのある人が地域の中で充実した生活を送ることができるよう、福祉サービスの提

供体制の充実を図ります。 

 

○ 町内で日中に活動できる場を確保できるよう、サービスの必要量に合わせた事業所の

誘致に取り組みます。 

○ 福祉施設や精神科病院から地域生活への移行を促進するため、グループホームの整備

を支援するとともに、一人暮らしを希望する人に対する支援体制の充実・強化を図り

ます。 

○ 今後の福祉ニーズの多様化に対応できるよう、障がい福祉担当職員は県が主催する研

修会に積極的に参加するとともに、地域の福祉サービス事業所職員と勉強会の場を持

つことで、福祉人材の養成・確保に努めます。 
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障がいのある人が地域社会の一員として、自立した生活を送り続けることができるよう

働く場や社会参加の機会を確保します。 

 

○ 障がいのある人が地域社会の一員として、自立した生活を送り続けることができるよ

う働く場や社会参加の機会を確保します。 

○ 障がいのある人が奈良県主催の障がい者スポーツ大会や障がい者作品展へ積極的に参

加できるよう、スポーツ、文化及び芸術など地域における様々な活動に参加できる環

境づくりを推進します。 

○ 住民の障がいに対する理解を深め、地域の中で障がいのある人への配慮が実践され、

障がいのある人とない人の交流を深められるよう、福祉サービス事業所で製作された

授産品の販売を庁舎内で行ったり、いのちを守るまちづくりイベントにおいて障がい

者理解に繋がる啓発ブースを設けたりするなど、理解・啓発活動に取り組みます。 

○ 既存の町内企業等における受入体制の整備や障がいに対する理解の促進を図ります。 

○ 障がいのある人が町内企業等へ就労した後も、安定的な就業生活を維持できるよう、

切れ目のない支援に取り組みます。 
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障がい児や発達に課題のある子どもが、その個性や能力を最大限に活かせるよう支援に

取り組みます。 

 

○ 障がいの特性や発達段階に応じた適切な教育及び療育が受けられるよう、幼稚園・保

育園・こども園・学校が連携し、保育・教育内容の充実を図ります。 

○ 保護者が安心して子育てができるよう、子どもの障がいや発達段階に応じた相談支援

体制の充実を図ります。 

○ 新生児の訪問指導や健康相談、乳幼児の心身の発達段階に応じた健康診査等を通じ、

障がいの早期発見・早期療育体制の充実を図るため、子育て包括支援会議への参加や

自立支援協議会におけるこども部会へ参加し、ケースの共有はもとより、福祉サービ

ス事業の把握など情報収集を行い、適切なサービス提供体制の構築に努めます。 
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○ 「地域福祉」とは、誰もが住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らしていくた

めに、制度によるサービスを利用するだけでなく、地域での人と人とのつながりを大切

にし、お互いに助け合う関係を築きながら、誰もが支え合う地域共生社会を実現しよう

とするものです。令和６年（2024）３月に策定した第２期広陵町地域福祉計画では基本

理念を「共に支え合い、未来につながるまち 広陵」としています。また、令和８( 2026)

年度からは重層的支援体制整備事業を本格実施し、地域で支え合い、住み慣れたまちで

の暮らしが続けられるような福祉のまちづくりに向けて取り組んでまいります。 

  



 

 

１４２ 

○ 本町では、近年、障がい者（児）の絶対数が増加しており、福祉サービスの需要が急増

している一方で福祉分野におけるヒト・モノ・カネの社会資源は不足しており、今後、

障がい福祉サービス事業所が提供するサービスが十分に利用者に行き届かなくなること

が考えられます。また、生活困窮、高齢化、ひきこもり、孤立化など複合的な要因によ

り生活苦に陥るケースも多く存在しています。このような課題に対し、重層的に支援を

行うためにも、行政や社会福祉協議会は、庁内の連携、福祉団体同士などのマッチング

やアドバイス、コーディネーターの役割を担うことが求められます。また、地域におい

ても助け合いや支え合い、見守りなどの関係構築を育むための意識醸成ができるように、

地域への働きかけも必要です。 

○ これまで本町では、地域福祉活動の活性化を図るため、社会福祉協議会５８によるボラン

ティアセンター５９の機能強化や地域で活躍されているボランティアの紹介等に取り組

んできました。今後、子どもから高齢者までより多くの住民が担い手となり、住民同士

が協力して支え合う地域共生社会の実現に向け、小・中学生や若者にも関心・興味を持

ってもらえるような啓発活動や新たな担い手の発掘等を通じ、地域が主体となった福祉

活動を促進する必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ⅎ ™ ↑ ℮ ≠ↄ╡─                    

 

住民一人ひとりの助け合いの意識を醸成しながら、住民同士がお互いに協力して支え合

う地域福祉活動を推進します。 

 

○ 地域福祉活動に対する理解と参加を促進するため、広報紙や町HPなど多様な媒体を通

じた啓発活動の充実を図ります。 

○ 子どもや若者を含めたより多くの住民が地域福祉活動に参加しやすくなるよう、活動

参加へのきっかけづくりやボランティアセンターの機能強化の支援に取り組みます。 

○ 地区公民館や集会所等を活用し、住民同士が気軽にふれあい、仲間づくりや出会いの

機会を持てる場づくりを推進します。 
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高齢者や障がいのある人など、誰もが安心してまちを歩き、安全で快適な日常生活を送

ることができるよう、人にやさしいまちづくりを推進します。 

 

○ 本町が保有・管理する公共施設等（公共施設及びインフラ施設）の総合的・基本的な

管理や活用に関する基本的な方針を定めた広陵町公共施設等総合管理計画（令和５

（2023）年３月改訂。以下「総合管理計画」という。）に基づき、公共施設の改築時及

び新築時には全ての方が利用しやすい施設となるようなユニバーサルデザイン化を推

進します。 

○ 「広陵町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例」に基づ

き、段差の少ない歩道の整備等を推進します。 

○ 住民、地域及び事業者との連携・協働により、地域ぐるみでユニバーサルデザインの

まちづくりを推進していくため、各主体の責務や基本的な事項を定めた指針等の検討

に取り組みます。 
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ₒ ₓ 

○ 生活保護の被保護世帯数は、令和３（2021）年度の137世帯に対して令和６（2024）年度

では129世帯と微減傾向で推移しています。また、保護種類別の内訳では、傷病者世帯は

減少している一方、高齢者世帯や障がい者世帯が増加しています。 

○ 本町では、生活保護の支給決定等を所管する奈良県中和福祉事務所との連携を図りなが

ら、生活困窮に関する相談支援を行っています。また、生活保護受給者には、単身の高

齢者が多いため、民生委員・児童委員６１に日々の見守りなどの協力を求めています。 

○ 生活保護受給者の中には、受給に至った当時の状況から生活状況が改善しているにもか

かわらず就労には至らず、生活保護を受給し続けているケースが存在しています。この

ような状況を改善し、生活に困窮する住民の生活の安定と自立を促進するため、生活保

護の受給に至る前の段階から就労支援等に努めるとともに、生活保護制度の適正な運用

及び個々の状況に応じた自立支援を推進する必要があります。 

○ 相対的貧困世帯に該当している子どもは自身の進路選択や習い事に関して家庭の金銭面

を気にしている旨の回答が比較的多く見られ、進路選択の幅が狭くなっている傾向が考

えられます。教育にかかる費用として、学校生活を送る上で必要となってくる学用品費
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１４５ 

や学校給食費、修学旅行費の負担が大きいと感じている傾向があります。その負担が重

く感じないよう支援方法を検討していく必要があります。 

ₒ ₓ 

○ 本町では、住民の高い納税意識に支えられ、令和５(2023)年度までは国民健康保険税の

現年徴収率98％以上を維持してきました。しかし、令和６(2024)年度には97.6％に低下

し、滞納者数、滞納金額ともに増加しています。この傾向は、今後の制度運営に対する

リスク要因となっています。 

○ 今後、本町においても被保険者の高齢化や医療の高度化等に伴い、一人当たりの医療費

の増加が予測される中、国民健康保険をはじめとする各種社会保障制度の安定的な運営

を図るため、各種保健事業の充実や保険税（料）の適時適切な見直しなどに継続的に取

り組む必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ─                         

 

生活に困窮する住民が、地域の中で自立した生活を送ることができるよう、社会的・経

済的な自立を促進するための取組の充実を図ります。 

 

○ きめ細かな相談対応や関係機関が実施している経済的支援、就労支援及び住宅確保支

援等の利用促進により、生活困窮者の自立を促進します。 

○ 生活保護の受給には至らないものの、様々な要因から生活に困窮している住民に対し、

相談から自立まで継続的な支援を実施します。 

○ 奈良県中和福祉事務所や民生委員・児童委員等との連携を強化し、健康で文化的な生

活を送るための社会保障として、生活保護の適正受給を促進します。 

○ 子どもの貧困対策として、県や関係機関と情報共有しながら、子どもに届く保育・教

育支援や生活支援を推進するとともに、支援体制等の積極的な周知・啓発を行います。 

─ ╩ ∆╢√╘─  

    
 

 

 

 

 
 

39 

10 

25.6  

 

 

 
  

261 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

82.7  

 
 

 



 

 

１４６ 
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国民健康保険や後期高齢者医療制度の持続的かつ安定的な財政運営に取り組みます。 

 

○ 保健事業等の促進により、医療費の適正化を図ります。 

○ 国民健康保険について、県との連携のもと、保険税の適時適切な見直しや収納体制の

充実等に取り組みます。 

○ 40歳以上の国民健康保険被保険者に対して、特定健診及び特定保健指導を実施します。 

○ 後期高齢者医療制度の被保険者の健康保持・増進に資するため、健康診査や歯科健康

診査の受診率向上に取り組みます。 

○ 保険税（料）未納者に対して、申告勧奨等を行うとともに、きめ細かな相談体制や分

納制度の活用など、被保険者に寄り添った取組ができるよう関係課と連携します。 

 

─ ╩ ∆╢√╘─  

    
 

 

 
  

97.58 

 
 

 

 

 
 

174 

18,205 

 

 

 
  

73.5 

 
 

75

 

 
 

39.1 

 
 

75

 

 
 

20.78 

 
 

   
43.2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１４７ 

 

                                     

 

 

 

 

Ợ ─ ∆╕∟─ ┘  

 

└≤╡⅜ ╠ ╪≢ ┘⁸ ₁⌂ ╩ ╠ ∆╢₈ ⅝╢ ₉

╩ ┌∆↓≤⅜≢⅝╢╕∟╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

Ợ╕∟─ ╩ ∆  

    
 

 

 

  
50.9 

 
 

 

Ợ ≤  

○ 国は、令和５(2023) 年６月に閣議決定した「第４期教育振興基本計画６２」で、令和

22( 2040) 年以降の社会を見据えた教育政策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基

本方針として「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビー

イングの向上」を掲げています。 

○ これまで本町では、これまで、時間的な余裕のある町民が求める要求課題型の講座等を

中心に本町の生涯学習活動は行われてきましたが、就労や介護などで時間的な制約のあ

る町民が増加したことや、行政だけでは解決することのできない地域課題が増加してい

ることから、オンラインや休日、夜間における講座等の実施や必要課題型の講座の実施

など、これまでとは異なる目的で事業を実施していく必要があり、そのためには時代の

変化により、生涯学習の位置付けについても変化していることについて、町民の理解を

促進する必要があります。 
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１４８ 

○ 今後、本町でも健康寿命の延伸に伴い、人生100年時代の到来が想定される中、住民が生

涯にわたって心身ともに健康で生きがいと喜びに満ちた生活を送れるようにするために

は、若者や現役世代など、生涯学習への参加が少ない層を含め、より多くの住民が学習

活動の場に参加できるよう、多様な学習機会や各種情報提供の充実を図る必要がありま

す。住民がより安全・安心かつ快適な環境のもとで生涯学習活動に取り組むことができ

るよう、既存の生涯学習関連施設の機能の維持・向上を図る必要があります。 

○ 生涯学習関連施設の維持管理について、公民館では本館、分館ともに老朽化が進んでお

り、本館は令和９( 2027)年度中に機能移転を行う予定ですが、分館は維持管理を地域に

担ってもらっていることから、大規模な改修や建替えといった必要が生じた場合に、ど

のような対応とするか検討が求められます。公共施設の施設機能については、生涯学習

関連施設においても計画的な予防保全の実施、施設機能の維持・向上、安全かつ効率的

な維持管理を行うために、複合化・集約化による維持管理費用等の縮減及び受益者負担

の適正化を図ってまいります。 

○ 広陵町立図書館は、平成９（1997）年に竣工され、25年以上が経過しています。竹取公

園が隣接するなどの立地条件から町外の利用者も気軽に利用できる施設ですが、町内地

域に利用の隔たりが見られます。近年、利用者のニーズが多岐にわたり、図書館の利用

形態（利用方法）が変化していることから、施設のスペースを有効活用しながら、図書

館サービスの向上を図る必要があります。従来の「蔵書の充実」に加え、町の情報発信

拠点、住民が集い交流する地域コミュニティの場としての役割を担う必要があります。

図書館を町のシンボルかつ魅力発信の拠点として位置付け、住民にとって「学び」「交流」

「情報」の中心地となるよう機能強化を図ることが課題になっています。 

○ これからの公民館は、生涯学習活動及び文化芸術推進のあり方を明確にし、地域共生社

会のプラットフォームとなるよう、個人的学習だけではなく、集団的自立的学習の機会

と場を保障し、人々のネットワークを広げ、幅広いまちづくり人材の育成を積極的に進

めていかなければなりません。 

 

Ợ ─  
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若い世代やこれまで学びの場に参加できなかった人にとっても、魅力的で参加しやすい

学習機会の提供に努めます。 

 

○ 住民が生涯学習活動を通して学んだ成果をより良い人づくり・地域づくりに活かすこ

とができ、それらが新たな学びにつながる、学びが循環する仕組みづくりを検討しま

す。 

○ 多様な世代の住民が場所的・時間的な制約を受けずに、生涯学習活動に積極的に取り

組めるよう、社会的課題や地域的課題等にも対応した特色ある講座・教室の充実を図

ります。 



 

 

１４９ 

○ 地域主体の生涯学習活動を促進するため、住民の自主的・主体的な生涯学習活動をけ

ん引するリーダーの育成・活用や出前講座・教室の充実を図ります。 

○ 生涯学習活動にこれまで参加できなかった世代の層が学習活動に参加するきっかけと

なるよう、様々な媒体を活用し、生涯学習に関する各種情報提供の充実を図ります。 

○ 現役世代（子育て世帯）を含む幅広い世代が地域や社会の課題を解決するための知識

や手法を学ぶことができるよう休日やオンラインを含む講座を開催します。また、開

催内容の周知については、従来の広報紙だけでなく、ＳＮＳ等を活用した発信を行い

ます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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住民がより安全・安心で快適な環境のもとで生涯学習活動に取り組めるよう、これを支

える基盤の充実に努めます。 

 

○ 若年・子育て世帯、高齢者など、様々な世代の多種多様なニーズに応じるため、生涯

学習活動団体による地区公民館や公共施設での活動発表も充実させるなど、既存の生

涯学習関連施設の効果的で効率的な維持管理・運営に努めます。 

○ 既存の生涯学習関連施設について、老朽化の度合いに応じた修繕・改修や設備機器の

更新を計画的に推進します。 



 

 

１５０ 

○ パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報機器を活用したオンラインによるイ

ベント参加や、ビデオ通話機能を使用した遠隔鑑賞など、デジタル技術を用いること

によって、住民が場所的・時間的な制約を受けずに、どこでも、好きな時に、いつで

も文化芸術を鑑賞できる機会の提供に取り組みます。 

○ 令和９（2027）年度中に既存の中央公民館からグリーンパレス及びはしお元気村へと

機能移転を行うとともに、公民館機能を含む複合施設の整備に向けた検討を並行して

行います。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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Ợ ≤  

○ 区・自治会は、隣近所に住む方々で自主的に運営されている住民にとって最も身近な地

域コミュニティ組織であり、その地域に住む方々が日頃から親睦と交流を通じて連帯感

を深め、日常生活に必要な情報交換や地域に共通する様々な課題を皆で協力して解決し、

住民と行政の協働によるまちづくりを進めていくことを目的としています。 

○ 本町では、「対話と協働のまちづくり」の取組の一つとして、各区・自治会に町職員を

「地域担当職員」として配置しているほか、集会所等の管理や広報紙の配布、地域の環

境保全、防犯など多方面にわたって住みよい地域社会づくりに寄与している区・自治会

の円滑な運営と健全な活動を支援しています。 

○ 一方で、特定の課題（子育て、健康、防災等）に対する活動を行うＮＰＯやボランティ

アといった様々な団体が活動していますが、単独で実施している場合が多く、コミュニ

ティ間における協働の概念が育っていません。 

○ 令和７（2025）年９月現在、町内には41の区・自治会が存在し、加入率は85. 92％と前期

基本計画策定時より低下しています。加えて、役員の高齢化や価値観の多様化が進み、

次世代の担い手確保が困難になりつつあります。住民自治の中心である基礎的コミュニ

ティ（区・自治会）の重要性はますます高まっていくと考えられますが、人材不足が深

刻化する中で、限られた人材や資源を効率的に活用し、多様な意見をまちづくりに反映

させる体制づくりが求められています。 



 

 

１５２ 

○ 今後、区・自治会役員の高齢化や固定化が更に進むことで、地域コミュニティ活動の停

滞が懸念される中、既存の区・自治会のみならず、地域で活躍する様々な活動団体等と

の協働を進め、地域の課題は地域で解決していく力を高めていく必要があります。 

○ こうした現状のなか、住民自治を基盤としたまちづくりを進めていく際の基本ルールと

して、令和３( 2021)年６月に「広陵町自治基本条例」を施行しました。また、地域の様々

な主体が集まって地域の課題を話し合い、主体的に解決していくため、区・自治会より

広域の組織である「まちづくり協議会」が、令和４( 2022)年４月に真美ケ丘第一小学校

区で設立されました。 

○ コミュニティ活動の拠点となる地区公民館や集会所の維持管理・改修を支援するために、

補助対象となる事業について、各区・自治会からの申請に基づき補助金を交付していま

すが、多くの施設が直近の10年で建築から50年が経過するため、今後、大規模改修や建

替えを望むと想定される地域が数多くあり、これまで慣例的に地域が維持管理を担って

いた状況について、整理していく必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─                        

 

持続可能な地域コミュニティ活動を促進するため、地域の特性を活かした住民の主体的

なまちづくり活動への支援の充実を推進します。 

 

○ 住民の生活様式の変化に応じた地域コミュニティ活動を検討し、住民同士が主体的に

熟議できる会議形式の立ち上げを積極的に支援します。 

○ 区・自治会への加入率の維持・向上を図るため、住民が地域コミュニティ活動に関心

を持ち、気軽に活動に参加できるよう情報の提供や活動事例の紹介等の普及啓発に取

り組みます。 

○ ＮＰＯやボランティアなどが、既存の団体にとらわれないコミュニティ活動団体とし

て立ち上がり、地域課題の解決に向けた活動を行うことへの支援を推進します。 

○ 地域全体が目指すべき地域の将来像を描き、その実現に向け主体的に取り組めるよう、

概ね小学校区程度の大きさを基本単位として公益的活動を行う「まちづくり協議会」

の設立を支援します。 

○ 地域が課題の解決に主体的に取り組めるよう、職員が地域に寄り添い伴走支援できる

仕組みを検討します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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住民の身近なコミュニティ活動の場として、地区公民館や集会所など既存のコミュニテ

ィ施設の機能の維持・改善に努めます。 

 

○ 地域ごとの特性等を踏まえ、コミュニティ施設の適正配置や維持管理・運営のあり方

の検討に取り組むとともに、地域との協議により地区公民館や集会所を各区・自治会

へと移管し、地域活動が活性化する拠点となるようアウトリーチ活動等が行われるソ

フト面のあり方を検討します。 

○ 老朽化の度合いに応じた修繕・改修や設備機器の更新を支援します。 

○ 修繕・改修の事後対応による経費負担の増加を防止するため、各区・自治会に対し、

適切な利用や維持管理を行ってもらうよう指導、アドバイス等に取り組みます。 

○ 地区公民館及び集会所のあり方の区別化・維持管理・改修の適切な実施及び施設の長

寿命化を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 本町では、これまでスポーツ基本法（平成23年法律第78号）の趣旨に基づき、町の実情

に即したスポーツ施策を推進してきました。令和２(2020) 年頃から本格化した新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、事業の縮小・廃止を余儀なくされましたが、この期間

に事業のあり方を見直す契機となり、「誰もが気軽に楽しめるスポーツ」をテーマに新た

な取組を模索しました。そこで令和４( 2022)年度からは、従来の町民体育祭に代えて「広

陵町スポーツフェスティバル」を開催し、地域住民の協力のもと３回実施し、参加者は

令和４( 2022)年度の358人から令和６( 2024)年度には473人へ増加しており、定着が進み

つつあります。 

○ 町内には広陵中央体育館、広陵東体育館、広陵西体育館、広陵北体育館及び真美ケ丘体

育館の五つの体育館が立地し、四つの地域（広陵東地域、広陵西地域、広陵北地域及び

真美ケ丘地域）にバランス良く配置されています。これらの体育館のうち、広陵中央体

育館隣接の格技場においては、大規模改修実施済みですが、他の四つの地域の体育館に

ついても計画的にトイレ・床の改修及び照明のＬＥＤ化等による施設の適正な維持管理

が求められています。また、中央公民館の建替えに伴う事務室移転や体育施設の指定管

理制度の導入検討が必要となります。 

○ 体育館（中央体育館アリーナ）の利用率は、コロナ禍によるスポーツの自粛期間が明け

てからは徐々に上昇しています。また、令和６( 2024)年度に体育館の使用料を改定しま

したが、利用率は微減に留まっています。 



 

 

１５５ 

○ 健康づくりや体力の維持・向上、仲間づくりなど、住民がそれぞれの目的やライフステ

ージに合わせてスポーツを楽しみ、スポーツを通じた世代間の交流を育むことで、心身

の健康の保持・増進を図ることができるよう、多様なニーズに対応したスポーツ機会の

充実に努める必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ⌂☻ⱳכ♠ ─                      

 

住民がそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じて、気軽にスポーツを楽しむ

ことができるよう、様々なスポーツ活動の普及促進に取り組みます。 

 

○ 県の政策動向と歩調を合わせ、「だれもが、いつでも、どこでもスポーツに親しめる環

境づくり」を目指し、その実現に向けた取組の方向性などを「広陵町健康増進・食育

推進計画」の改定に合わせて盛り込んだ上で、健康増進の取組と一体的に推進してい

きます。 

○ 年齢や性別、障がいの有無等に関わらず、誰もがスポーツをしたい時に気軽に取り組

める、楽しめる環境づくりに取り組みます。 

○ 身近な地域で様々な世代の住民が、それぞれの志向やレベルに合わせてスポーツに親

しめるよう、総合型地域スポーツクラブ６３の充実を図ります。 

○ より多くの住民が気軽にスポーツに取り組めるよう、既存スポーツ施設で実施される

様々なイベントや教室に関する情報提供の充実を図ります。 

○ 住民の多様なニーズに応えられるよう、スポーツ指導者の育成・確保を図り、住民や

団体などがライフステージ（子ども、高齢者、障がい者）に応じたスポーツの推進や、

スポーツを支える新たな人材の育成、支援活動に繋げることができる仕組みづくりを

検討します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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１５６ 

ₒ ₓ☻ⱳכ♠ ─ ה ─                 

 

住民がより安全・安心で快適な環境のもとでスポーツを楽しむことができるよう、既存

スポーツ施設の機能の維持・向上を図ります。 

 

○ 様々な世代の多種多様なニーズに応じられるよう、既存スポーツ施設の効果的で効率

的な維持管理・運営に努めます。 

○ 既存スポーツ施設について、老朽化の度合いに応じた修繕・改修や設備機器の更新を

計画的に推進します。 

○ 受益者負担の観点から使用料の更なる適正化に努め、広域利用を含む多様な利用形態

を模索し、利用者の利便性の向上と効率性とサービス向上を両立できる運営モデルの

構築に努めます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  

    
 

 

  
100 

63.6 

 
 

 

  
 

 
 

 



 

 

１５７ 

                      

 

 

 

 

Ợ ─ ∆╕∟─ ┘  

 

╙⅜ ⌐ ╛ ─ ⅛⌂ ה ≤┤╣ ⅎ

╢╕∟╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

Ợ╕∟─ ╩ ∆  

    
 

 

 

  
2,778 

 
 

 

  
3,301 

 
 

 
  

67.2 

 
 

 

  
40.2 

 
 

 

Ợ ≤  

ₒ ₓ 

○ 文化芸術は、人々の豊かな生活のためには欠かすことができない要素の一つであり、そ

のため、町の文化や芸術を更に発展させていく必要があります。本町では、生きがいと

感動に満ちた暮らしの確保や地域文化の継承・創造を図るため、文化芸術団体の自主的

な活動の支援や文化祭をはじめとする多様な文化行事の開催等を通じ、住民主体の文化

芸術活動の促進に努めています。 

○ 本町では、「広陵町自治基本条例」の精神に基づき、「広陵町の公民館建替及び文化芸術

のあり方検討委員会」が中心となり、文化芸術の推進についてその理念と方向性などを

検討し、令和４( 2022)年６月に「広陵町の文化芸術推進基本計画」を策定しました。 

 

 



 

 

１５８ 

○ 住民同士の連帯感を深め、地域コミュニティの活性化にも結び付くよう、今後も引き続

き、活動の場や発表機会の充実、様々な媒体を活用した文化芸術活動に関するきめ細か

な情報提供等を通じ、より多くの住民による自主的かつ主体的な文化芸術活動を支援す

る必要があります。 

○ 文化芸術団体の育成及び指導者の確保並びに町民の自主的な文化芸術活動の促進のため、

文化協会や育成クラブなどの団体による活動が中央公民館等で行われていますが、実施

者と鑑賞者が固定化している傾向があります。また多様化した今日的な文化芸術の分野

や生涯学習活動を必ずしも網羅できておらず、多様化する町民のニーズや社会的必要課

題についても対応しきれていません。これまでの団体を育成しながら、幅広い分野での

活動団体を育成するとともに、新たな生涯学習・文化芸術団体の枠組みを構築する必要

があります。 

ₒ ₓ 

○ 文化財は、住民の“ふるさと広陵”に対する理解・関心を深めるとともに、地域固有の

歴史や伝統文化を町内外に発信する上で大きな役割を担っています。本町では、先人た

ちが残した文化財を適切に保護し、後世に伝えていくため、特に貴重な文化財について

「指定」という手法で保存を図っています。 

○ 町西部の馬見丘陵には、250基を上回る古墳からなり、大和三大古墳群の一つである馬見

古墳群が分布しており、古墳群中の巣山古墳は国の特別史跡に指定されています。また、

巣山古墳以外にも、鎌倉時代の建立と伝えられ、国の重要文化財に指定されている百済

寺三重塔や、町の民俗文化財に指定されている大垣内の立山祭など、令和７（2025）年

10月現在、国指定文化財５件、県指定文化財８件、町指定文化財７件のほか、国登録有

形文化財１件があります。 

○ 文化財の保存・保護は土木工事等と同じくハード事業に相当し、埋蔵文化財をはじめと

した文化財の調査・研究、史跡管理、史跡整備などは一定の成果を見せています。住民

アンケートでは、町の魅力について「歴史的遺産が多い」が上位に位置付けられるなど、

文化財の保存・保護を進める基盤として一定の評価を得ています。しかし、史跡整備事

業の遅れや発掘調査後の資料整理の滞りなどの課題があります。また、文化財の普及・

活用はソフト事業に相当し、広陵古文化会や広陵町文化財ガイドの会の活動など住民主

体の取組はありますが、町民アンケートでは「文化財の保存・活用」に関する満足度と

重要度のいずれも低く評価されており、住民にとって文化財が身近に感じられていない

状況になっています。 

○ 住民共有のかけがえのない財産として、より多くの人々が地域固有の歴史や伝統文化に

強い関心を抱き、次の世代に確実に継承していくことができるよう、今後も引き続き、

有形無形の文化財の保存・活用に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

１５９ 

Ợ ─  

ₒ ₓ ─                             

 

幼児から高齢者まで、幅広い世代の住民が様々な文化芸術にふれ、楽しめる機会の提供

や、地域主体の文化芸術活動に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

○ 人と人のつながりや地域コミュニティの醸成にも結び付くよう、住民が主体的に文化

芸術を創造・発表できる機会の充実を図ります。 

○ パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報機器を活用したオンラインによるイ

ベント参加や、ビデオ通話機能を使用した遠隔鑑賞など、デジタル技術を用いること

によって、住民が場所的・時間的な制約を受けずに、どこでも、好きな時に、いつで

も文化芸術を鑑賞できる機会の提供に取り組みます。 

○ 住民の自主的・自発的な文化芸術活動を促進するため、文化芸術団体及び指導者の育

成・確保を図ります。 

○ 住民が文化芸術により高い関心を持つことができるよう、町内で実施される文化芸術

活動に関する情報提供の充実を図ります。 

○ 幼保小中における文化芸術鑑賞及び体験型学習を推進します。また、町内の中学生ま

での子どもに対して、受動型とプッシュ型の双方で文化芸術に触れる機会を提供します。 

 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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住民が地域固有の歴史や伝統文化にふれる機会の充実や、有形無形の文化財の適切な調

査及び保存・活用を推進します。 

 

○ 町内にある指定文化財がその特性に合わせて適切に保存・管理されるよう支援します。 

○ 住民の郷土愛の醸成にも結び付くよう、古墳を中心とした遺跡や寺社等の見学案内を

行う広陵町文化財ガイドの会との連携・協働のもと、文化財等の公開や活用を推進し

ます。 

○ 地域の多様な主体による文化財の保存・活用に向けた取組を促進するため、新たな担

い手の発掘・育成に努めます。 

○ 文化財の魅力や、文化財の保護・啓発に取り組む広陵古文化会などの団体の活動内容

について、様々な媒体を活用した情報提供の充実を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ 

○ 本町では全ての人間の尊厳に基づく人間固有の権利で、人々が生存と自由を確保し、そ

れぞれの幸福を追求する権利である「人権」について、自分の権利のみならず他人の人

権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重

し合うための人権教育・啓発を推進するため、人権に関する講演会を実施しているほか、

町内在住の学識経験者が会長を務め、町内の諸団体・機関で組織された「人権教育推進

協議会」を中心に、年３回の人権セミナーや各種講座の開催等に取り組んでいます。ま

た、「人権擁護委員」によって、人権相談や啓発の取組が行われています。 

○ 現在、全国的に未だに部落差別をはじめとして、女性、障がい者、性的マイノリティそ

の他の社会的弱者への差別が存在しており、また、国際化、情報化及び高齢化の進展に

伴い、インターネット上の人権侵害をはじめとした人権に関する様々な課題も見られる

ようになっている中、誰もが一人の人間としてお互いを尊重し合い、全ての住民がいつ

までも安全・安心に暮らしていける地域社会をつくっていくためには、今後も引き続き、

関係団体等との連携・協働のもと、あらゆる差別の撤廃と人権尊重の社会の実現が不可

欠といえます。 



 

 

１６２ 

○ 継続した取組により一定の成果は確認されているものの、依然としてさまざまな差別や

人権侵害等、課題が山積しているのが現状です（令和６（2024）年奈良県内差別事象の

分類による。）。人権侵害の現実を把握し、問題解決に向けた実践につなげるために、

学びを深めることが重要です。 

ₒ ₓ 

○ 本町では、昭和60（1985）年12月に「非核平和都市」を宣言し、住民に対して核兵器の恐

ろしさや平和の尊さに係る啓発活動に取り組んでいます。現在、戦後80年が経過し、全

国的に戦後生まれの人口が全体の８割を超え、戦争を経験された方たちが少なくなり、

戦禍の記憶や教訓を今に語り継ぐことがいっそう難しくなっています。 

○ このような状況の中、また、住民アンケートでも人権尊重、非核平和、男女共同参画、

多文化共生の推進・活用に対して不満と答えた理由として「子どもたちが平和の尊さと

学ぶ機会が不十分」が高くなっており、戦争の悲惨さを知り、平和や命の尊さを学び、

戦禍の記憶や教訓を風化させずに、若い世代に着実に継承していくための活動を継続的

に推進する必要があります。 

ₒ ₓ 

○ 本町では、平成30（2018）年３月、男女が社会の対等な構成員としてそれぞれの個性や

能力を発揮し、社会の様々な場面で活躍できる男女共同参画社会を実現するための総合

的な行動計画として「広陵町男女共同参画行動計画（計画期間：平成30（2018）年度か

ら令和９（2027）年度）まで」を策定しています。 

○ 同計画では、「誰もが多様な選択肢から自らが自らの道を選択でき、活躍できる社会」

を基本理念（あるべき姿）に掲げ、その実現に向けて「あらゆる分野における男女の活

躍」、「男女の人権が尊重される安心安全な暮らしの実現」、「男女共同参画社会の実

現に向けた基盤整備」を主要施策として位置付けています。 

○ 誰もが性別に関わりなく、一人の人間としてその個性や能力を最大限に発揮し続けるこ

とができるよう、本町が目指す男女共同参画社会の理念の普及・浸透に努める必要があ

ります。 

ₒ ₓ 

○ 外国人人口の推移を５年ごとにみると、平成22（2010）年以降は、その翌年に発生した

東日本大震災の影響等もあり、平成27（2015）年に173人にまで減少したものの、その後

は再び増加傾向に転じ、令和７（2025）年には303人と、対令和２( 2020)年比で約1.3倍

（63人増）に増加しています。 

○ 国では、平成31（2019）年に一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入

れる仕組みを構築するため、就労を目的とする新たな在留資格である「特定技能」制度

が創設されるなど、企業による外国人材の受入れが増加していくと予想される中、国籍

や言語等の違いを超え、全ての住民が互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築

きながら、地域コミュニティの中でともに生きていく多文化共生社会の実現に向けた環

境づくりを推進する必要があります。 

 

 



 

 

１６３ 

Ợ ─  

ₒ ₓ ─                             

 

住民の人権問題への関心を高め、人権意識の高揚を図るとともに、人権の擁護・救済に

取り組みます。 

 

○ 家庭、地域、学校など、あらゆる場と機会を捉え、あらゆる立場の住民が不当な差別・

偏見に関する問題事象について学び・ふれられるよう、人権教育・啓発活動を推進し

ます。 

○ 日常生活や社会生活における差別・偏見など、様々な人権問題の解消に向けた相談支

援体制の充実を図ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ ─                           

 

戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に着実に引き継いでいけるよう、住民の平和意識の

高揚を図ります。 

 

○ 児童・生徒が戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを学ぶための非核平和教

育を推進します。 

○ 幅広い世代の住民が平和の尊さを理解し、非核平和への関心を高められるよう、戦争

パネル展等を通じた啓発活動を推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

１６４ 

ₒ ₓ ─                         

 

男女を問わず全ての住民があらゆる分野において対等な立場で参画し、その能力と個性

を十分に発揮し、協力し合える環境づくりを推進します。 

 

○ 住民の男女共同参画に対する理解と関心を深められるよう、情報提供や啓発活動を推

進します。 

○ 行政が率先してワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に取り組み、

町内の事業所に対しても積極的な働きかけを行います。 

○ 関係機関との連携・協力のもと、ドメスティック・バイオレンス（DV）やセクシャル・

ハラスメント（セクハラ）などの被害の撲滅を目指し、啓発活動を実施します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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国籍や言語等の違いを超え、全ての住民が互いの生活習慣や文化を理解し合い、地域の

中で共生できる環境づくりを推進します。 

 

○ 日本人住民と外国人住民の交流機会や日本人住民が外国の生活習慣や文化にふれられ

る機会の創出に努めます。 

○ 外国人住民への多言語による行政情報や生活情報の提供、生活上の問題等への支援体

制の充実を図ります。 

○ 公共職業安定所や町内の事業所等と連携をとりながら、ニーズに応じた外国人住民に

求められる技能の把握や働き手の支援に努めます。 
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─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 本町の農業は豊かな水と肥よくな土壌を生かし、なすや米の生産を中心に発展してきま

した。特になすは、県内の主要な産地の一つとして知られており、近年ではイチゴや小

麦の栽培のほか、綿花の有機栽培も行われています。しかし、令和２（2020）年の農林

業センサスによると本町の総農家数は611戸（販売農家310戸、自給的農家301戸）であり、

平成27（2015）年と比較すると、193戸（販売農家70戸、自給的農家123戸）の減少となっ

ています。 



 

 

１６７ 

○ 本町はこれまで、関係機関・団体と連携し、特定農業振興ゾーンとして指定を受けた町

内２地区（寺戸地区・百済川向地区）を中心に、ほ場や農道など農業生産基盤の整備や

担い手の育成、イチゴの産地復活等をはじめ、農業振興に向けた各種支援施策の推進を

行ってきました。認定農業者は、令和６( 2024)年現在31人おり、新規就農者は、令和３

( 2021)年から累計で24名となり、内７名が認定新規就農者として新たに広陵町で営農を

開始しました。しかしながら、農業を取り巻く情勢の厳しさは増しており、農家数の減

少や農家の高齢化、それに伴う後継者不足といった問題があります。耕作放棄地（遊休

農地）は令和２( 2020)年の8.0haから10.7haにまで増加するなど、様々な問題が深刻化し

てきており農業の活力低下が懸念されています。 

○ 農業算出額は、農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」によると、平成30(2018)年の

８億円から令和２( 2020)年には5.7億円と大きく減少したものの、令和２( 2020)年から令

和５( 2020)年までは横ばい又は微減傾向で推移しています。経営体当たりの産出額は180

万円と、奈良県平均（370万円）を下回る結果となっています。 

○ このような厳しい状況下において、食料その他の農産物の供給機能はもとより、多くの

住民からまちの魅力として高い評価を得ている豊かな自然環境の保全、ゆとりと潤いの

ある景観の形成、文化の伝承など、本町にとってかけがえのない地域資源の一つである

農業・農地が有する多面的機能が将来にわたって適切に維持・発揮されるよう、地域全

体で農業・農地を大切に守り、活かすための取組を強化する必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ─                           

 

農業生産基盤の機能向上に加え、農地の大区画化により限られた担い手で効率的な農業

生産につながる基盤整備を推進します。 

 

○ 農業用水路や農道等の農業生産基盤の適切な維持管理の活動に向けた取組を支援しま

す。 

○ 農業用水路や農道等の農業生産基盤の改良や畦畔除去等による農地の大区画化に向け

た取組を支援します。 

○ 最先端の技術を活用し、超省力・高品質生産を可能にするスマート農業の実現に向け

た取組を支援します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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将来にわたって持続可能な農業を展開することができるよう、次代の担い手となる農業

者を育成・確保するとともに、農業経営基盤の強化に向けた取組を積極的に支援するとと

もに、多様な農業従事者の確保を進めます。 

 

○ 地域農業の中核的な担い手となる、認定農業者や集落営農組合、農業経営の法人化の

普及拡大による担い手確保を推進します。 

○ 次代の担い手となる農業者の確保が急務であることから、地域農業の担い手となる新

規就農者の育成を行います。 

○ 農業者の高齢化や担い手の不足など、個々の事情によって農業生産活動が困難となる

場合に備え、地域ぐるみで地域計画を策定し、意欲ある担い手への農地の集積・集約

化を段階的に推進します。 

○ 農業経営における「多様な人材の獲得・活躍」の実現に向けた取組を支援します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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町内外のより多くの消費者から支持される安全・安心な地場産農産物の生産拡大と地産

地消の促進を図ります。 

 

○ 有機栽培・減農薬栽培を行う生産者を対象に、特別栽培農産物６４の認証制度や各種補

助制度等の周知を行い、環境にやさしい農業の普及に努めます。 

○ 地場産農産物の認知度向上及び地産地消の拡大に向け、学校給食における活用や直売

所での購買力向上に係る支援等を図ります。 

○ 農薬の適正な使用及び安全性について、農業者の正しい理解の普及促進を図るため、

国や県の実施する講習会等の周知を進めます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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より高い産地間競争力を伴った産地づくりに結び付くよう、関係機関との連携・協力の

もと、地場産農産物のブランド化や６次産業化による付加価値の向上に取り組みます。 

 

○ 町内外の飲食店や直売所等における地場産農産物の活用促進に努め、地場産農産物の

消費額の拡大を目指します。 

○ 消費者や実需者のニーズに対応し、生産・加工・販売の一体化等の多様化・高度化に

向けた取組を促進する「６次産業化」を支援します。 

○ ふるさと納税やECサイト（電子商取引）等を活用し、地場産農産物のブランド力及び

販売プロモーションの強化を図ります。 
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○ 本町の工業は、古くから靴下の生産が盛んで、靴下製造業を中心に、靴下仕上げや刺繡

業など靴下生産工程別に分業が進み、高度な生産技術が受け継がれ、国内有数の生産高

を誇る産地として大きく成長してきました。近年は、安価な海外製品の流入により、生

産量は大幅に低下し、靴下関連事業所数は減少していますが、長年にわたり脈々と引き

継がれた生産技術を活かした魅力ある靴下を発信する企業は、今でも数多く存在してい

ます。また、靴下以外にも、プラスチック製造業などの地場産業があります。 



 

 

１７２ 

○ 本町の事業所数（公務を除く。）は、1,025事業所、従業者数は9,057人で、いずれも年々

減少傾向にあります。また、町内の事業所数と従業者数を従業者別規模でみると、従業

者数300人未満の事業所が全体の約99％、従業者数300人未満の事業所で働く従業者が約

99％となっており、町内に立地する事業所のほとんどを中小企業・小規模企業が占めて

います。 

○ 本町が令和５( 2023)年度に町内に立地する事業者に対して行ったアンケート調査による

と、今後強化したいものや課題については「人材」が27.4％で最も多く、次いで「市場

開拓・販路開拓」が22.8％となっています。さらに、直近３箇年の経営指標については、

半数以上の事業者が売上高、経常利益ともに減少したと回答しており、その要因につい

て販路・市場の縮小、コスト増加などを挙げています。 

○ 町内の産業用地については、箸尾工業団地の造成により一定の移転ニーズが確認されま

したが、町内で新規に提供可能な適地はいまだ限られています。現在稼働していない工

場の再利用や遊休地調査などを実施し、産業用地としての活用を進める必要があります。

また、企業誘致については、本町が大阪都市圏からのアクセスも可能で山間部等ではな

いことから、人材確保についても期待でき、比較的に土地単価を抑えられることも優位

になると考えられます。企業側の進出ニーズについては、これまでの企業立地実績や箸

尾工業団地の造成計画に基づく企業の立地に伴う引き合いがあり、町外企業だけではな

く、集約移転や、工場拡張など町内企業も需要があることが認識されています。企業誘

致に向けて、継続的な奨励措置等が求められます。 

○ 商業については、広陵北小学校地域の買物拠点が減少していることから、新たな商業拠

点の整備が必要になっています。令和７( 2025)年度に実施した住民アンケートでは、ま

ちの魅力として「買い物が便利でよい」が３番目（45.6％）に多く、比較的高い評価が

得られています。今後、住民だけではなく町外からの就労者など町内における交流人口

の増加も期待されることから、町民サービス向上のために商業立地ニーズの高まりが期

待でき、そのためにまちづくりの観点から、市街地への商業施設の整備を進めていくこ

とが必要になっています。 

○ 今後、全国的にも既存の中小企業・小規模企業では、経営者の高齢化や後継者不在によ

って、事業承継が困難さを増していくことが大いに懸念されている中、企業ニーズの的

確な把握に努めながら、経営の安定化に資する対策を総合的に進めるとともに、新たな

創業・起業への支援に取り組む必要があります。 

○ このような状況下、本町では令和２（2020）年12月「自社の技術を活かして新しい販路

を見つけたいが、どうすればよいか？」、「顧客を増やすために新しい商品やサービスを

考えたが、どのようにPRすればよいか？」等々、事業者が抱える困りごとを解決するた

めのサポートを行う「ビジネスサポートセンター」を開設しています。 

 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ┼─ ┘ ─                   

 

既存の中小企業・小規模企業が安定した経営を継続できるよう、経営基盤の強化に向け

た取組を支援します。 



 

 

１７３ 

 

○ 大型商業施設と既存商店が共存共栄し、住民が日常生活に必要な買い物や飲食等の消

費を地域内で満たすことができるよう、ハード・ソフトの両面から多様な需要に対応

した商業環境の整備を検討します。 

○ 広陵町商工会、ビジネスサポートセンターとの連携のもと、第三者への承継も含めた

事業承継対策を推進します。 

○ 新商品の開発や販路開拓に意欲的に取り組む企業を業種に関わらず幅広く支援するた

め、各種補助制度や広陵町商工会、ビジネスサポートセンターによる伴走型支援の充

実と活用の促進を図ります。 

○ 新たな技術や商品の開発に向け、地域内の企業間連携だけではなく、産学官連携も視

野に入れ、関係機関が横断的に連携するための体制づくりを推進します。 

○ 全国的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、DXを推進する重要性が高ま

りつつある中、ICT環境の整備などDXの推進に向けた既存企業の取組を支援します。 

○ 靴下をはじめとする地域ブランド商品をより多くの人々に利用してもらえるよう、町

内外に向けて既存企業の優れた製品・技術を積極的にPRするとともに、経営基盤の強

化に向けて、必要な取組を既存企業とともに検討できる環境の整備に努めます。 

○ 地場産業である靴下のブランディングを行い、町内外に向けて既存企業の優れた製品、

技術を積極的にPRし、経営基盤の強化に向けて、必要な取組を既存企業とともに検討

できる環境の整備に努めます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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１７４ 

ₒ ₓ ה ┼─                         

 

町内で創業・起業を希望する方に対し、創業・起業前から創業・起業後の経営安定化ま

で切れ目のない支援を推進します。 

 

○ 創業・起業に対する需要の把握に努めながら、町のサポート促進を図ります。 

○ 広陵町商工会やビジネスサポートセンターとの連携のもと、創業・起業希望者に対す

る相談支援体制の充実を図ります。 

 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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町外からの新規立地企業を増やし新規雇用や産業集積につなげ、新たな産業の創出とと

もに、既存企業の規模拡大の支援に取り組みます。 

 

○ 新規立地企業や町内既存企業の規模拡大を支援するための優遇制度の充実と活用の促

進を図ります。 

○ 町全体の発展に資する重要な事業として、新たな産業用地を検討し、地権者の理解・

協力のもとで推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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ₒ ₓ 

○ 本町には、町内外から多くの人々を引き込む主要な地域資源として、四季折々の草花が

咲き誇る馬見丘陵公園、子どもから大人まで住民の憩いのスポットである竹取公園など

が存在しています。加えて、「広陵かぐや姫まつり」、「靴下の市（春・秋）」、「クリスマ

スフェスタ」などの大型イベントが定期的に開催されています。町内外からより多くの

人々や消費を町内へと引き込み、将来にわたって地域経済社会の活力の維持・増進を図

るためには、県をはじめとする関係機関との連携・協働のもと、様々な地域資源の魅力

の向上に取り組むとともに、本町ならではの地域資源や魅力を町内外に向けて効果的に

アピールする必要があります。 

○ そこで近年、竹取公園を活用した集客事業の事例づくりに取り組み、町や商工会等が行

う旧来のイベントに加えて、民間主催者によるイベントの定期開催が実現し、竹取公園

周辺地区への動員数も増加しました。一方、人流を町内の魅力的なスポットや店舗等に

誘引し、町内での消費に繋げる施策が不十分であるという課題が残っています。来町者

向けに積極的にサービスを提供する事業者と協力し、中南和エリアのお土産や飲食等の

需要、近県及び県内住民の週末のプチ贅沢等の県が進める典型的な「奈良らしい観光」



 

 

１７７ 

の隙間を埋める需要開拓に取り組み、何度も訪れたくなる町内の魅力の掘り起こしと磨

き上げを行うことが望まれます。 

○ 地域資源を活かした賑わいの拠点づくりの実現には、単なる発信に留まらず旅行者・来

町者の誘引や消費につながる取組が求められます。従来のような町が単独で事業を行う

のではなく、実際に商品・サービスを提供する民間事業者との連携を密にし、町内の魅

力や需要を掘り起こし、消費獲得に向かう熱量を町全体で高めなければなりません。そ

の為に、関係団体等と課題を共有し、対話を通じて共に取り組む「協働」の姿勢で事業

に取り組むことが不可欠です。 

ₒ ₓ 

○ 本町は、大和高田市、御所市、香芝市及び葛城市の４市１町で構成される葛城地域観光

協議会に参加しているほか、令和７( 2025)年度からは大和郡山市、平群町、三郷町、斑

鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町の１市８町で構成されるＷＥＳＴＮＡＲＡ広域

観光推進協議会にも参加し、近隣市町との連携による観光PR活動に取り組んでいます。

また、福井県美浜町と友好交流協定を、愛媛県東温市と包括連携協定を、奈良県曽爾村

と商工振興や観光・交流等に関する連携・協力協定を締結しており、関係各位の理解と

協力を得て、最適な広域連携体制づくりに取り組むことが望まれます。 

○ 今後も引き続き、お互いに活力を高め合いながら、持続的な発展を遂げることができる

よう、地域資源や特性を相互に有効活用することで、地域間でのヒト・モノ・カネの活

発な動き（対流）を創出する必要があります。 

ₒ♦☺♃ꜟ ╩ ⇔√ ₓ 

○ デジタル技術を活用した情報発信は、情報の集約・整理や閲覧数を増やすことには成功

しましたが、現状としては表層的な情報発信に留まっている部分もあり、産業支援とし

て役割を果たす余地は少なからずあります。 

○ 適切な情報発信の努力を継続しつつ、町が発信する情報が来町者の増加や地場産品の購

入、町内でのサービス利用につながる出口の導線づくりを意識した改善や町が率先して

国や県が運営する観光サイト・データベースへの情報掲載を進めること、さらに、事業

者にも情報提供を求め、公民が共に旅行関連媒体への掲載強化に努めることで、インタ

ーネット上の本町の観光情報の総量を増加させることなどが必要です。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ╩ ⅛⇔√ ה ─                 

 

まちのにぎわい創出や住民であることへの誇りの醸成にも結び付くよう、特色ある集客

イベントの開催や地域資源の魅力の強化と併せ、まちを訪れた人を町内に循環させ、消費

の活性化を図ります。 

 

○ 竹取公園をはじめとする既存の地域資源を磨き上げるとともに、その魅力を効果的に

情報発信します。 



 

 

１７８ 

○ 住民・事業者とともに、新たな地域資源を掘り起こすことで、まちのにぎわいや魅力

の再認識につなげていきます。 

○ 既存の町主催、共催及び後援の大型イベントが、より多くの人々を引き込める魅力あ

るものとなるよう内容の充実を図ります。 

○ 広陵町内で飲食店や小売店等を営む事業者に対して、観光消費活性化協力事業者への

登録を呼びかけ、登録のあった事業者には集客イベントの情報提供や誘客のための情

報発信支援等を行います。 

○ 新たに集客イベントの開催を希望する個人や団体の増加に結び付くよう、使用可能な

場所の情報提供及び拠点提供等の支援を行います。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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他自治体との交流を通じて、相互に地域の良さや魅力を理解し合いながら、地域間交流

が単なる関係構築に留まらず、互いの経済的なメリットにつながる関係づくりを進めます。 

 

○ 地域のイベントにおいて、協定締結市町村の特産品を相互に販売し合うなど、前例に

とらわれることなく、より高い費用対効果を伴った交流事業を推進します。 

○ 広域連携によって町内の観光資源の魅力を高め、県等の観光戦略によって増加が見込

まれる滞在型観光客の取り込みを含む観光誘客の最大化に取り組みます。 

○ 他自治体との地域間交流の実績や情報を積極的に情報発信することで、より多くの自

治体が本町に興味をもち、交流機会の創出に結び付けます。 

○ 本町主催イベントへの他自治体の新規誘致や他自治体主催イベントへの積極的な参加

等、率先して地域間交流のきっかけを創出し、交流人口の拡大を図ります。 
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─ ╩ ∆╢√╘─  
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「かぐや姫伝説」や古墳をはじめとした史跡、寺社仏閣、町内の魅力的なスポットや地

場産品、イベント等に関する情報をデジタル技術の活用により一元的に集約し、町の魅力

や特長を広く認知してもらえるよう発信します。また、情報発信を入口として地場産品の

認知と消費を拡大します。 

 

○ 行政が率先して情報発信のデジタル化に取り組むとともに、来町者によるSNS発信や住

民及び役場職員の自発的な情報発信を促し、インナープロモーションを強化する等、

インターネット上の本町に関する情報の総量を増やす活動を支援します。 

○ 町ＨＰ等への情報の集約・整理及びアクセス増加に努め、町が発信する情報が来町者

の増加や地場産品の購入、町内でのサービス利用につながる導線づくりに取り組みま

す。 

○ ふるさと納税を、デジタル技術を活用した情報発信から地場産品等の購入につなげる

窓口のモデルケースとしてとらえ、返礼品提供事業者や中間事業者と連携して、情報

発信の強化と寄附額の向上に努めます。 

○ 本町の代表的な地場産品である靴下について、産地としての知名度とブランド価値の

向上を目的とする「広陵くつした」の取組を支援します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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１８１ 

  

本項では、基本構想に掲げた「４ 自治体経営の基本方針」などを踏まえ、行政運営、財

政運営、公共施設マネジメント及び協働・連携の四つの観点から、基本計画を着実に推進し

ていくための施策の展開方向等を定めています。 
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○ 総務省は、平成27（2015）年の「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」にお

いて、人口減少に伴い自治体の経営資源が制約される一方で行政需要は増加すると指摘

し、効率的・効果的な行政サービスの提供に向けた業務改革を求めています。近年はこ

れに加え、基幹系システムの標準化・クラウド化や窓口業務・内部事務のデジタル化、

人手不足に対応した業務プロセス改革を柱とする「自治体DX推進計画」の策定が進めら

れ、行政運営の効率化はより重要となっています。一方で、施策の効果検証を行う行政

評価やEBPM（Evidence- Based Policy Making ：証拠に基づく政策立案）の取組は自治体



 

 

１８２ 

経営の基盤として継続しており、これらとDXを効果的に連動させることが求められてい

ます。 

○ 本町では、組織が主体となって実効的な人材育成を図るため、「広陵町人材育成基本方

針」を令和３（2021）年11月に改訂しました。改訂版では、職階ごとに求められる職員

像・役割・能力を明示し、体系的な研修や人事評価と連動させることで、計画的な人材

育成と確保を推進しています。また、「広陵町次世代育成支援・女性活躍推進特定事業

主行動計画」を令和３（2021）年４月１日に策定し、令和３( 2021)年度から令和７( 2025)

年度までを計画期間としています。男性の育児休業取得率向上、時間外勤務縮減、年次

有給休暇取得促進、女性管理職比率向上といった数値目標を掲げ、庁内一体でワーク・

ライフ・バランスを推進し、働きやすい職場環境整備に取り組んでいます。 

○ 今後ますます多様化・複雑化していくと見込まれる住民ニーズや地域社会が抱える課題

に的確に対応していくためには、適正な定員管理及び適材適所の人員配置を推進すると

ともに、職員全員がその職位や職務内容に応じて必要な知識及び技術を確実に習得でき

るよう、計画的な人材育成に努める必要があります。 

○ 今後、全国的に15歳から64歳までの生産年齢人口が減少していくことによって、行政を

含めた各分野において人材不足がサービス供給の制約要因となるおそれが懸念される中、

本町が質の高い行政サービスを安定的に提供するとともに、より効果的・効率的な行政

運営を展開するためには、行政全般にわたってデジタル技術や民間活力の積極的な活用

を推進する必要があります。 

 

Ợ ─  

ₒ ₓ ─ ה ─                          

 

より多くの住民から信頼される行政運営の実現に向けて、全庁が一丸となって業務の改

革・改善に取り組み、より効果的で効率的な事業の実施に努めます。 

 

○ 第５次広陵町総合計画を起点とする「Plan（計画）－Do（実施）－Check（分析・評価）

－Act（改革・改善）」からなるPDCAサイクルの実効性を確保できるよう、行政評価体

制の確立に取り組みます。 

○ 行政評価の結果に基づき、施策・事業の進捗状況や課題の改善・悪化の要因を把握・

分析し、その結果を踏まえた施策の優先順位付けや事業の改善・改革を継続的に実施

します。 

○ 行政評価の結果を広く公開することで、住民への説明責任を果たし、行政の透明性・

信頼性の向上に結び付けます。 

○ 各種統計データや調査結果を活用し、行政評価と連動したEBPMを推進するとともに、

視覚的に分かりやすいデザインや媒体を活用することで、施策の立案・見直しをより

客観的・効果的なものとします。 

 



 

 

１８３ 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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今後ますます多様化・複雑化する行政課題に対してより的確に対応できるよう、組織体

制の整備と人材の育成に取り組みます。 

 

○ より効果的・効率的に事業を推進できる組織づくりを柔軟かつ継続的に推進します。 

○ 「広陵町人材育成基本方針」に基づき、職員一人ひとりのキャリアステージに応じた

体系的な能力開発及び人材育成を推進します。 

○ デジタル化・DXの進展に対応できる組織体制を構築するため、令和６（2024）年３月

に策定した「広陵町DX推進計画」に基づき、全職員のICTスキルの底上げを図り、デジ

タル技術・情報セキュリティ対策・データ利活用等に関する知識を深め、業務改善、

DXを推進する人材やAIやデータを活用した新たな政策立案ができる人材の育成を推進

します。 

○ 職員一人ひとりのライフステージや家庭状況に合わせたワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）の確保を目指し、より働きやすい職場環境の整備に努めます。 

○ 職員が心身ともに健康で、能力を最大限発揮できるよう、定期的な健康診断やストレ

スの状況についての検査等により、健康管理支援やメンタルヘルス対策を充実させ、

組織全体として健康経営を推進します。 

○ 人間性や創造性に優れた有能な人材を確保するため、採用試験制度の充実を図るとと

もに、会計年度任用職員６５や社会人経験者の採用等により、多様な人材の確保に取り

組みます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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費用対効果を十分に勘案しながら、デジタル技術や民間活力等を効果的に活用すること

で、住民にとって良質で利便性が高い行政サービスの提供と業務の効率化を同時に推進し

ます。 

 

○ 住民異動や各種証明書交付などの行政手続について、マイナンバーカードやマイナポ

ータルとの連携を進め、いつでも・どこでも手続が可能となるよう、安全性を確保し

つつオンライン化・簡素化を推進します。また、国が進める基幹業務システムの標準

化・クラウド化と連動し、オンライン申請、申請書作成支援等、窓口業務や内部事務

の効率化にも取り組みます。 

○ 町が抱える課題の解決や地域活性化に向けて、ICT・IoT・AI等の新技術を活用し、分

野横断的にデータを連携させて新たな価値を創出する取組を推進します。併せて、デ

ータ連携基盤の整備、民間事業者との協働、共通APIの活用など、町全体でデータ利活

用を進める基盤づくりを推進します。 

○ 行政手続のオンライン化の推進に当たっては、パソコンやスマートフォン等の電子機

器の取扱いに不慣れな住民にも配慮したデジタルデバイド対策を検討します。 

○ 民間活力の活用によって高い費用対効果が見込まれる行政サービスを継続的に検証し、

民間に委ねることが妥当なものについては積極的に民間活力を導入します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 令和６（2024）年度普通会計決算において、町税は歳入総額約176億3,100万円のうち約

41億6,800万円で、構成比23.7％と最も大きな自主財源となっており、国の定額減税の影

響で前年度から微減しておりますが、近年は微増傾向にあり堅調に推移しています。歳

出のうち、人件費・扶助費・公債費からなる義務的経費の中で、扶助費は令和６（2024）

年度決算で約35億9,900万円、歳出総額の21.0％を占めており、社会保障関係経費の増加

を背景に高い水準で推移しています。 

○ 年々増加する扶助費・人件費が財政を圧迫しており、今後も最大の課題となります。特

に扶助費は社会保障需要の増加や少子高齢化に伴い今後も増加が避けられないほか、人

件費についても人件費の高騰に伴う制度改正の影響で上昇傾向にあります。これらは経

常収支比率の更なる上昇を招き、財政の硬直化を進める要因となっています。経常的な

収入と支出のバランスを示す経常収支比率は、令和６（2024）年度決算で92.7％となっ

ており、前年度と同率であり、依然として90％台前半の高い水準にあることから、財政

構造の弾力性の確保には課題が残っています。 



 

 

１８６ 

○ 本町においても、全国的な傾向と同様に、今後は更に人件費や社会保障関係経費の増加

が見込まれており、限られた財源を前提とした一層の行財政改革と事務事業の選択と集

中が求められます。さらに、公共施設については、建設後30年以上経過したものが多数

を占め、全て更新すると莫大な費用が必要となることから、集約再編の検討と併行して、

基金積立等の財源の確保に努める必要があります。 

○ 将来にわたって安定的な財政運営を維持することができるよう、財政収支の見通しを的

確に見据えながら、本町が自主的に収入できる自主財源をはじめとする歳入の確保と、

経常的な経費の抑制に努める必要があります。 

 

Ợ ─  
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将来にわたって安定的な財政運営が可能となるよう、より多くの自主財源の確保に努め

ます。 

 

○ 町税の収納率の向上を図るため、納付手段の拡充やより積極的かつ徹底した徴収業務

に取り組みます。 

○ 行政サービスの継続性と住民負担の公平性を確保するため、物価の高騰等、サービス

の継続コストの上昇を踏まえながら、定期的に使用料や手数料などの見直しに取り組

みます。 

○ 町有財産の有効活用や公金の効果的な管理・運用等により、新たな財源の確保に取り

組みます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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限りある財源や職員の中で、より効果的・効率的な行政運営を推進できるよう、経常的

な経費の抑制に努めます。 

 

○ 行政評価の取組を毎年度の予算編成に反映させ、特に人件費や物件費など行政の内部

管理的経費を中心に、経常的な経費を抑制し、財政構造の弾力性の確保に努めます。 



 

 

１８７ 

○ 各種団体や個人等に交付している補助金について、その有効性や必要性を検証し、よ

り適正で効果的な補助金制度の運用に努めます。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 現在、全国の地方自治体では、概ね昭和30年代から昭和40年代にかけての高度経済成長

期に集中的に整備された大量の公共施設（建物）や道路・下水道等のインフラ施設が一

斉に建替えや大規模改修等の更新時期を迎えています。 

○ また、総合管理計画で対象としている施設のうち、小規模施設や統廃合又は廃止の方針

が固まっている施設を除いた31施設について、長寿命化を前提として建物の劣化診断を

行った上で、改修費用の試算を行ったところ、50年改築案では、総額376.3億円（年平均

10.8億円）、80年改築案では、総額2,034億円（年平均5.8 億円）となっています。財政負

担を考慮すると80年改築案とせざるを得ませんが、長寿命化対象施設の面積は、7万6, 927

㎡であり、町の公共施設全体の７割程度の面積となり、他に施設の更新も控えているた

め、更なる更新費用の増加が見込まれます。 

○ 本町が保有・管理する公共施設のうち、「築後30年以上」を経過した施設は、総合管理計

画では、令和５（2023）年度末時点で延床面積が約6万8,0 48㎡と全体の約６割（60. 1％）

を占めており、老朽化した施設の増加が深刻化しています。更新・修繕・統廃合を計画

的に実施しなければ、これから安全性・利便性・維持コストの両面で町財政を圧迫する

リスクが高まります。また、公共施設の維持管理を担う建築技師が限られており、過重

な業務負担が生じている可能性があり、専門人材の確保や外部委託・技術支援の活用な

ど、効率的な管理体制の再構築を検討する必要があります。 



 

 

１８９ 

○ このような将来見通しを踏まえた中で、住民満足度の高い行政サービスを安定的に提供

し続けられるようにするためには、施設の長期的な保全や利活用等を目的とした総合的

な管理手法である「公共施設マネジメント」を積極的に推進し、行政コストの節減・効

率化と行政サービスの質向上に向けた取組を計画的かつ着実に推進する必要があります。 
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施設の長寿命化と施設総量の縮減等を計画的に推進し、将来更新費用の低減を図ります。 

 

○ 日常的な点検及び定期点検の充実を図り、各施設の損傷を早期に発見し、適切な対策

を実施することにより、安全性の確保と将来更新費用の低減・平準化を図ります。 

○ 各施設の機能や利用状況を十分に考慮し、類似又は重複する機能の統廃合・複合化を

推進します。 

○ 施設の長寿命化や省エネルギー化などを計画的に推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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将来的な社会動向や住民ニーズの変化に柔軟に対応しながら、より効果的で効率的な維

持管理・運営手法の導入を推進します。 

 

○ 公共施設について、近隣自治体との共同利用、共同管理等を推進します。 

○ 行政の管理・監督責任を適切に果たしながら、公共施設の維持管理及び運営に民間事

業者等のノウハウを積極的に活用し、より効果的・効率的な行政サービスの実現を図

ります。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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○ 近年、社会環境の変化に伴ってますます多様化・複雑化する地域課題に効果的に対応し

つつ、個性的で自立したまちを創造・経営していくためには、住民と行政及び住民同士

が心を合わせ、力を結集し、協働のまちづくりを進めていくことが必要不可欠です。そ

のためには、行政情報を積極的に公開・提供しながら、多様な住民参画・協働の仕組み

づくりを進めていく必要があります。加えて、他自治体との連携により、行政サービス

の向上を図る必要があります。 

○ このような基本認識のもと、本町では令和３（2021）年５月に「広陵町自治基本条例」

を制定しています。同条例では、本町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則

を明らかにし、住民及び行政のそれぞれの権利や役割、責務、まちづくりに関する基本



 

 

１９１ 

的な事項を定めることによって、個性豊かで活力ある自立した持続可能な社会の実現及

び住民の福祉の向上と充実を図ることを目的としています。 

○ 本町では、地域の課題解決又は町の活性化を図るために住民団体等が取り組む自主・自

立的な活動のうち、行政と協働で進めることにより、効果が期待されるものに対し、事

業提案による補助制度を導入しています。近年では、まちづくり関係団体やNPO法人な

ど、住民主体の活動も徐々に見られるようになってきましたが、他自治体と比べると活

動分野や規模はまだ限定的であり、持続的な連携体制の形成には至っていない状況で

す。また、活動の担い手層が固定化しており、若年層や子育て世代の参加が少ないこと

も課題となっています。 

○ 今後、更に多様化・複雑化していくと見込まれる様々な地域課題の解決に向け、住民と

行政との情報の共有化を図りながら、より広範な分野において、町政への住民参画を促

すとともに、多様な主体との協働・連携に根ざしたまちづくりを積極的に推進する必要

があります。 

○ 現在、町の広報紙は区・自治会を通じて各家庭に配布していますが、区・自治会によっ

ては未加入世帯への配布が行われていない場合もあり、全戸への情報伝達にばらつきが

あります。また、配布を担う地域のボランティアや区・自治会役員の高齢化や人員負担

の偏りも進んでおり、配布時期や回収率に地域差が生じています。今後は、区・自治会

と協議しながら、配布・閲覧手段（民間委託・電子版など）の検討を行う必要がありま

す。 

 

Ợ ─  
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自治基本条例のもと、住民、コミュニティ組織、事業者等の多様な主体がともに考え、

ともに補完し合うまちづくりを推進します。 

 

○ 町内で働き・学ぶ人たちを含めた住民との深い信頼関係を築き、協力し合いながら、

協働・連携に根ざしたまちづくりを着実に推進していくための諸制度の充実及びその

活用促進を図ります。 

○ より広範な分野において、大学や事業者等のノウハウの積極的な活用を図ります。 

○ 町単独では解決が困難な地域課題や住民の生活圏域の広域化等に対応するため、県や

他自治体の連携・協力によるまちづくりを推進します。 

○ 地域課題の解決に取り組む住民活動団体等の発掘や、協働・連携先を探している住民

活動団体のマッチングなどを支援します。 

○ 施策の策定過程や実施段階により多くの住民が参画できるよう、ワークショップや懇

談会の開催、審議会への住民枠の設置等による町政への参画機会の充実を図ります。 
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─ ╩ ∆╢√╘─  
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より良いまちづくりの推進に向け、住民の多様なニーズや意見等の把握に努めるととも

に、住民が必要とする町政情報が確実に行き渡るよう、広報活動の充実に取り組みます。 

 

○ 様々な機会を通じ、まちづくりに対する住民の多様なニーズや意見等を把握し、行財

政運営への反映に努めます。 

○ 住民が必要とする情報が適時・適切な方法で確実に行き渡るよう、町HP、SNS及び広報

紙等の様々な媒体を活用した情報提供の充実を図ります。 

○ 利用者視点でのナビゲーション改善や情報の整理・統合を進めるとともに、SNSやLINE

等との連携を図り、一元的で分かりやすい広報体系を構築していきます。 

○ 町が保有する行政情報を住民及び事業者等が利用しやすい形式で積極的に公開・提供

することで、より開かれた町政を推進します。 

─ ╩ ∆╢√╘─  
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当該計画で定めた基本目標を達成するために、基本計画及び実施計画に定める事業を実施

していきます。しかしながら、従前の総合計画では、実施事業が定められた成果指標を達成

しているかどうかの評価や施策の有効性を図る仕組みが十分に確立されていませんでした。 

このことから、広陵町自治基本条例第 33条において、行政評価を行うことを定め、町の政

策等について、客観的かつ町民目線に立った評価・検証を行うことにより、効率的で効果的

な行政運営を進めることとしました。 

行政評価の目的は、従来は「予算（Ｐ：Plan）⇒執行（Ｄ：Do）」で完結し、施策や事務事

業を実施した結果の検証が欠けがちであった行政のサイクルに、「分析・評価（Ｃ：Check）」

を導入し、「ＰＤＣＡ（Plan（計画）⇒Do（実施）⇒Check（分析・評価）⇒Act（改善・改革）」

からなるマネジメントサイクルを確立することによって、計画（Plan）の有効性と実施（Do）

の効率性の向上等を図ることにあります。 

また、国においては、政策の企画立案をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策

目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づくものとするEBPMの重要性が示され

ています。本町においても、行政評価と連動させながら、各種統計データ等を活用したEBPM

を推進し、より客観的で効果的な政策立案と施策や事業の改善を図る必要があります。 

  

今後、第５次広陵町総合計画（基本計画）を起点とするＰＤＣＡサイクルの有効性を高め

られるよう、同計画に掲げた施策やその配下に位置付けた事業を対象に、行政評価に基づく

成果を基本とした計画の進捗状況や、目標と現状のかい離の要因等を徹底追求し、施策及び

事業の不断の改善・改革を推進することで、財源・職員等の限りある行政の経営資源の最適

配分とより緊密に結び付けられるようにします。 

また、進行管理のうち、「Check（分析・評価）」を「広陵町政策推進審議会」において行い、

その結果等を踏まえつつ、最終的な評価に結び付けることとします。 

なお、評価に当たっては、各種統計データや住民アンケート調査結果等の客観的データを

活用し、感覚や経験則だけでなく、データに基づく現状分析と課題把握を行うこととします。 

╩ ≤∆╢ ◘▬◒ꜟ─  
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｢２ 計画の進行管理｣に基づき、施策内の事務事業の優先度を明らかにします。 

その上で、優先度の低い事務事業は縮小又は廃止し、財源・職員等の限りある行政資源を

有効に活用するとともに、事務事業の内容（実施方法や実施計画等）の最適化に取り組みま

す。 

その際、客観的なデータや分析結果に基づいて事務事業の効果を検証し、エビデンスに基

づく改善・改革を推進します。具体的には、以下のような取組を進めます。 

 ̧ 統計データの活用：国・県の統計データや町独自のデータを活用した現状分析 

 ̧ 住民ニーズの把握：住民アンケート調査、各種相談データ等の分析 

 ̧ 効果の検証：施策実施前後の変化を客観的に測定 

また、計画に基づく効果的・効率的な行財政運営を推進するため、その主な担い手である

職員の人材力の強化に取り組みます。そのため、研修や業務の実践を通じて、計画を起点と

するＰＤＣＡサイクルに基づく行財政運営の趣旨や具体的な内容、職員一人ひとりの計画推

進における役割や責任等の理解を全庁に浸透させます。 

併せて、計画の進捗状況の検証や行政評価結果に基づく施策及び事業の改革・改善の分析

や検討のノウハウ、データ分析やEBPMの手法などの能力開発を進めるとともに、職員の主体

的な改革・改善の推進に資するための人材育成や人事制度の整備・運用に取り組みます。 

 

 


